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  ○議事日程（第１号） 

    令和７年12月５日  午前10時00分開議 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

   日程第２ 議案第31号 中能登町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

              る条例の制定について 

 

        議案第32号 中能登町印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第33号 中能登町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第34号 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関 

              係内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴う関係条例の 

              整理に関する条例の制定について 

 

        議案第35号 中能登町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

              用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を 

              改正する条例について 

 

        議案第36号 令和７年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第37号 令和７年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算 
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        議案第40号 令和７年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 

 

        議案第41号 令和７年度中能登町水道事業会計補正予算 

 

        議案第42号 令和７年度中能登町下水道事業会計補正予算 

 

        議案第43号 小字の区域の変更について 

 

        請願第３号 『ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書』の提出を求める 

              請願 

 

        請願第４号 能登半島地震被災者の医療費の一部負担金免除の再開のための財 
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              政支援を求める「意見書」の提出を求める請願 

 

        請願第５号 地方の福祉人材確保の取組に向けた財政措置を求める請願書 

 

   日程第３ 常任委員会付託 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） おはようございま

す。 

 12番 坂井幸雄議員から病気療養のため、

欠席届が提出されていますので報告します。 

 ただいまの出席議員数は11名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより令和７年度中能登町議会12月定

例会議を再開します。 

 なお、本定例会議の会議期間は、会議日程

表のとおり、本日から12月18日までの14日間

といたします。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 次に、諸般の報告をいたします。 

 地方自治法第121条の規定による、本会議

に出席する者を、別紙の説明員、職、氏名一

覧表としてお手元に配付しましたので、ご了

承願います。 

 それでは、諸般の報告を終わります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（南 昭榮議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本定例会議の会議録署名議員は、会議規則

第121条の規定により、７番 尾田良一議

員、８番 土本 稔議員を指名します。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（南 昭榮議員） 日程第２ 

 議事日程のとおり、議案第31号から議案第

43号まで 

 請願第３号 『ひきこもり支援基本法の制

定を求める意見書』の提出を求める請願 

 請願第４号 能登半島地震被災者の医療費

の一部負担金免除の再開のための財政支援を

求める「意見書」の提出を求める請願 

 請願第５号 地方の福祉人材確保の取組に

向けた財政措置を求める請願書 

 以上、議案13件、請願３件を一括して議題

といたします。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（南 昭榮議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日ここに、令和７年度中

能登町議会12月定例会議の開会に当たり、町

の近況について申し述べるとともに、提案い

たしました各議案について、ご説明をいたし

ます。 

 まず初めに、今年も早いもので残り１か月

を切り、能登半島地震の発生から、間もなく

２年を迎えようとしております。 

 町内では能登半島地震で大きな被害を受け

た住居などの公費解体がほぼ完了し、現在は

道路や上下水道の本復旧工事を順次進めてい

るところであります。 

 また、町民の皆様の生活や住まいに関する

支援やなりわいに関する支援、地域コミュニ

ティの復旧支援など、様々な支援事業につき

ましても、引き続き進めてまいりたいと考え

ております。 

 震災からの復旧・復興には今後も多くの時

間と費用が必要となってまいりますが、国や

県の支出金などを活用し、計画的に事業を推

進してまいりますので、町民の皆様のご理解

とご協力をよろしくお願いをいたします。 

 次に、今年３月に町制20周年を迎えました

ことを記念して、10月に音楽イベントを開催

いたしました。 

 イベントにご出演いただいた歌手の一青窈

さんには、ステージでの熱唱のほか、仮設住

宅に入居されている方との交流など、町にた

くさんの元気をいただきました。 

 また、11月には２年ぶりとなる第11回中能

登トレジャートレイルランも開催ができ、県

内外から690名のランナーの方にご参加をい
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ただきましたことに厚くお礼を申し上げま

す。 

 次に、11月24日には、震災後初となる町防

災一斉訓練を県の原子力防災訓練に合わせて

実施をいたしました。 

 訓練では、震度７の強い地震が発生したと

きの想定で職員の安否確認及び参集訓練など

をはじめ、各地区での防災訓練、ラピア鹿島

での避難所の設営方法や土のう積みなど、住

民参加型の実践的な訓練を実施いたしまし

た。 

 当日は、防災士を含め、大勢の方にご参加

いただきましたことに、町全体の防災に対す

る意識の向上が図られたものと考えておりま

す。 

 また、今年度導入した給水車を使用した給

水訓練も実施することができ、町が進めてい

る災害への備えについて、参加していただい

た町民の皆様に実感していただけたのではな

いかと思います。 

 今後も震災の記憶が風化しないよう、いつ

起こるか分からない災害に備え、地域の防災

力のさらなる強化に取り組んでまいりたいと

考えておりますので、ご協力をお願いいたし

ます。 

 寒い季節を迎え、空気が乾燥したり、スト

ーブなど暖房器具を使用する機会が増えたり

するなど、火災発生のリスクが高まりますの

で、町民の皆様には、火災予防の意識を高く

持っていただきますようお願いをいたしま

す。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議

案の主な内容につきまして、順次、ご説明を

いたします。 

 初めに、議案第31号 中能登町乳児等通園

支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についてであります。 

 この条例は、児童福祉法の一部改正によ

り、乳児等通園支援事業が創設されたことか

ら、当該事業の設備及び運営の基準について

定めるものであります。 

 次に、議案第32号 中能登町印鑑条例の一

部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、電気通信事業法及び日本電信

電話株式会社等に関する法律の一部を改正す

る法律の公布に伴い、所要の改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第33号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 この条例は、中能登町において、令和８年

度から保険税の仮算定を廃止し、前年中の所

得を基に保険税を決定する本算定のみの方法

に移行することに伴い、所要の改正を行うも

のであります。 

 次に、議案第34号 児童福祉法等の一部を

改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係

内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついてであります。 

 この条例は、各基準府令の改正に伴い、関

係する３つの条例について所要の改正を行う

ものであります。 

 次に、議案第35号 中能登町行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例についてであ

ります。 

 この条例は、地方公共団体情報システムの

標準化に伴い、住民登録外の者の宛名番号管

理機能が実装されることにより、個人番号の

利用に関して必要な事項を定めるため、所要

の改正を行うものであります。 

 次に、議案第36号 令和７年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ５億7,737万

4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ197億2,365万5,000円とする

ものであります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし
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ては、中能登町議会だより印刷製本業務委託

のほか、59の業務について令和８年度までを

期間として、中能登町防災行政無線（同報

系）更新工事について令和８年度から令和９

年度までを期間として、それぞれの限度額を

設定するものであります。 

 第３表地方債補正につきましては、老朽た

め池改修事業債のほか、２つの事業について

限度額１億4,060万円を減額するものであり

ます。 

 補正予算の歳入で主なものは、第14款国庫

支出金の災害復旧費国庫負担金として１億

8,730万5,000円、第15款県支出金の総務費県

補助金として3,319万円、同じく第15款農林

水産業費県補助金として１億721万7,000円、

第17款寄附金のふるさと応援寄附金として

1,000万円、第18款繰入金の基金繰入金とし

て３億5,837万1,000円をそれぞれ増額するも

のであります。 

 補正予算の歳出の主なものは、第２款総務

費の一般管理事業として1,000万円、同じく

第２款総務費の地域コミュニティ施設等再建

支援事業として2,180万円、第３款民生費の

障害者等自立支援給付事業として1,554万

8,000円、同じく第３款民生費の保育園運営

費として3,400万2,000円、第６款農林水産業

費の農業機械再取得等支援事業費として１億

3,680万円、同じく第６款農林水産業費の県

営土地改良事業費として1,743万7,000円、第

12款公債費の償還元金として３億1,173万

7,000円をそれぞれ増額するものでありま

す。 

 また、第10款教育費では、学校給食管理費

として1,500万円を減額するものでありま

す。 

 次に、議案第37号 令和７年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

1,006万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億4,835万6,000円と

するものであります。 

 補正予算の主なものは、後期高齢者医療広

域連合納付金の増額であります。 

 次に、議案第38号 令和７年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ824万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ26億5,269万4,000円とするも

のであります。 

 また、第２表債務負担行為補正につきまし

ては、高齢者みまもりコール事業及び徘徊高

齢者等家族支援サービス事業について令和８

年度までを期間として限度額を設定するもの

であります。 

 補正予算の主なものは、介護報酬改定等に

伴うシステム改修費や介護予防・生活支援サ

ービス事業費の増額であります。 

 次に、議案第39号 令和７年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算につきまして

は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

6,496万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ20億1,407万円とする

ものであります。 

 補正予算の主なものは、一般被保険者高額

療養費の増額や県への返還金の増額でありま

す。 

 次に、議案第40号 令和７年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、歳入歳出予算の変更はなく、第１表

の債務負担行為補正を行うものであり、ケー

ブルテレビ施設運営及び維持管理のほか、２

つの業務について令和８年度までを期間とし

て限度額を設定するものであります。 

 次に、議案第41号 令和７年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、収益的

支出の企業債利息として80万円を増額するも

のであります。 

 また、債務負担行為の追加で、上水道施設

維持管理業務委託のほか、２つの業務につい

て令和８年度までを期間として、それぞれ限
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度額を設定するものであります。 

 次に、議案第42号 令和７年度中能登町下

水道事業会計補正予算につきましては、企業

債利息として収益的収入及び支出で、それぞ

れ190万円を増額するものであります。 

 次に、議案第43号 小字の区域の変更につ

いてであります。 

 中能登町新庄地内で実施した農村総合整備

事業において、小字の区域を変更するもの

で、地方自治法の規定により議会の議決を求

めるものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

き、その大要をご説明申し上げましたが、議

員各位におかれましては、慎重なるご審議を

いただき、適切なる議決を賜りますようお願

いを申し上げまして、提案理由の説明を終わ

ります。 

〇議長（南 昭榮議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎議 案 説 明 

○議長（南 昭榮議員） これより、本定例

会議に上程されました議案13件、請願３件に

ついて一括して議案の説明及び質疑を行いま

すが、執行部におかれましては、説明は簡

潔、明瞭で、答弁は的確なものとされるよう

求めておきます。 

 なお、予算関係の議案第36号から議案第42

号までの補正予算についての質疑は、９日の

予算決算常任委員会で行いますので、ここで

の質疑は省略します。 

 それでは、議案第31号 中能登町乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について説明を求めます。 

 議案書は、４ページから13ページとなりま

す。 

 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案

書、ファイル№05、Ｒ７．12月定例会議議案

書（その２）の４ページをご覧ください。 

 議案第31号 中能登町乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の

制定について上記の議案を別紙のとおり提出

するものであります。 

 議案書の５ページから13ページには、制定

条例の本文が掲載されておりますが、内容に

ついて説明資料で説明いたします。 

 ファイル№06のＲ７．12月定例会議説明資

料の２ページをご覧ください。 

 １の制定理由は、児童福祉法の一部改正に

伴い、乳児等通園支援事業が創設されたこと

から、この事業の設備及び運営の基準につい

て定めるものです。 

 ２の制定内容ですが、（１）の制度概要

で、乳児等通園支援事業は、生後６か月から

満３歳未満で保育所等を利用していない乳幼

児を対象に、月一定時間までの利用可能枠、

国の補助基準では、月10時間の上限ですが、

その枠内で、保護者が就労しているか、して

いないかを問わず、時間単位で柔軟に保育所

等を利用できる通園制度で、通称こども誰で

も通園制度と呼ばれる事業です。 

 令和８年４月１日から全国の自治体で実施

が義務づけられております。 

 保育園に通園していない乳幼児、未就園児

のいる保護者の多くが、孤立した育児の中で

不安や悩みを抱えており、支援の強化を求め

る声があることが制度創設の背景にありま

す。 

 また、未就園児が通園することで、支援を

必要とする子供や家庭を早期に発見し、児童

虐待の未然防止や子育てについての情報提

供、助言など、適切な支援につなげるきっか

けとなることが期待されております。 

 （２）の主な制定事項は、国の基準に準じ

て、各条文で、非常災害対策、安全計画の策

定等に関する事項、衛生管理等及び食事に関

する事項、乳児等通園支援事業所内部の規程

に関する事項等を規定しております。 
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 また、第21条では、乳児等通園支援事業の

区分について、一般型と余裕活用型を示し、

専用の部屋を設け専任職員を配置する一般型

と、定員に余裕がある範囲内で実施する余裕

活用型の類型を示していますが、当町では、

余裕活用型の実施を想定しています。 

 第22条から26条では、下段の表のとおり設

備基準と職員配置基準を規定しています。 

 ３の施行期日は、公布の日であります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第31号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第32号 中能登町印鑑条例の一

部を改正する条例について説明を求めます。 

 議案書は、14ページから15ページとなりま

す。 

 辻口住民窓口課長 

  〔辻口 要住民窓口課長登壇〕 

○辻口 要住民窓口課長 それでは、議案書

14ページになります。 

 議案第32号 中能登町印鑑条例の一部を改

正する条例について上記の議案を別紙のとお

り提出するものであります。 

 議案書14ページ、15ページのほうで概要を

説明しておりますが、説明資料の３ページの

ほうでご説明をいたします。 

 まず、１の改正理由ですが、電気通信事業

法及び日本電信電話株式会社等に関する法律

の一部を改正する法律の改正に伴い所要の改

正を行うものであります。 

 ２の改正概要ですが、コンビニエンススト

ア等に設置された自動交付機による交付にお

いて、個人番号カード及び移動端末設備と記

載がありましたが、新たに個人番号カード及

び移動端末設備に記録されている電子証明書

のことを指し示す、利用者証明用電子証明書

に改めるものであります。 

 ３の施行期日は、公布の日からとするもの

です。 

 説明資料の４ページは、新旧対照表となっ

ております。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第32号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第33号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について説明を

求めます。 

 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

16ページをご覧ください。 

 議案第33号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について上記の議案を

別紙のとおり提出するものであります。 

 改正文は、17ページですが、改正内容につ

いて説明資料の５ページで説明いたします。 

 １の改正理由は、平成30年の国民健康保険

制度改革以降、石川県全体としても、仮算定

を廃止し、本算定のみとする動きが求められ

ており、中能登町でも、令和８年度から仮算

定を廃止し、前年中の所得を基に保険税を決

定する本算定のみの方法に移行することに伴

い、国民健康保険税条例の一部を改正するも

のであります。 

 ２の主な改正内容は、国民健康保険税は、

前年の所得に基づき年税額を算定しますが、

前年の所得が確定するのが６月になりますの

で、現在は、４月から６月までの１期から３

期までの納期分は、前年度の年税額を12で割

った額を一月分として、仮に算定して徴収を

しております。 

 前年の所得が確定した後、本算定を行い、
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前年の所得を基にその年度の年税額を算出

し、仮算定で徴収した税額を差し引いて残り

の納期の９回で割った額の納付書を再度送付

し、７月から翌年３月までの９回で徴収をし

ております。 

 この方法ですと、退職したり、特別な所得

があった場合など、本算定での月ごとの納税

額の増減額が大きくなることや、事務処理に

おいても納付書の年２回の作成発送作業や仮

算定の徴収額が本算定での年税額よりも多く

なった場合の還付処理など煩雑な事務処理が

発生します。 

 年税額の算出方法を分かりやすくし、事務

処理の効率化を図るため、令和８年度から普

通徴収の仮算定による４月から６月の仮徴収

を廃止し、７月の本算定後に年度分の年税額

を徴収する、７月から徴収し、７月から翌年

３月までの９回で納付する方法に変更するも

のです。 

 年金からの特別徴収につきましては、引き

続き４月、６月、８月は、仮算定による徴収

を行い、本算定後、10月、12月、２月の年６

回で徴収します。 

 ３の施行期日は、令和８年４月１日であり

ます。 

 次のページ、６ページ及び７ページには、

新旧対照表を掲載しておりますが、後半の21

条、22条は仮算定による特例の条文ですの

で、削除となります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第33号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第34号 児童福祉法等の一部を

改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係

内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて説明を求めます。 

 議案書は、18ページから20ページとなりま

す。 

 山本健康保険課長 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

18ページをご覧ください。 

 議案第34号 児童福祉法等の一部を改正す

る法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府

令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴う

関係条例の整理に関する条例の制定について

上記の議案を別紙のとおり提出するものであ

ります。 

 改正文は、19ページ及び20ページですが、

改正内容について説明資料の８ページで説明

いたします。 

 １の改正理由は、児童福祉法等の一部を改

正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内

閣府令の整備等に関する内閣府令等による各

基準府令の改正に伴い、関係する３つの条例

について所要の改正を行うものであります。 

 ２の改正概要は、１つ目の条例、中能登町

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正では、まず、家庭

的保育事業者等、これは定員が20名未満など

の小規模な保育事業所で中能登町には該当は

ありませんが、その保育事業所の職員が児童

虐待を行った場合に、市町村長に通報するこ

とを義務づけることを規定するものです。 

 次に、家庭的保育事業者等において、母子

保健法において行われた乳幼児の健康診査の

内容が、保育所等の健康診断に相当すると認

められるときは、利用乳幼児に対する健康診

断とみなして、その全部又は一部を行わない

ことができる規定を追加するものです。 

 次に、国家戦略特別区域に限り認められて

いた地域限定保育士制度、これは登録した都

道府県のみで保育士として業務ができる地域

を限定した保育士免許で、登録後３年を経過

し、一定の勤務経験を積んだ場合、通常の保

育士資格となり、その都道府県以外でも勤務
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を行うことができるという保育士の人材確保

のための制度ですが、その制度の一般制度化

に伴い、保育士の配置が必要と規定がある条

項に地域限定保育士の文言を追加するもので

す。 

 ２つ目の条例、中能登町放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正では、放課後児童クラブに従

事している職員についても、虐待に関する通

報義務を規定するものです。 

 次に、放課後児童クラブにおいても、放課

後児童支援員の要件として、いずれかに該当

する者の一つとしている保育士の資格につい

て地域限定保育士を追加するものです。 

 ３つ目の条例、中能登町特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部改正では、特定教育・

保育施設、これは認定こども園等が該当しま

すが、その職員についても虐待に関する通報

義務を規定するものです。 

 ３の施行期日は、公布の日であります。 

 次のページ、９ページから13ページまで

は、新旧対照表を掲載しております。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第34号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第35号 中能登町行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例について説明

を求めます。 

 議案書は、21ページから25ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の21ページをご覧ください。 

 議案第35号 中能登町行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用に関する条

例の一部を改正する条例について上記の議案

を別紙のとおり提出するものであります。 

 議案書は、22ページから25ページまでです

が、説明資料の14ページで説明いたします。 

 まず、改正の理由ですが、地方公共団体情

報システムの標準化に伴い、住民登録外の者

の宛名番号管理機能が実装されることにより

改正するものであります。 

 改正の概要ですが、住民登録外の者の宛名

番号管理機能は、個人番号の独自利用事務に

該当するため、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律

第９条第２項に基づき、条例の定めが必要と

なります。 

 また、住民登録外の者の宛名番号管理機能

を用いて宛名番号を付番・管理することは、

他の事務処理の遂行を目的として行われるも

のであることから、当該機能の性質上、ほか

の事務との連携が必要となり、庁内連携につ

いても条例の定めが必要となります。 

 この条例の施行期日は、公布の日でありま

す。 

 説明資料の15ページから19ページまでは、

新旧対照表を掲載しております。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第35号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第36号 令和７年度中能登町一

般会計補正予算について説明を求めます。 

 議案書は、26ページから53ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 
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○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の26ページをご覧ください。 

 議案第36号 令和７年度中能登町一般会計

補正予算についてであります。 

 今回の補正予算では、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ、５億7,737万4,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ197億2,365万5,000円とするものであり

ます。 

 また、債務負担行為の追加については、第

２表債務負担行為補正によるものとし、地方

債の変更については、第３表地方債補正によ

るものとします。 

 続いて、31ページをご覧ください。 

 第２表債務負担行為補正であります。表の

一番上段の中能登町議会だより印刷製本業務

委託ほか59件については、期間を令和８年度

までとし、それぞれ限度額を設定するもので

あります。 

 続いて、35ページをご覧ください。 

 中段のところですけども、中能登町防災行

政無線（同報系）更新工事については、期間

を令和８年度から９年度までとし、限度額を

11億2,274万8,000円とするものであります。 

 続いて、38ページをご覧ください。 

 第３表地方債補正について、限度額の変更

を行うものであります。 

 まず、老朽ため池改修事業債では870万円

を1,320万円とし、450万円を追加するもので

あります。 

 次に、補助災害復旧事業債では２億4,180

万円を6,290万円とし、１億7,890万円を減額

するものです。 

 次に、児童福祉施設整備事業債では770万

円を4,150万円とし、3,380万円を追加するも

のであります。 

 続いて、41ページをご覧ください。 

 歳入につきまして主なものを申し上げま

す。 

 まず、第14款国庫支出金の災害復旧費国庫

負担金、公共土木施設災害復旧費負担金で１

億8,730万5,000円は、道路橋梁に係る災害復

旧費の国庫補助金で補助率のかさ上げによる

増額の補正を行うものであります。 

 次に、15款県支出金の総務費県補助金、能

登創造的復興支援交付金3,219万円は、対象

事業の追加及び事業費の変更に伴う変更交付

決定見込みにより、増額を行うものでありま

す。 

 次に、同じく15款県支出金の農林水産業費

県補助金の農業機械再取得等支援事業費補助

金１億640万円は、申請数が当初の想定を上

回る見込みとなり、補助金の予算を増額する

ものであります。 

 続いて、42ページをご覧ください。 

 第18款繰入金の財政調整基金繰入金7,385

万2,000円は、財源の調整を図るために必要

とする額を繰り入れるものであり、また減債

基金繰入金３億1,068万9,000円は、将来的な

償還費用の圧縮を図るために、起債元金の繰

上償還を行うものであります。 

 また、災害対策基金繰入金の1,627万円の

減額については、能登創造的復興支援交付金

への財源振替により、減額を行うものであり

ます。 

 21款の町債につきましては、先ほど地方債

補正で説明いたしましたので、ここでの説明

は省略をさせていただきます。 

 歳入の説明は以上であります。 

 続きまして引き続き、44ページをご覧くだ

さい。 

 歳出について説明いたします。 

 まず、２款１項１目一般管理費の給与費で

200万円の増額をお願いするものでありま

す。 

 これは、11月24日に石川県の原子力防災訓

練に合わせまして実施をしました町の防災一

斉訓練について、この日が祝日となったた

め、職員の出務を振替休日とすることができ

ず、時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手
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当として処理する必要があるため、所要額を

計上したものであります。 

 続いて、その下の一般管理事業では、

1,000万円の増額をお願いするものでありま

す。 

 積立金でふるさと応援基金1,000万円です

が、これは現在の寄附金の実績を踏まえて当

初予算からの増加する額を計上するものであ

ります。 

 続いて、その下ですけども、自治振興事業

では、金額の増減はありませんけども、地域

コミュニティ施設等再建支援事業の町の上乗

せ分が能登創造的復興支援交付金の対象とな

る見込みのため、基金繰入金から財源内訳の

変更を行うものであります。 

 次に、４目財産管理費の財産管理事業で31

万3,000円の増額をお願いするものでありま

す。 

 こちらは、施設修繕料の30万円ですが、こ

れは今後の見込みも含めまして、所管施設の

修繕費が不足することから増額するものであ

ります。 

 また、手数料の１万3,000円は、旧の鹿西

庁舎の電力の低圧化に伴いまして、電気工作

物の廃止手数料を計上するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、44ペ

ージ中段をお願いいたします。 

 ６目企画費の２事業、企画総務費で522万

5,000円の増額補正をお願いするものです。 

 内訳といたしましては、まず、１節の３非

常勤職員報酬で24万円です。こちらは、現在

策定しております次期総合計画に係ります審

議会の開催に伴う審議員の報酬で、6,000円

掛ける20人の２回分として、24万円です。当

初予算では評価分も含め３回分を計上してお

りましたが、計画の策定過程において審議会

の回数を増やすこととしたため、残り２回の

不足分を計上するものです。 

 次に、７節の３報償品の250万円、11節の

１通信運搬費の40万円、12節委託料の業務委

託148万5,000円は、歳入でふるさと応援寄附

金を1,000万円増額したことによる、ふるさ

と納税の返礼品に係る支出を計上するもので

す。 

 次に、18節の３交付金の60万円は能登空港

利用促進助成金において、今年度のこれまで

の実績などを参考に、最終見込額を240万円

と想定し、当初予算額180万円との不足分60

万円を計上するものです。 

 続きまして、その下の段４事業、駅施設管

理費で４万5,000円の増額補正をお願いする

ものです。 

 内容といたしましては、12節委託料の施設

管理で、シルバー人材センターへの４駅のト

イレ清掃に係る委託料におきまして最低賃金

の改定に伴う不足分を計上するものでありま

す。 

 続きまして、その下の段９事業、公共交通

事業で43万6,000円の増額補正をお願いする

ものです。 

 内容といたしましては、10節の６備品修繕

料で、現在、運行している２台のコミュニテ

ィバスの毎月の定期点検において経年劣化に

より、サスペンションに細かいひび割れが生

じ、フロントベローズがエアー漏れを起こし

ていることが判明しましたので、その部品交

換を行うものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 横井参事兼総務課

長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 続きまして、45

ページをご覧ください。 

 ８目石川県復興基金事業費の地域コミュニ

ティ施設等再建支援事業で2,180万円の増額

をお願いするものであります。 

 補助金で地域コミュニティ施設等再建支援
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事業750万円は、これまでの申請実績から今

後の予算が不足する見込みのため、今年度の

所要見込額を追加計上するものであります。

その下ですけれども、国県等返還金1,430万

円につきましては、令和６年度の実績に基づ

きまして、超過交付となりました事業費につ

いて返還をするものであります。 

 次に、その下ですけれども、２款４項６目

県知事選挙費で５万8,000円の減額でありま

す。 

 こちらにつきましては、選挙の際に入場券

の作成を行いますけれども、従来は町で印刷

して作成をしておりましたが、今後標準化シ

ステムへの移行に伴いまして、業者で一括し

て作成することとなったため、所要額の増減

を図るものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、45ペ

ージ下段をお願いいたします。 

 ５項２目16事業の国勢調査費で13万9,000

円の増額補正をお願いするものです。財源

は、100％の県委託金であります。 

 内容といたしましては、１節の３非常勤職

員報酬で、今年10月１日に実施しました国勢

調査における今後の調査方法等の検討を目的

に、調査員及び指導員への報告会を開催する

市町の割当てがあり、今回、当町で報告会を

開催することとなりましたので、指導員５名

分と調査員10名分の報酬を計上するもので

す。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 横井参事兼総務課

長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 続きまして、46

ページをご覧ください。 

 ２款７項１目災害対策費で200万円の増額

をお願いするものであります。 

 これは、補助金、民間建立慰霊碑等再建支

援事業で200万円ですけれども、能登半島地

震で被災をしました慰霊碑について地区で管

理しているものは地域コミュニティ施設等再

建支援事業で対応することができますが、遺

族会等などで管理をしている忠魂碑につきま

しては対象外となることから、その再建の支

援を行うための事業であります。 

 内容につきましては、遺族会などが管理す

る忠魂碑を修復する際には、要する経費の３

分の２、上限を100万円まで補助するもので

ありまして、今回２件分を計上するものであ

ります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 辻口住民窓口課長 

  〔辻口 要住民窓口課長登壇〕 

○辻口 要住民窓口課長 それでは、同じく

議案書46ページをお願いいたします。上段２

列目になります。 

 ７項３目事業名は、能登創生住まい支援金

交付事業になります。 

 予算額の増減はありませんが、歳入の補正

に伴い、災害対策基金繰入金を減額し、能登

創造的復興支援交付金を増額する財源充当の

組替えを行うものです。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 田畠長寿福祉課長 

  〔田畠洋子長寿福祉課長登壇〕 

○田畠洋子長寿福祉課長 続いて、３款１項

１目民生費、社会福祉総務費の事業名２社会

福祉事業で39万3,000円の増額をお願いする

ものです。 

 これは、国県等返還金で令和６年度ひきこ

もり支援推進事業及び被災者見守り相談支援

事業などについて事業の確定に伴う国補助金

の返還分であります。 

 続いて、２目障害者福祉費の事業名４障害

者等自立支援給付事業で1,554万8,000円の増

額をお願いするものです。 

 増額の理由は、19節扶助費1,502万6,000円
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につきましては、障害福祉サービスの各給付

費の実績見込みが当初予算を超えるものが多

く、不足する額を計上するものであります。 

 また、22－５国県等返還金52万2,000円に

つきましては、令和６年度障害児入所給付費

等国庫負担金の確定に伴う返還分でありま

す。 

 続いて、事業名５障害者医療費事業で53万

9,000円の増額をお願いするものです。 

 これは、22－５国県等返還金で令和６年度

障害者医療費事業国庫負担金の確定に伴う返

還分であります。 

 続いて、３目老人福祉費の事業名２老人福

祉事務事業で107万4,000円の増額をお願いす

るものです。 

 これは、介護保険特別会計においてシステ

ム改修に必要な額を補正予算として計上して

いますが、その事務費繰出金として介護保険

特別会計へ繰り出すものであります。 

 続いて、事業名４老人ホーム入所措置事業

で87万5,000円の増額をお願いするもので

す。 

 19節扶助費の老人保護措置費は、環境上や

経済的な理由により、在宅生活が困難な方を

養護老人ホームへ入所措置する経費で、入所

者が年度当初は５名でしたが、年度途中で１

名増えたことや事務費の改定により不足する

額を計上しました。 

 なお、財源内訳の分担金及び負担金53万

5,000円は、入所者の個人負担金でありま

す。 

 続いて、事業名６老人福祉施設費で96万円

の増額をお願いするものです。 

 これは、在宅複合施設「ほのぼの」の、シ

ョートステイにあるエアハンドリングユニッ

トの三方弁の修繕によるものです。ほのぼの

の空調は、冷温水機で冷温風が作られ、三方

弁、これは冷暖房の吹き出し温度などの制御

を行うものですが、この三方弁を経由して、

冷温風を送る機械であるエアハンドリングユ

ニットから居室に風が送られます。今回、こ

の三方弁が経年劣化で故障したため修繕する

ものであります。 

 なお、現在はメンテナンス用の経路で温風

を送ることができており、暖房において特段

の支障はございません。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明の途中です

が、ここで11時５分まで休憩をいたします。 

           午前10時56分 休憩 

 

           午前11時05分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

47ページ、上段をご覧ください。 

 第３款２項１目、事業名３児童手当等支給

事業で22節の５国県等返還金１万3,000円の

増額補正をお願いするものであります。 

 内容は、児童手当等交付金の実績額精算に

よる超過交付分を返還するものです。 

 次に、その下、２目、事業名２保育園運営

費で14節工事請負費3,388万円の増額補正を

お願いするものです 

 内容は、町立保育園の遊戯室の空調設備設

置工事費です。町立保育園の５園の空調設備

の設置状況は、さくら保育園が建設時に設置

済みで、残りの４園のうち、令和８年度末に

統廃合計画があるたんぽぽ保育園を除いた３

園への空調設備の設置費用です。 

 たんぽぽ保育園につきましては、廃止まで

の１年間は、レンタル空調機等で対応できな

いか検討中で、当初予算での予算計上対応を

予定しています。 

 保育園ごとの設置予算額は、つくし保育園

が空調設備６台で1,309万円、あおば保育園

が空調設備６台で1,125万3,000円、こすもす

保育園が空調設備５台で953万7,000円で、３
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つの保育園の設置工事費用の合計額が3,388

万円となります。 

 財源につきましては、保育園は指定避難所

になっておりますので、起債の緊急防災・減

災事業債が活用でき、この起債は、充当率

100％、交付税算入率70％の有利な起債で、

一般財源の負担は、実質３割程度となりま

す。 

 冷房が使用される時期であります６月の設

置完了に間に合わせるために、今回12月定例

会議の補正予算に計上し、２月までに入札を

執行し、事業を開始する予定です。 

 次に、22節の５国県等返還金12万2,000円

の増額補正をお願いするものです。 

 内容は、私立こども園等への給付費等補助

金事業に係る実績額精算による超過交付分の

返還です。 

 次に、その下、４目、事業名１学童保育事

業で17節備品購入費14万2,000円の増額補正

をお願いするものです。 

 内容は、ろくせい放課後児童クラブの冷蔵

庫が老朽化により冷却機能が故障し、児童の

飲料やおやつ等を衛生的に管理できる機能を

維持できなくなったため、同等の冷蔵庫を購

入する費用です。 

 児童の食の安全上、速やかな購入が必要と

判断し、同一目内で一時流用し、既に購入済

みですが、今回の議会で補正予算を計上し、

議決後に流用を戻します。 

 次に、下段、第４款１項２目予防費、事業

名１感染症予防事業で、22節の５国県等返還

金10万4,000円の増額補正をお願いするもの

です。 

 内容は、予防接種法に基づく令和６年度の

風疹の追加的対策事業に係る補助金の実績額

精算による超過交付分を返還するものです。 

 次に、その下、事業名３新型コロナウイル

スワクチン接種事業で22節の５国県等返還金

11万5,000円の増額補正をお願いするもので

す。 

 内容は、予防接種法に基づき令和５年度に

実施し、令和６年度に支出処理をしました新

型コロナウイルスワクチン接種に係る補助金

の実績額精算による超過交付分を返還するも

のです。 

 次に、一番下の４目母子保健費、事業名１

母子保健事業で、８節の１費用弁償１万

5,000円の増額補正をお願いするものです。 

 内容は、乳幼児健診・相談事業に従事す

る、町外から依頼している看護師、歯科衛生

士等の旅費が不足するため、不足分を増額補

正するものです。 

 次に、22節の５国県等返還金31万5,000円

の増額補正をお願いするものです。 

 内容は、虫歯予防のためのフッ化物による

歯科口腔保健の推進に係る補助金事業の実績

額精算による超過交付分を返還するもので

す。 

 次に、48ページの上段、同じく母子保健費

で事業名２妊婦のための支援給付事業で22節

の５国県等返還金15万3,000円の増額補正を

お願いするものです。 

 内容は、妊娠届出時と出生２か月後に訪問

面談をして状況を把握する伴走型相談支援事

業に係る費用の実績額精算による超過交付分

を返還するものです。 

 次に、その下、６目保健事業費、事業名１

保健事業で22節の５国県等返還金1,000円の

増額補正をお願いするものです。 

 内容は、新たなステージに入ったがん検診

の総合支援事業費等国庫補助金で、がん検診

受診率向上推進事業に係る補助金の実績額精

算による超過交付分を返還するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 田中参事兼生活環 

境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 続いて、48

ページ中段をお願いいたします。 

 ２項１目１事業、環境衛生事業費18の１節
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負担金23万1,000円につきましては、ななか

リサイクルセンターのごみ処理施設に係る職

員人件費の増額に伴うものでございます。 

 続いて、その下、２事業、災害廃棄物等処

理事業の18万7,000円の増額につきまして

は、公費解体に係る各種案内手続の送付件数

増によるものでございます。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、48ペ

ージ下段をお願いいたします。 

 ５款１項１目１事業の労働費で110万円の

増額補正をお願いするものです。 

 内容といたしましては、18節の２補助金の

雇用促進助成金において今年度に雇用開始届

が提出されています８事業所のうち、今後、

申請が見込まれる３事業所分７名で110万円

の不足が見込まれるため、計上するもので

す。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 前田農林課長 

  〔前田吉光農林課長登壇〕 

○前田吉光農林課長 49ページをお願いいた

します。 

 第６款農林水産業費１項２目、事業名１地

域農政推進対策事業費では６万7,000円を増

額補正するものであります。 

 18節の２補助金で農業機械施設整備支援事

業として６万7,000円を増額するものであり

ます。 

 ６月補正でルビーロマンの生産拡大を図る

農業者の暖房設備に対する町補助分を２万

1,000円補正しましたが、補助金が県から町

を経由してＪＡへ支払うこととなったため、

今回、県補助分６万7,000円を計上するもの

であります。 

 続いて、事業名２農業機械再取得等支援事

業費では18節の２補助金で１億3,680万円を

増額するものであります。 

 この農業機械再取得等支援事業は、地震に

より被災した農業者の早期の営農再開を図る

ために農産物の生産・加工に必要な施設・機

械の再建等の支援を緊急的に実施するもので

あります。令和６年度から実施しており、今

回、申請数が増えたため追加で計上するもの

であります。 

 続いて、３目農業総務費では、下水道事業

会計への補助金として４万円を増額補正する

ものであります。 

 続いて、４目農業振興費では352万5,000円

を増額補正するものであります。 

 11節４細節保険料では、緊急銃猟補償保険

料として３万円を計上するものであります。 

 12節委託料では、事業費配分変更に伴い３

万円を減額するものであります。 

 18節の２補助金で水利施設管理強化事業補

助金として112万5,000円を増額するものであ

ります。 

 この事業につきましては、渇水・高温対策

に係る費用の一部が国の補助対象メニューに

追加となったものであり、対象となる８月１

日以降のポンプ等の調達、設置、運転経費及

び水管理に係る人件費であります。 

 補助率につきましては、国50％に町分25％

を上乗せし75％とし、事業費として５か所

112万5,000円を計上するものであります。 

 続いて、同じく補助金、中能登町渇水対策

支援事業では240万円を増額するものであり

ます。 

 この事業につきましては、高温少雨による

干ばつ被害を未然に防止するため、農業用水

の確保に要した費用の一部を支援するもので

あります。 

 対象としましては、地区、生産組合、水利

組合とし、対象経費としまして、１つ目が農

業用水確保に要した電気料で、令和７年７月

から９月のうち、いずれか１か月分を過去３

年同月の平均使用料を差し引いた額の２分の

１を補助するものです。 
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 また、２つ目としまして、先ほどの国の補

助事業の対象とならない７月中の渇水対策に

要した費用の２分の１を対象とするものでご

ざいます。 

 事業費といたしましては、１か所当たりを

６万円とし、80か所分の２分の１、240万円

を計上するものであります。 

 続いて、７目農地費、事業名３県営土地改

良事業では1,743万7,000円を増額補正するも

のであります。 

 18節の１負担金で事業費決定により町負担

金分を変更するものであります。 

 県営ほ場整備事業では1,248万7,000円の増

額、県営老朽ため池整備事業では495万の増

額をするものであります。 

 続いて、８目国土調査費では、こちらにつ

きましては、財源内訳の変更によるものでご

ざいます。 

 続いて、50ページをお願いいたします。 

 ２項２目林業振興費では、予算の組替えを

するものであります。 

 18節の２補助金で中能登町県産材利用促進

事業費補助金として20万円を増額するもので

あります。 

 金丸地区におきまして公費解体後に県産材

を利用した新築住宅の建設がありました。町

の補助金の交付要綱を満たすことから、今回

計上するものでございます。 

 12節の委託料につきましては、事業費配分

変更に伴い20万円を減額するものでありま

す。 

 説明は以上となります。 

○議長（南 昭榮議員） 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 続きまして、50ペ

ージ中段をお願いいたします。 

 ７款１項１目２事業の商工振興事業費で

686万7,000円の増額補正をお願いするもので

す。 

 内容といたしましては、18節の２補助金の

創業支援で今年度の制度改正による９件の創

業者の初年度不足分261万7,000円と限度額

150万円の２件及び125万円１件を見込んだも

のを計上するものです。 

 なお、この事業の財源は、県の能登創造的

復興支援交付金と災害対策基金繰入金を充当

するものであります。 

 次に、その下の段の３事業の緊急経済対策

費です。 

 こちらは、補正額はございませんが、事業

の財源の一部を災害対策基金繰入金から能登

創造的復興支援交付金に組替えを行うもので

あります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 藤岡土木建設課長 

  〔藤岡桂一土木建設課長登壇〕 

○藤岡桂一土木建設課長 それでは、議案書

50ページ下段をお願いします。 

 ８款土木費１項１目、事業名２土木総務費

で186万円の増額をお願いするものでありま

す。 

 内訳は、18の２節補助金で下水道事業会計

へ補助金を支出するもので下水道事業会計の

収支均衡を図るものであります。 

 続きまして、その下２目、事業名６住まい

再建・転居費用支援事業で100万円の増額を

お願いするものであります。 

 この事業は、住居が被災したことにより、

応急的な住まいでの生活を余儀なくされた方

が、県内の住まいに住み替える場合に、転居

に要する費用を支援するものであります。 

 内訳は、18の２節補助金で住まい再建・転

居費用支援事業費の不足によるもので、現在

の建築確認申請受付件数で今後新築等による

退去世帯が見込まれるため、現予算と合わせ

て10世帯分100万円の増額をお願いするもの

であります。 

 続きまして、51ページ上段をお願いしま

す。 

 ４項２目、事業名１住宅・建築物耐震改修
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等促進事業で500万円の増額をお願いするも

のであります。 

 この事業は新規の事業で、地震により倒壊

するリスクがある住宅から居住者の生命を守

るため、住宅内に一部屋分の耐震シェルター

を設置するために要する費用を補助するもの

であります。 

 内訳は、18の２節補助金で耐震シェルター

設置補助事業で上限額100万円の５件分を計

上するものであります。 

 なお、この事業につきましては、12月８日

に開催されます総務建設常任委員会にて協議

をしていただく予定となっております。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 清酒危機管理課長 

  〔清酒秀樹危機管理課長登壇〕 

○清酒秀樹危機管理課長 続いて、51ページ

中段をお願いいたします。 

 ９款消防費１項３目１事業、防災対策費

で、補正の増減はありませんが、財源内訳の

組替えを行うものであります。 

 これは、９月補正予算に計上した町災害対

応タイムライン作成業務及びコミュニティタ

イムライン作成支援業務に係るもので、財源

として能登創造的復興支援交付金事業補助率

３分の２を充当いたしますが、残りの３分の

１については、災害対策基金を繰り入れる予

定としておりましたが、特別交付税の対象と

なる見込みとなりましたので、一般財源に組

み替えするものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 木幡学校教育課長 

  〔木幡嘉広学校教育課長登壇〕 

○木幡嘉広学校教育課長 続きまして、51ペ

ージ中段をお願いいたします。 

 10款１項２目、事業名２の学校教育事務局

費で437万1,000円の減額をお願いするもので

あります。 

 先に減額分として、13使用料及び賃借料で

546万7,000円の減額ですが、これは校務用パ

ソコンの入替えに伴う決算見込みによるもの

であります。 

 それから増額分として、10－１消耗品費の

80万円はスクールバス関連のタイヤ、バッテ

リー交換に係る費用を増額したもので、10－

２燃料費の29万6,000円は運行経路の追加に

より、不足が見込まれることから増額をお願

いするものであります。 

 次に、その下、事業名３の旧学校施設管理

費で14工事請負費として30万円の増額をお願

いするものであります。 

 これは、旧久江小学校のキュービクルへの

引込み用の高圧ケーブル更新に係る費用を計

上したものであります。 

 次に、その下、２項１目、事業名２の小学

校管理費で12委託料、業務委託として26万

4,000円の増額をお願いするものでありま

す。 

 これは鹿島小学校の一部教室におきまして

エアコンの温度調節機能の調子がよくないこ

とから、ガス漏れの可能性並びに修繕箇所の

有無等、原因を究明するために調査を行うも

のです。 

 次に、51ページ下段から52ページにかけて

になりますが、３項１目、事業名１の中学校

管理費で153万7,000円の増額をお願いするも

のであります。 

 10－７施設修繕料37万4,000円は、中能登

中学校の外部にあります電柱に取り付けして

ある機器類の接地抵抗値が法定値を超えてい

るため、これを是正するためのものでありま

す。 

 それから、電気室内のシール部分に一部剥

落している箇所があることから、これを修復

するものであります。 

 12委託料、施設管理費36万3,000円は、学

校開放事業における中学校体育館の管理委託

をシルバー人材センターに委託しており、最

低賃金の改定に伴い不足分を計上したもので

あります。 



－19－ 

 18の２補助金、部活動大会参加者交通費等

補助金の80万円は、吹奏楽部の中部日本吹奏

楽コンクール出場や男子駅伝の北信越大会出

場により予算不足となることから、計上する

ものであります。 

 説明は以上となります。 

○議長（南 昭榮議員） 笹谷生涯学習課長 

  〔笹谷 学生涯学習課長登壇〕 

○笹谷 学生涯学習課長 それでは、52ペー

ジ中段をお願いいたします。 

 ４項社会教育費１目、事業名２社会教育活

動推進事業費で20万4,000円の増額をお願い

するものあります。 

 内容は22－５国県等返還金で、これは児童

館等で実施するレクリエーション教室やおは

なし会に係る経費を計上している放課後等学

習支援・体験活動推進事業で、補助金が確定

したことにより、国県へ補助金を返還金する

ものであります。 

 次に、４目、事業名２生涯学習センター管

理運営事業で30万8,000円の増額をお願いす

るものであります。 

 内容は12委託料、施設管理で、これはま

ず、シルバー人材センターの単価が10月から

引き上げられたことにより、ラピア鹿島の日

直業務等の施設管理の経費を10万8,000円増

額、また、ラピア鹿島の楽屋トイレが詰まり

水が流れないことから、排水管洗浄と調査業

務を行う経費として20万円を増額するもので

あります。 

 次に、事業名３ふるさと創修館等費で106

万4,000円の増額をお願いするものでありま

す。 

 内容はまず、12委託料、施設管理で10万

7,000円の増額、これはシルバー人材センタ

ーの単価が引き上げられたことにより、ふる

さと創修館の日直業務等の施設管理の経費を

増額するものであります。 

 次に、14工事請負費で95万7,000円の増

額、これは創修館の収蔵庫の空調が故障した

ことにより、空調の取替え工事を行う経費を

増額するものであります。 

 次に、５目、事業名３文化財管理運営費で

21万円の増額をお願いするものであります。 

 内容は、12委託料、施設管理で、これはシ

ルバー人材センターの単価が引き上げられた

ことにより、雨の宮王墓の館、石動山資料館

等の施設管理の経費を増額するものでありま

す。 

 次に、53ページをお願いいたします。 

 １目、事業名２体育施設維持管理事業で

162万9,000円の増額をお願いするものであり

ます。 

 内容はまず、12委託料、施設管理で37万

5,000円の増額、これはシルバー人材センタ

ーの単価が引き上げられたことにより鹿島体

育センターや運動公園等の施設管理の経費を

増額するものであります。 

 次に、14工事請負費で125万4,000円の増

額、これは鳥屋体育館２階多目的スペースの

天井改修に係る実施設計を６月補正で計上し

ましたが、アスベストの調査及び実施設計が

完了したことから、天井改修工事を行う経費

を増額するものであります。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 木幡学校教育課長 

  〔木幡嘉広学校教育課長登壇〕 

○木幡嘉広学校教育課長 引き続き53ページ

になります。 

 10款５項２目、事業名２学校給食管理費の

17備品購入費で1,500万円の減額をお願いす

るものであります。 

 これは、給食配送車更新のため、当初予算

にて環境に配慮した電気自動車ＥＶトラック

１台分の経費を計上したものですが、試乗車

を用いまして各小学校の搬入口の検証を行っ

たところ、荷室の大きさなどの検討など、調

整すべき点があったことから、今年度計上し

た経費を減額し、令和８年度当初予算に計上

することとしたものであります。 
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 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 藤岡土木建設課長 

  〔藤岡桂一土木建設課長登壇〕 

○藤岡桂一土木建設課長 それでは、議案書

53ページ中段をお願いします。 

 11款２項１目、事業名１公共土木施設災害

復旧事業費で839万3,000円の増額をお願いす

るものであります。 

 この事業は、能登半島地震により被災した

土木施設を復旧する事業で、国より認可を受

けた箇所が対象となります。今回、復旧工事

を実施するに当たり、工法検討のためボーリ

ング調査、工損調査及び詳細設計業務が追加

で認められたため計上するものであります。 

 内訳は、12節委託料で補助災害分として

839万3,000円の増額をお願いするものであり

ます。 

 説明は以上になります。 

○議長（南 昭榮議員） 笹谷生涯学習課長 

  〔笹谷 学生涯学習課長登壇〕 

○笹谷 学生涯学習課長 それでは、53ペー

ジ中段をお願いいたします。 

 ４項文教施設災害復旧費２目、事業名１社

会教育施設災害復旧事業費で83万6,000円の

増額をお願いするものであります。 

 内容は、12委託料、工事設計等で、これは

令和６年能登半島地震により、古墳公園とり

やの川田大池の提体、ボート乗り場の階段等

に亀裂が生じましたので、これを復旧するた

めの工事に係る測量設計の経費を増額するも

のであります。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 横井参事兼総務課

長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、53ペ

ージの一番下段をご覧ください。 

 12款１項１目元金の償還元金で３億1,173

万7,000円の増額をお願いするものでありま

す。 

 これは、地方債の償還元金につきまして、

繰上償還を行うため、所要額を計上するもの

であります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第37号 

令和７年度中能登町後期高齢者医療特別会計

補正予算について説明を求めます。 

 議案書は、54ページから60ページとなりま

す。 

 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

54ページをご覧ください。 

 議案第37号 令和７年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算であります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ1,006万6,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億4,835万

6,000円とするものであります。 

 59ページをご覧ください。歳入です。 

 第１款１項１目特別徴収保険料で1,191万

1,000円の減額補正、２目普通徴収保険料で

2,115万7,000円の増額補正で、差引き保険料

として924万6,000円の増額補正となります。 

 また、第４款１項１目繰越金で前年度の繰

越金82万円を増額補正するものであります。 

 次に、60ページをご覧ください。歳出で

す。 

 第２款１項１目、事業名１後期高齢者医療

広域連合納付金で18節の１保険料負担金

1,006万6,000円の増額補正をお願いするもの

です。 

 内容は、医療給付費に充当するために町が

徴収した保険料を石川県後期高齢者医療広域

連合へ納付するもので、歳入補正の合計額

1,006万6,000円を充当します。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第38号 

令和７年度中能登町介護保険特別会計補正予

算について説明を求めます。 
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 議案書は、61ページから68ページとなりま

す。 

 田畠長寿福祉課長 

  〔田畠洋子長寿福祉課長登壇〕 

○田畠洋子長寿福祉課長 それでは、議案書

の61ページをご覧ください。 

 議案第38号 令和７年度中能登町介護保険

特別会計補正予算であります。 

 今回の補正予算では、歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ824万5,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億

5,269万4,000円とするものであります。 

 また、債務負担行為の追加については、第

２表債務負担行為補正によるものとします。 

 続いて、64ページをご覧ください。 

 第２表債務負担行為補正であります。 

 高齢者みまもりコール事業については、期

間を令和８年度とし、限度額を160万円、次

に、徘徊高齢者等家族支援サービス事業につ

いては、期間を令和８年度とし、限度額を15

万円とするものであります。 

 続いて、67ページをご覧ください。歳入で

す。 

 初めに、２款２項４目介護保険事業費補助

金で107万1,000円の増額です。 

 これは、この後説明いたしますが、歳出の

補正予算に計上しました介護報酬の改定など

に係るシステム改修についての国庫補助金を

受け入れるものであります。 

 続いて、６款１項５目事務費繰入金で107

万4,000円の増額です。 

 これは、今ほどシステム改修について、そ

の財源として国庫補助金を受け入れると申し

ましたが、残りについて一般会計から繰り入

れるものであります。 

 続いて、２項１目介護給付費準備基金繰入

金610万円の増額は、収支の均衡を保つため

介護保険の基金から繰り入れるものでありま

す。 

 続いて、68ページをご覧ください。歳出で

す。 

 初めに、１款１項１目、事業名１一般管理

費で214万5,000円の増額です。 

 これは、先ほども申しました介護報酬の改

定などに係るシステム改修を行う必要がある

ため、所要額を計上するものであります。 

 続いて、３款１項１目、事業名１介護予

防・生活支援サービス事業費で530万円の増

額です。 

 これは、18－１負担金の訪問・通所介護相

当サービス費と介護予防ケアマネジメント費

について、それぞれ給付実績見込みに基づ

き、過不足する額を見込み、それぞれ所要額

を計上するものであります。 

 続いて、２目、事業名２一般介護予防事業

費で80万円の増額です。 

 ７－３報償品80万円には、令和７年度の新

規事業である介護予防ポイント事業、これ

は、高齢者の主体的な健康づくりや介護予防

の取組を促進するために、地域の介護予防事

業である地域つながりサロンや百歳体操、シ

ルバーリハビリ体操などに参加することでポ

イントを付与し、たまったポイントで商品券

に交換できるもので、その商品券分になりま

す。 

 今回の補正では、介護予防事業に参加し、

ポイント事業の利用実績見込みに基づき、所

要額を計上するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第39号 

令和７年度中能登町国民健康保険特別会計補

正予算について説明を求めます。 

 議案書は、69ページから76ページとなりま

す。 

 山本健康保険課長 

  〔山本 貴健康保険課長登壇〕 

○山本 貴健康保険課長 それでは、議案書

69ページをご覧ください。 

 議案第39号 令和７年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算です。 
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 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ6,496万3,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ20億1,407万円

とするものであります。 

 74ページをご覧ください。歳入です。 

 第３款２項10目１節子ども・子育て支援事

業費補助金88万円は、歳出で説明するシステ

ム改修に係る補助金です。 

 第５款１項１目１節普通交付金1,143万

6,000円は、歳出の療養費、高額療養費に係

る県支出金です。 

 第７款２項１目１節基金繰入金4,403万

2,000円は、財源を調整するために財政調整

基金から繰り入れるものです。 

 第９款３項雑入につきましては、第三者納

付金等の各種雑入です。 

 次に、75ページをご覧ください。歳出で

す。 

 第１款１項１目、事業名１一般管理費で12

節委託料88万円の増額補正をお願いするもの

です。 

 内容は、令和８年度から、各加入医療保険

から子ども・子育て支援金の徴収が開始され

ることに伴い、システムの改修が必要となり

ますので、その改修費用であります。歳入で

同額の国庫補助があります。 

 次に、第２款１項３目、事業名１一般被保

険者療養費で、18節の１負担金、療養費15万

8,000円の増額をお願いするものです。 

 内容は、療養費の上半期の実績額に基づ

き、年間支払い額の見込みを算出し、不足す

ると推計した額を増額補正するものです。 

 次に、第２款２項１目、事業名１一般被保

険者高額療養費で、18節の１負担金、高額療

養費1,127万8,000円の増額補正をお願いする

ものです。 

 内容は、高額療養費について今年度の上半

期の給付実績に基づき、年間支払い見込額を

算出し、不足すると推計した額を増額補正す

るものです。 

 次に、第８款１項１目、事業名１一般被保

険者保険税還付金で22節の４還付金170万円

の増額補正をお願いするものです。 

 内容は、能登半島地震による国民健康保険

税の減免措置による令和５年度、令和６年度

分の保険税の還付です。被災住家の被害認定

で半壊から大規模半壊と認定され、保険税が

半額減免となった方が、公費解体した場合、

公費解体に伴い、みなし全壊となり、遡って

保険税が全額免除となりますので、不足する

分の還付金の増額補正となります。 

 次に、３目、事業名１償還金で22節の５国

県等返還金5,094万7,000円の増額補正をお願

いするものです。 

 内容は、令和６年度事業で受けた交付金の

精算による返還金で、地震関連の交付金につ

いて、国、県の交付金の仕組みにより、２重

交付となった分を返還するもので、交付金の

仕組み上、県内全市町で還付金が発生したも

のです。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第40号 

令和７年度中能登町ケーブルテレビ事業特別

会計補正予算について説明を求めます。 

 議案書は、77ページから78ページとなりま

す。 

 岩田企画情報課長 

  〔岩田 正企画情報課長登壇〕 

○岩田 正企画情報課長 それでは、議案書

77ページをお願いいたします。 

 議案第40号 令和７年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算になります。 

 令和７年度のケーブルテレビ事業特別会計

補正予算は、次に定めるところによるもので

す。 

 第１条債務負担行為の追加は、第１表債務

負担行為補正によるものです。 

 次に、議案書78ページをお願いいたしま

す。 

 第１表債務負担行為補正として、まずＣＡ
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ＴＶ施設運営及び維持管理（その１）につい

ては、期間を令和８年度とし、限度額を

2,602万6,000円とするものであります。 

 次に、ＣＡＴＶ施設運営及び維持管理（そ

の２）については、期間を令和８年度とし、

限度額を1,629万4,000円とするものでありま

す。 

 次に、文字放送システム保守については、

期間を令和８年度とし、限度額を38万円とす

るものであります。 

 最後に、令和８年度中能登町多チャンネル

再送信等にかかる光ファイバ及びヘッドエン

ド等の機器賃貸借料につきましては、期間を

令和８年度とし、限度額を1,084万9,000円と

するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第41号 

令和７年度中能登町水道事業会計補正予算に

ついて説明を求めます。 

 議案書は、79ページから81ページとなりま

す。 

 田中参事兼生活環境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

79ページをお願いいたします。 

 議案第41号 令和７年度中能登町水道事業

会計の補正予算であります。 

 第２条、予算書第３条収益的支出の予定額

を次のとおり補正するものでございます。 

 第１款第２項営業外費用で80万円を増額補

正するものでございます。 

 続きまして、第３条債務負担行為の追加で

ございます。 

 予算書第８条の次に、次の１条を加えるも

ので、第９条、債務負担をすることができる

事項、期間及び限度額は、次のとおり定める

ものでございます。 

 まず、上水道施設維持管理業務委託は、こ

れは春木、在江浄水場など、28施設及び主要

機器80基の維持管理に係るもので、限度額を

1,254万円の設定であります。 

 続いて、水質検査業務は、これは水道法に

定められた検査に加え、硬度成分の費用で限

度額は490万円の設定でございます。 

 次に、企業会計システム保守業務委託で

は、限度額を34万6,000円で設定をしており

ます。 

 期間については、いずれも令和８年度とす

るものでございます。 

 続いて、81ページをお願いいたします。 

 収益的支出の第１款２項２目企業債利息80

万円の増額補正につきましては、令和７年度

当初予算編成時に令和６年度災害復旧費の借

入額が未確定であったため、今回増額をお願

いするものでございます。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第42号 

令和７年度中能登町下水道事業会計補正予算

について説明を求めます。 

 議案書は、82ページから84ページとなりま

す。 

 田中参事兼生活環境課長 

○田中 智参事兼生活環境課長 それでは、

議案書82ページをお願いいたします。 

 議案第42号 令和７年度中能登町下水道事

業会計補正予算でございます。 

 第２条、予算書第３条収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正するものでござい

ます。 

 収入の第１款第２項営業外費用並びにその

下の支出の第１款第２項営業外費用でそれぞ

れ190万円を増額するものでございます。 

 第３条では、他会計からの補助金を190万

円増額いたしまして、６億3,005万6,000円に

改めるものでございます。 

 続いて、84ページをお願いいたします。 

 収益的収入１款２項３目他会計補助金190

万円は、これは一般会計からの基準外繰入で

ございます。 

 次に、収益的支出の１款２項１目企業債利
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息190万円の増額補正につきましては、これ

も令和７年度当初予算編成時に令和６年度災

害復旧費の借入額が未確定であったため、今

回補正をお願いするものでございます。 

 説明は以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第43号 

小字の区域の変更について説明を求めます。 

 議案書は、85ページから86ページとなりま

す。 

 横井参事兼総務課長 

  〔横井正之参事兼総務課長登壇〕 

○横井正之参事兼総務課長 それでは、議案

書の85ページをご覧ください。 

 議案第43号 小字の区域の変更について地

方自治法第260条第１項の規定により、別紙

のとおり小字の区域及び名称を変更すること

について、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 議案書は、86ページですが、説明資料の34

ページ及び35ページで説明をいたします。 

 今回、この場所につきましては、34ページ

の赤枠で囲まれた新庄地内の田んぼであり、

これは農村総合整備事業（条件改善型）にお

いて整備されたものでありますが、今回、１

つの農地に２つの小字が存在していることか

ら、新庄の乙42及び117を、新庄の七に編入

し、小字の区域の変更を行うものでありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。議案第43号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 以上で議案の説明及び質疑を終結します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（南 昭榮議員） 日程第３ 常任委

員会付託 

 ただいま議題となっております議案第31号

から議案第43号まで、請願第３号から請願第

５号につきましては、会議規則第35条第１項

の規定により、お手元に配付しております委

員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委

員会に付託いたします。 

 

 ◎散   会 

○議長（南 昭榮議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時58分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） 改めて、おはよう

ございます。座らせてもらいます。 

 12番 坂井幸雄議員から、自宅療養のため

欠席届が提出されていますので、ご報告いた

します。 

 ただいまの出席議員数は11名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（南 昭榮議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は答弁を含め60

分以内であります。質問回数は、質問事項ご

とに、３回までとなっております。また、通

告以外の関連質問は控えるようお願いいたし

ます。 

 以上を踏まえ、執行部におかれましては、

簡潔・明瞭で的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ７番 尾田良一議員 

  〔７番（尾田良一議員）登壇〕 

○７番（尾田良一議員） ７番、尾田です。

一般質問を始めさせていただきます。 

 まず、質問事項第１、日本は社会全体の幼

児化減少が進行しているのではないか。それ

に関連して質問いたします。 

 不登校やいじめが相変わらず日本の教育の

中心課題となっていますが、子供の教育は家

庭がやるべきことは当然ですが、それが正し

くできなければ社会が補完することになりま

す。それを公式の制度では義務教育といいま

す。 

 私も以前までは家庭と社会の義務教育にお

ける役割は五分五分と見ていたのですが、い

ろいろな書籍を読んでみると、どうもそうで

はないらしいのです。 

 初等教育の主目的は、しつけ、社会生活に

必要な倫理道徳観を身につけさせることとさ

れています。本来、義務教育が果たすべき役

割とは、そういうもののはずなのでありま

す。それを確実に果たすべく努力が今義務教

育において求められていると思います。 

 しかしながら、近年、日本社会全体とし

て、そういった社会生活に必要な倫理道徳観

を身につけさせることが義務教育の期間にお

いて、満足のいくレベルにまで達成されてい

ないため、結果として自立心や責任感の育成

が不十分なのではないかとの懸念の声もあり

ます。 

 蛇足ではありますが、中学校生徒以上は自

己責任が原則というのが現実に欧米における

ルールでありましょう。 

 それでは、このルールが徹底されていない

日本はどうなのかと考えた場合、社会全体の

幼児化現象が進行していると言っても過言で

はないのではありませんか。 

 こういうなかなか歯止めも利きにくい日本

社会全体を覆う社会現象に対し、日本通の一

部の外国人には次のようにやゆされているの

であります。 

 すなわち、ある米人は日本のいじめを見て

驚くのは、クラス全体が無関心を決め込むこ

と。いじめられっ子を救えば、米国ではヒー

ロー、英雄ですね。日本では魔女にされる

と。これは我々日本国民にとって、非常に情

けない事態で皮肉なことであると思います。 

 確かに、本来ならばみんなで悪いことをし

た子供を叱って社会的責任を果たすべきとこ

ろでしょうが、社会の現実は全くそういった

理想からは大きく乖離してしまっています。

我々が手をこまねいている間に、社会という

ものは予期せぬ方向に独り歩きした感がある

のです。 
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 我々大人があまりにも波風を立てないよう

気配りをし過ぎた結果、子におもねる親、生

徒におもねる教師といった現象が珍しいこと

ではなくなってきているということでありま

す。 

 本来ならば義務教育が社会生活に必要な倫

理道徳観を身につけさせることであるにもか

かわらず、現状はそれとは程遠い事態となっ

ているように見受けられます。それに拍車を

かけるように父親の権威の失墜が顕著である

との指摘もあります。どうもこれは非常に関

連性の大きな現象だと私は理解しておりま

す。 

 会津の日新館では、ならぬものはならぬと

いうふうに教えたそうですが、小ざかしい子

供が見受けられる昨今、こういったぶこつな

言い方もある意味有効なように私個人は考え

ます。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 当町でも幼児化現象が進行しているのでは

ないかという点について、町長の意見をお伺

いします。 

 中能登町においても、不登校児童生徒や生

徒指導上の観点から、同様の傾向が進んでい

るのではないかと懸念しております。 

 具体的に申しますと、町長は、町内の子供

たちの自立心や責任感の育ちに課題があると

はお考えではないでしょうか。現状をどのよ

うに把握し、どのように改善策をお持ちか伺

います。 

 次に、家庭教育における保護者の役割、特

に父親の責任に対する支援についてですが、

子供の規範意識や社会性の基礎は、家庭生活

の中で育まれるものであり、保護者がその責

任を担うことは、教育基本法にも民法にも親

権を行う者は子の監護、教育をする権利と義

務を負うというふうに定められています。 

 現代は多様な家庭環境がある一方、父親を

含めた保護者の責任意識が十分でないと考え

られる場面もあり、地域住民からも家庭教育

力の低下が課題として挙げられています。 

 そこで質問の２ですが、中能登町では、保

護者、特に父親の子育てとしつけの関与を促

すため、どのような支援を行っているのか、

また、今後どのように家庭教育力の向上を図

っていくのか、町長にお伺いします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 日本は社会全体の幼児現象

が進行についてご質問にお答えします。 

 まず、１点目の町長は町内の子供たちの自

立心や責任感の育ちに課題があるとお考えか

についてですが、当町においても、子供たち

が自ら考え、判断し行動する力や地域家庭の

一員としての責任感を育むことは、課題の一

つであると認識をしております。 

 学校教育では、主体的・対話的で深い学び

を推進し、授業や学校教育活動を通して、自

立心を育む機会を設けていると学校現場より

報告を受けております。 

 今後も引き続き、家庭、地域、学校が一体

となり、小さな成功体験を積み重ねられる環

境を整え、子供たちに委ねられる機会を与え

ながら責任感を自然に身につけられるよう支

援していきたいと考えております。 

 次に、２点目の保護者、特に父親の子育て

としつけの関与を促すため、どのような支援

を行っているかについてですが、こども家庭

センターにおいて、夫婦が協力して育児でき

るよう、妊娠中の保護者が、出産後の育児を

事前に体験できるプレママパパ教室を実施し

ております。教室に参加した父親にはパパ育

児のトビラという冊子を用いて、産後の母親

の心と体をいたわり、共に育児をしていくす

べをお伝えしております。そのほか、出生届

の際に来所された父親にもパパ育児トビラを

配布し、夫婦共に協力して育児をするポイン

トを紹介しております。 

 父親の育児休業につきましては、子の出生

後８週間以内に最大４週間を限度として、２
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回に分けて取得できる産後パパ育休と子供１

歳になるまでの取得できる育児休業の２種類

があります。母親の育休取得率には及びませ

んが、全国調査では育児休業取得する父親は

年々増加傾向であり、令和６年度の調査では

産後パパ育休を含んで、およそ４割の男性が

取得をしております。 

 当町でも乳幼児健診や相談事業に参加する

父親が増えております。しつけとは、子供の

人格や才能を伸ばし、社会で自立した生活を

受けるよう、サポートする行為であります。

事業に参加する保護者に対し、子供の発達段

階に応じたしつけの仕方について指導をして

おりますので、今後ともしつけ意識の啓発を

図ってまいりたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 尾田良一議員 

○７番（尾田良一議員） まず、子供の幼児

化現象の進行についてですけれども、町長の

答弁では主体的・対話的というふうにおっし

ゃってましたけども、これは果たして十分で

しょうかね。主体的ということは、相当子供

の能力にも差がありますから、それによって

主体的ということの実際的な効果が現れる生

徒は、それはなかなかそういうことに関して

たけている生徒はうまくいくかもしれませ

ん。対話についても同様ですけども、そうい

う生徒間の差というものがあるということは

考えた上でやっていらっしゃるんでしょうか

ね。僕はやっぱり、あくまで能力差というの

は、生徒間にはあるもんだというふうな現実

的なことは考えておりますんで、そういう面

では十分と思われないというふうに思うんで

すが、町長いかがお考えですか。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 この主体的・対話的で深い

学びということで、自ら考えて判断し、それ

を行動に起こすということが、やっぱり主で

あると思いますし、そして何よりも、この対

話、やっぱりコミュニケーション能力を子供

たちがいかにつけられるか。そして、強いて

言えば町のことにいろんなことに関しても問

題解決とか、そういうことを考えるようなれ

るような子供たちが後からも合田議員の中に

も出てきますけど、コミュニケーション能力

とか、そういうとこが生きる力のスキルとい

うか、そういうものはやっぱり私は大切だと

考えております。 

○議長（南 昭榮議員） 尾田良一議員 

○７番（尾田良一議員） 私、ちょっと非常

に失礼な表現かもしれませんけども、小ざか

しい子供たちが割とおるというような表現使

ったんですけれども、そういうような現象に

ついては町長はどうお考えです。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 小ざかしい子供というの

は、私らの当時にはやっぱり小ざかしいとい

うか、そういう意地くらしいとか小ざかしい

とか、そういうような子供と話しするときに

は、すぐけんかになりました。（「そうや

ね」と呼ぶ者あり）けんかになってかって、

そのけんかのよしあしがいいという言い方

は、今は駄目なんでしょうけど、その辺で何

か手で相手かってけんかをしたというそうい

う昔の思いがあります。小ざかしいというの

は、意地くらしいなとか、どういいますか

ね、俺の言うことを聞かれんがかいやという

ような感じで物事を判断しての対立になった

ような気がしますので、今はお互いにコミュ

ニケーション、話をしてかって、お互いに仲

よくその友達を思いやるというような心が一

番大切だと思いますので、私は話合いによっ

てかっていろんな面で対話をしながら、思い

合っていくっちゅうことがこれから非常に大

切なんじゃないかなということを思います。 

○議長（南 昭榮議員） 尾田良一議員 

○７番（尾田良一議員） 分かりました。私

も町長と世代が近いもんですから、よく実感

します。 

 続いて、質問２の件ですけども、子供の人

格、あるいは才能を伸ばすということですけ
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ども、これどうなんでしょうね。子供の人格

というものは、これもまた難しい問題ですけ

ども、大人と一緒だというふうに町長はお考

えですか。 

○宮下為幸町長 ちょっともう一回言っても

らえませんかね。 

○７番（尾田良一議員） 子供の人格、大人

は人格がある云々と言いますけれども、子供

もそれと同じようなものを持っているという

ふうにお考えですか。なかなか抽象的で難し

いけども、総合的に考えた場合の大人として

の人格と、子供は子供なりに軟性があります

ね、中学校ぐらいでも。それによって獲得し

た知識云々ありますけども、それによって人

格形成されるんだと思うけども、そういう面

でやっぱり大人の人格、あるいは子供の人

格、大分差があるというふうにお考えです

か。 

○議長（南 昭榮議員） 尾田議員、一応通

告の３回過ぎておりますので、答弁は……。

○７番（尾田良一議員） これ質問２に関し

て……。 

○議長（南 昭榮議員） ２のほうへ入りま

すか。 

○７番（尾田良一議員） はい。 

○議長（南 昭榮議員） はい。ならよろし

いです。 

○７番（尾田良一議員） 質問２のところで

町長が人格、才能を伸ばすというふうにお答

えになってますんで、それに関連しての質問

です。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 しつけとは、子供の人格や

才能を伸ばし、社会で自立した生活を送れる

ようにサポートする行為でありますと言いま

した。子供たちがしつけをするというか、多

分この家庭教育においても学校教育でも一緒

でしょうけど、一番の教えられるのは家庭だ

と思います。家庭でしっかりしつけを教え

る。やっぱり今の若い人たちがどういうしつ

けをしているのか分かりませんけど、私らの

昔の話になりますけど、やっぱりしつけは親

から教わった。私らのおやじは、もう戦争に

行ってきた人間なので、やっぱり厳しさ物す

ごいありましたんで、そのしつけだけはしっ

かりと教えられた気持ちが感じがあります。 

 本当に子供たちにしつけをするというの

は、大変難しいことだと私は思いますが、や

はり叱るにしても、もうお互いに納得できる

ような叱り方をしてかってしないと、しつけ

ができないんじゃないかなというような感じ

もしますし、やっぱりしつけは家庭教育で、

家庭でしっかりとしていただきたいなと思い

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 尾田良一議員 

○７番（尾田良一議員） よく理解できまし

た。これで質問１は終わりまして、次の英語

教育に対する町の方針について質問していき

ます。 

 北國新聞の10月23日の記事によると、中能

登町教育委員会が町立の５保育園に外国語指

導助手ＡＬＴというんですか、を派遣し、園

児との英語交流を進めているとの記事が載っ

ています。このことに関連して質問いたしま

す。 

 去る10月15日の教育民生常任委員会で少し

個人的な意見として義務教育期間の小中学校

において、特に中学校では英語以外の他の外

国語も学べるようにしたらどうかというふう

に私は述べました。というのも、言葉という

ものは、単に意思伝達する手段にとどまりま

せん。と申しますのも、必ずそれぞれの言語

には、その様々な文化的背景があるものなの

です。そういった意味でも、子供たちに早い

時期に様々な言葉を習得する機会を提供でき

れば、生徒たちは英語圏だけではなく、一層

広い視野、ある意味で世界的な、最近よく言

われるグローバルな教養を持つ機会が出てく

るわけであります。 

 これは欧米の国々ではごく一般的なことと
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して認められております。確かに英語はリン

ガ・フランカ、国際語だということは認める

としても、そこまで町がイニシアチブを取っ

て、英語というものを強調すべきかどうか疑

問が残るところではあります。あくまでも英

語は主要５教科の一つであることを思い出し

てもらいたいと考えております。 

 英語教育のまちとして静岡県吉田町はよく

知られていますが、これには町の人口の９％

が外国人であるという切実かつ特殊な実情が

背景にあります。 

 したがって、あまり我が町には参考になら

ないでしょう。むしろ我々は英語教育が国を

滅ぼすと題した数学者でお茶の水女子大名誉

教授の藤原正彦氏の説に注目すべきだと考え

ております。 

 氏はそこで大きく２つの理由を挙げていま

す。 

 第１、今ではＡＩがあるから、英語教育に

過度に注力するのは、国民のエネルギーの壮

大な無駄である。 

 第２として、語学、この場合は英語教育を

指しますが、できるほど、だんだんばかにな

るとして、こう述べております。 

 １つ目、日本人としての自覚の妨げにな

る。例えば国旗や国歌に対する敬意が薄らぐ

のではないか。 

 ２番目として、米英国人へのコンプレック

スを助長する。これは英語が母国語の国です

けども、あくまでも何を発信するかであり、

そのためにも十分な日本に関する知識を持つ

ことが必要であろうと。 

 次に、教養を積むための妨げとなる。 

 一つの語学を習得することは一部の天才を

除いて莫大な時間と労力を必要とすることは

周知の事実であります。 

 そして藤原正彦氏は結論として、教養と人

間的魅力こそ鍛えるべしと結んでおります。 

 私個人も昨今はあまりにも英語教育という

ものに比重を置き過ぎるように感じておりま

す。あたかも明治維新の井上馨以下の主導に

よる欧化主義を思い出させます。 

 しかしながら、当時は不平等条約改正のた

めというはっきりした目的意識があったわけ

で、現在とは状況が全く異なるのです。 

 そこで１番目の質問ですが、私はそういう

維新のような緊急な事態に我が国が置かれて

いるのではないのであり、そろそろこういっ

た猫もしゃくしも英語を学ぶ風潮やそれによ

って生じ得る弊害、具体的には広い視野と教

養を積む妨げになる。 

 ２番目として時間の浪費ではないか。 

 ３番目、英語を母国語とする人々への卑下

を助長するということですが、私自身もこの

年齢になり、様々な経験を経ていきますと、

こういった考えに対して、なるほどなといっ

た考えを持つものであります。 

 町長も私とはほぼ同年配でいらっしゃるの

で、とても町長のお考えには興味がありま

す。こういう危惧はどう払拭されるおつもり

か、１番目の質問としてお伺いします。 

 ２番目の質問ですが、英語教育は、もちろ

んこれは英語作文なんかですけども、もちろ

んのことその他の活動においても、他の市町

村の一歩先を行く施策を施すという気持ちが

大切なのではないでしょうか。 

 その一例ですが、クラブ活動の一環とし

て、英語以外の外国語、例えば我々の国に近

い韓国語や中国語の導入のお考えはおありで

しょうか。 

 以上についてお尋ねします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 英語教育については、教育

長からちょっと答弁させます。 

 ただ、英語教育については、やっぱりこの

学習指導要領に基づいておりますので、世論

としては英語を習復するというか復習すると

いうか、そういうさせなければならないんじ

ゃないかなということを思います。 

 前にも私言ったかも分かりませんが、議
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会、教育民生常任委員会で、広島県の世良町

というところへ行ってきました。世良町は校

長先生が主になって、子供たちに１年生から

６年生まで全て英語を教えさせるということ

で、一番簡単にどこで英語を覚えられるかと

いうことで、世良町は山の中にある町なの

で、みんなバスというか、スクールバスで通

ってきます。スクールバスの中が全部この英

語のコミュニケーションする場ということ

で、全てそこを例えば１時間かかってくる子

もその英語の音楽とか、英語でみんな語りか

けてやってるというとこへ１回視察行ってま

いりました。取組自体は１年生から６年生ま

でということで、もうレベルの段階は結構あ

るんですが、その挨拶の仕方、おはようござ

います、グッドモーニングという中から１つ

ずつ入っていくということで、非常にいい取

組だったなということで、これからはやっぱ

りグローバルな社会においては英語が必見じ

ゃないかなということを思います。 

 あとは今、教育長にちょっと答弁させま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 尾田議員の英語教育に対

する町の方針についてお答えいたします。 

 まず、１点目の英語教育ばかりを叫ぶ風潮

やそれによって生じ得る弊害をもう少し考え

てみることも必要な時期に差しかかっている

のではないかについてお答えします。 

 英語教育を重視することの弊害についての

ことですが、英語教育の重要性は認めつつ

も、英語教育が目的化し、他の学びや日本語

力の育成を軽視することは避けなければなら

ないと思っており、他の教科とのバランスの

取れた教育を推進してまいります。 

 次に、２点目の他の市町村の一歩先を行く

施策を施す気持ちが大切なのではないか。英

語以外の外国語、韓国語、中国語の導入の考

えはあるかについてお答えいたします。 

 英語以外の外国語導入については、グロー

バル化の進展に伴い、韓国語、中国語など近

隣諸国の言語の重要性が増していることは承

知しております。しかしながら、学習指導要

領において、外国語科については、英語を履

修させることが原則であると示されておりま

す。 

 これは世界が、英語が世界で広くコミュニ

ケーションの手段として用いられている実態

や、小中高の接続を意識した教育課程を考え

た場合に、日本国内の現状を踏まえて合理的

であるためと考えられているからと思ってお

ります。 

 また、英語以外の外国語を導入する場合、

教員の確保、教材の整備、強化方法など多く

の課題があり、現実的に自治体単独で導入す

ることは困難と思われます。 

 こうしたことから、英語教育を基盤としつ

つ、国際交流事業や姉妹都市交流を通じて、

多言語に触れる機会を提供することで子供た

ちが幅広い文化への理解が深められるように

することが現実的かつ効果的であると考えて

おります。 

 したがいまして、当町としましては、英語

以外の外国語を学校教育に導入する考えはご

ざいません。 

 当町では引き続き、国の教育制度にのっと

り、英語教育を中心に据えながら、国際交流

を通じて、多言語、多文化理解を補完してま

いりたいと考えております。 

 当町の教育は、子供たちが自立心と責任感

を生み、世界に開かれた視野を持ちながら、

地域社会の一員として成長していくことを目

指しております。 

 今後も、国語や地域文化との調和を重視

し、国際交流を通じて、多様な文化理解を深

めることで、未来を担う子供たちを育ててま

いりたいと考えておりますので、ご理解のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 尾田良一議員 
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○７番（尾田良一議員） ２番目の質問に関

してですけども、英語教育は別に否定するも

のではなくて、英語はやっぱり便利は便利で

すよね、遊ぶ分にしても。 

 それでですけど、私、以前は塾やっており

まして、子供の学力とかちゅうの多少は知っ

てるつもりなんですけども、どうも英語教

育、特に英作文なんかというものに関して

は、どうなんでしょうね。教育長、お答えし

ていただいていいんですけども、全体的に作

文能力というのは日本語の作文、あるいは小

論文に関しても一緒なんですけども、どうも

あまり高くないように思うんです。英語教育

の中においてですよ。だから、そういう面で

は、どうなんでしょうね。英作文というもの

は、英語教育の中においてはどの程度まで重

視されているんでしょうかね、指導要領に従

った上でも。その点ちょっと分かる範囲でお

願いします。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

○林 大智教育長 尾田議員の再質問にお答

えいたします。 

 英作文ということですが、これについて

は、今の学習指導要領についても、大事にし

ておるところでございます。ただ、今はコミ

ュニケーションを尊重していこう、コミュニ

ケーションを育てていこうということが入っ

てきましたので、以前よりも英作文よりも、

コミュニケーションのほうに力を入れていく

といったことのほうになっていることは否め

ないと思っております。 

 しかし、文章を書くということ、とても大

事なことですので、両方両立しながら指導で

きるように現場のほうにも話をしてまいりま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 尾田議員 

○７番（尾田良一議員）  教育長のおっし

ゃることは十分分かります。ただ、要するに

私が英作文と強調するのは、これからの生徒

たちは外国に行く機会もあると思うんですか

ら、そういった場合に英作文というものを作

ることによって、自分の意思表現がうまくな

るんじゃないかというふうに考えるからであ

ります。これには返答していただく必要があ

りませんので、以上なので私の質問はこれで

終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、５番 澤 

良一議員 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） それでは、通告に

従い質問いたします。 

 本日の一般質問は、町が委託する給食関連

事業等において、相次いで発生した不適切事

案を踏まえ、行政の内部統制及び契約管理体

制の在り方を問うものでございます。 

 まず、今年度発生した保育園給食における

トング部品紛失事案は、児童の安全、衛生に

直接関わる重大なインシデントであり、町の

危機管理体制、報告経路、初動対応の在り方

が問われるものでありました。 

 加えて、学校給食業務においては、受託業

者による外部再委託という契約違反が長期間

にわたり見過ごされ、結果として損害賠償請

求にまで至ったことが町の監督責任及び契約

統制の実効性に重大な疑義を生じさせている

という事態に陥っております。 

 これら一連の事案は、単なる業者の不祥事

にとどまらず、町の業務執行体制、契約手

続、監査機能等を含む内部統制全体に内在す

る課題を浮き彫りにしたものであります。 

 また、これらの業務は、いずれも公募型プ

ロポーザル方式や包括契約方式により選定、

委託されたものであり、その選定過程におけ

る公平性・競争性・透明性の確保状況につい

ても検証が求められるところであります。 

 当町において、これらの大きな課題を踏ま

え、以下質問に移ります。 

 １、共立ソリューションズへの損害賠償請

求と行政の沈黙。 

 ①共立ソリューションズの法令違反行為。
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昨年、自社で炊飯業務ができなくなった日か

ら本年10月31日の議会全員協議会で損害賠償

請求の意思表示日に至る簡潔な経過説明を求

めます。 

 ②今回の問題は、共立ソリューションズの

法令違反に端を発しながらも、選定、契約、

監督、チェック体制のいずれも機能しなかっ

た結果です。町長はこれを単なる担当課の不

手際として処理するのか。それとも町政の最

高責任者、町長としての統治責任と受け止め

るのか、以上２点で伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 共立ソリューションズの損

害賠償の請求に関する質問にお答えします。 

 まず、１点目の共立ソリューションズにお

いて炊飯業務ができなかった日から本年10月

31日の議会全員協議会までの経過について説

明をします。 

 昨年の８月に共立ソリューションズから調

理員の退職に伴う人員不足により、９月から

炊飯業務ができない旨の申出がありました。

協議の結果、令和７年３月までを期間とし

て、やむを得ず町から石川県学校給食会に対

し炊飯したご飯を納入してもらうことになり

ました。町から共立ソリューションズには、

早急に人員確保を行い、一日も早い炊飯業務

の再開を再々依頼しておりましたが、炊飯業

務が再開されないまま、本日に至っておりま

す。 

 この間、令和７年７月に行われた町監査委

員による令和６年度決算審査において、監査

委員から当該事項が契約違反に当たり、ペナ

ルティーとして、違約金や損害賠償が発生す

る旨のご指摘をいただいております。 

 この時点で町としましては、最終目的であ

る給食の提供を支障なく行うことができてい

ることから、損害はないという認識でありま

したが、９月定例会議における澤議員からの

共立ソリューションズへの損害賠償について

の一般質問を受け、町の顧問弁護士に相談を

いたしました。顧問弁護士の見解は、本件は

債務不履行と決定し、炊飯業務に関わる人数

の人件費と、炊飯代金の比較による損害額を

算出する方法もあるとの助言をいただきまし

た。 

 この見解を基に精査を行い、損害賠償を算

出することとし、今年の10月31日の全員協議

会において経過報告と今後の対応について説

明をいたしました。 

 次に、２点目の今回の共立ソリューション

ズの問題についての責任につきましては、関

係課の連絡が十分取れず、この把握管理する

ための内部管理体制が十分に機能していなか

ったように思われます。これを重要な課題と

してすぐに対応できなかった私の責任である

と深く受け止めております。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 町長の統治責任で

あるということをお認めになられました。大

変これは重要なことであり、また町長自らが

そのことの責を負うということを認められま

したので、私はこの次に移りたいと思いま

す。 

 ２番、このままでよいのか？業者選定の公

平性とプロポーザル方式。 

 今回問題となっている共立ソリューション

ズの選定は、公募型プロポーザル方式による

ものでございました。今年６月の一般質問で

町長は、プロポーザル方式について次のよう

に説明をされています。読み上げます。 

 プロポーザル方式とは、自治体が広く参加

者を募り、提案内容や企業の実績を総合的に

評価して、最適な提案書を選ぶ契約方式であ

る。単なる価格競争ではなく、提案内容や実

現可能性を審査委員が評価をし、最も町に目

メリットのある提案を採用でき、政策目標に

も合致した事業を進めやすくなると述べられ

ております。 

 このことを踏まえて、その選定における公

平性・客観性等についてお伺いします。 
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 ①プロポーザル方式の評価者は、全員庁内

の課長職で構成をされており、外部の第三者

が一切含まれておりません。これで公平性・

客観性が担保されると言えるのか。また、な

ぜ第三者を入れないのか。 

 ②その評価基準はあまりに抽象的で、数値

根拠に乏しく、評価者の裁量で結果が左右さ

れる構造となっていないか。これは別紙の資

料Ｃを参考にしてください。 

 ③業務遂行能力、法令遵守体制を高く評価

して選定をした業者が、今回、再委託禁止違

反を起こし、損害賠償請求に至った。この矛

盾をどう説明をするのか。業者選定方法に全

く矛盾はないのか。これは別紙Ｃを参照して

ください。 

 以上、３点でお伺いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 業者選定の公平性とプロポ

ーザル方式についての質問にお答えします。 

 まず、１点目のプロポーザル方式の評価者

が全員庁内の課長職で構成されていること

で、公平性・客観性が担保されているかにつ

いてですが、事業者からのプレゼンテーショ

ンに対し、各業務を熟知している課長を評価

者に選任することで、効率的な業務の遂行を

総合的評価、判断できると考え、第三者の選

任までは必要ないものとしておりました。 

 次に、２点目の評価基準や数値根拠につき

ましては、その時点で精査して決定したもの

でありまして、評価については評価者が事実

やデータに基づいて公平・中立な立場で行う

ものであり、自分の考えや判断に基づいて物

事を決定して行われるものではないと考えて

おります。 

 最後に、３点目の選定した事業者が債務不

履行を起こしてしまった点につきましては、

甚だ遺憾ではありますが、事業者からのプレ

ゼンテーション時点において、今回のような

事態が起こることは想定をしておりませんで

した。 

 今回のことを踏まえ、今後の事業選定にお

いて適切な評価基準を見直すなど、改善すべ

きところは改善してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今、町長のほうか

ら３点について説明がございました。特にと

いいますか、まず１番目の、課長です。全員

が課長なんですよ、この庁内のね。庁内のこ

こにおいでの方、関係する方がね。この評価

を、このプロポーザル方式において、その業

者が今回２社があったんですけど、11億

8,000万の件についてね。それについて、２

社が入ってお話を聞くわけです。そのとき

に、それを評価をするのが、この町の課長、

全員が課長職。なおかつ、その選定は選定基

準に基づいてやると、こういうことですよ。

これはもう私は何回も何十回も聞いてる。今

日も同じような質問したけど、同じ答えで

す。一貫性があるといえば一貫性があるんで

すけども、だけどこのことは本当に第三者が

お聞きになったときに、「ええ、ほいじゃ

誰」、例えばこれは後でちょっとお話ししま

すけども、誰かが「おい、このことが何かよ

さそうだな」ということがあれば、その評価

者が、これはやってるということじゃないん

ですよ。そんなふうなつけ方をすれば、Ａで

もＢでもどっちでもなる。そういうことをや

ってるかどうか分かりません。ですから、そ

ういう疑いを持たれないためにも、外部の方

を入れて、できるだけ客観的にといいます

か、公平にやるというのが、こういったその

評価をするという、外部の事業者を呼んでそ

の評価、プレゼンを聞いて評価するといった

ら、まさにそうした判断が私は必要だと思う

んです。 

 そうしないと、町長のお言葉ですと、その

業務に熟知しているので、その人たちを配置

したと。熟知しているから逆に言うと、知り

過ぎとるから極端に言うたら、こんなふうに
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なっとるかもしれない。ずっともうその関連

のことにやっておいでたりとか、そういうこ

とをずっとやってると、ほかのことを聞く耳

がなくなるということもないんですけど、こ

れが当たり前なんだと思ってしまう、そうい

う集団の中で評価する。私はそのことが、町

長はそのことをもってして公平性や客観性が

あるというふうにおっしゃいましたけど、私

はもう何度聞いてもそのことはちょっと理解

ができません。 

 それから、３番目のところでおっしゃっ

た、ちょっと進んだのは、その評価基準につ

いて見直すところがあれば見直すということ

を町長おっしゃったんですね。これは町長、

６月の私は同じような質問をしたときに、ち

ょっと資料に添付してないんですけど、町長

は同じことおっしゃってるんです。 

 要するに見直すべき、要するに改善すべき

ことがあれば随時見直しますと。６月の一般

質問で答えられてるんです、町長がね。ほん

で今６か月たってるんですよ。ほいで、また

同じ答えなんです。見直すところがあれば見

直す。そうすると、この６か月間、逆に言う

と失礼ながら、町長はこの評価基準、それか

ら評価者等々私が何度も言って恐縮ですけれ

ども、公平性というのはどうやって担保する

んですかってことばっかり聞いてる。このこ

とについてはね。この６か月このことについ

て、今また同じ答弁が来るということは、こ

れ皆さんの中で議論されたんですかというの

は物すごく不思議に思うんです。もしされて

いれば、そのことについては、こんなことで

議論しました。それでこういうところを変え

ましたというのは、今私、もう３度目です、

この質問はね。出てくるんですけど、町長の

答えは同じなんですね。ということは失礼な

がら、このことについて議論がそんなにされ

ているようには思えません。 

 これは今、なぜ質問しないかというと、再

質問は二度に決められてるんで質問できな

い。次質問できないんでね。ですから、これ

は質問しませんけども、このことについて

は、もう一度、私が言った言わないじゃなく

て、関係の課長、参事もちろん交えてこの評

価というものについて、もう一度議論してい

ただきたいと、こんなふうに思って再質問に

移ります。 

 大変残念ながら私がお願いするような答弁

は聞かれませんでした。 

 さて、今回の問題の発端は、先ほど町長か

らも説明がありましたが、共立ソリューショ

ンズにおいて、炊飯業務の担当者が急に退職

して、代替要員を確保できなかった。そのこ

とにより、契約不履行という法令違反に至

り、損害賠償請求を行う、町が行う事態とな

った点にあります。 

 ここで資料Ｂの公募型プロポーザル方式の

選定基準をご覧ください。 

 資料Ｂ、これはタブレットにみんな入って

ると思うんですが、これは先日、情報公開で

頂いたものなんですが、この中のちょっと線

を１本引いてあるんですが、これは法令に関

するところを引いたんですが、そこへ行く前

にちょっと私、引き忘れたんですけど、この

評価基準のこの選定項目がございます。選定

項目の具体的にある行数でいうと、１行２行

３行４行５行目、上から５行目ですね。ここ

に急な欠員が生じた場合、即座に対応できる

人員体制が取れる、どのように取れるか。急

な欠員が生じた場合に即座に対応できる人員

体制が取れるかとあります。 

 つまり今回の事案は、この選定基準が明確

に想定をしていた。町長は想定外とおっしゃ

ったんですけど、想定してるんですよ。基準

書に載ってるから。想定していた急な欠員そ

のものでございます。にもかかわらず、当該

事業者は、そこをできる人員体制を持たず、

内部での代替配置もできず、結果として契約

違反という最悪の事態に至りました。これ

は、急な欠員にも対応できる体制があると評
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価され、選定をされた事業者が、まさにその

局面で対応不能だったという選定基準と現実

が真逆になった明確な明白な矛盾です。 

 学校給食は一日たりとも止められません。

安全性と継続性が最優先される業務です。そ

の根幹を担う審査項目が機能しなかった以

上、これは単なる偶発的なトラブルではあり

ません。 

 一般的にリスク管理とは、想定外への対応

ではなく、想定内のリスクに確実に備えるこ

とです。今回の急な欠員は、評価項目として

明示された完全に想定内のリスクでした。そ

れが破綻したということは、プロポーザル方

式の根幹が崩れたことを意味しております。 

 私は６月以来プロポーザル方式における公

平性・透明性を質問、問い続けてきました。

答弁は常に評価基準に基づき選定をしたとい

うものでございました。 

 しかし、今回その評価基準自体が現実に堪

えなかったことが明らかになりました。明ら

かになりました。これは町長、今じっくり読

まれたらお分かりだと思いますが、こういう

評価基準があったの。いざというときに退職

であろうが何であろうが、欠員が出たときに

対応取れるかというのは、この評価基準にあ

るんですよ。業務体制及び業務執行計画、配

点15ですね。100点満点中のね。その中に具

体的な一つとして急な欠員ができたときに、

対応取れますかということだから、当然これ

取れませんってこれ選ばれませんよね。だか

ら、この評価をした５人でしたかね。何名か

の課長できた、課長が評価をしたときに、こ

のことがどんなふうに、資料Ｃに細かい評価

の点数がいろいろあります。どんなふうに評

価をされたか知りませんけど、恐らくゼロ点

じゃないと思うんですよ。こんな大事な先ほ

どから言いましたように、給食、これは絶対

止めちゃ駄目なんですよ。そういう業務を委

託する業者の選定のときに、その評価基準の

中にそういうことは、やはりないでしょうね

ということのこれは評価基準なんですよ。に

もかかわらず、９月にこれは起きてるんです

よ。先ほどいろいろ説明をされました。物の

流れの子細はありました。それについて、私

はちょっと質問も反論もあるんですけど、そ

れは置きます。ただ、結果として、去年の９

月から今日に至るまで１年３か月間、そのこ

とができていない。こんな矛盾がある。 

 そこを踏まえて、町長この際、もう町長な

りに大変驚かれていると思うんですが、過ち

は過ちとして認めて、第三者を加えて評価体

制の構築と選定基準の抜本的な見直しを行い

ませんか、町長。そして本年度中にその結果

を議会へ報告するように、町長の決断を求め

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 この件につきましては、今

の一般質問の町長査定でいろんなことを話し

合いました。そういう結果、この今指摘され

たような業務体制の業務計画の中にこの委員

の中でリスク的なものがかなりあったという

ことを踏まえて、こういうリスクを見抜ける

ような体制をつくらなければ駄目じゃないか

なということで、一応第三者委員会は、選定

委員会をつくろうと思っております。それに

は司法書士とか会計士とか、知見を要した人

に入っていただいて、次のプロポーザルに移

るときには、第三者委員会も設けまして、公

平・透明性のあるプレゼンというかプロポー

ザルをしたいということを思います。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど町長は、こ

れまでと相当進んだ答えをされました。今出

たのは第三者委員会ということがございまし

た。それも一つの方法ですし、方向性は間違

ってないと思います。 

 ただ、問題なのは、今ほど失礼ながら町長

お話ししましたけど、町長に呼びかけてま

す。それは第三者委員会、これも手ですよ。
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でも、今この案件をもう一回考えてほしいん

です。今、昨日や今日や一月前に起きたんじ

ゃないんです。もう１年３か月たってるんで

す。それ行く前にも６月にもお話をしまし

た。でもそのときに、これ嫌みじゃないんで

すけど、ほとんど町長、執行部は、このこと

を真剣に捉えていませんでした。書いてある

とおりですよ。決められた評価者が評価基準

に基づいてやっている。これだけだった。こ

の損害賠償９月のことに私が質問しても、損

害賠償のことを監査委員も言ってるし、損害

賠償のことをどう思うかということを質問し

ました。そのとき町長は、実害を受けてな

い。こんなこと言ったね。その後、いろいろ

ありましたけど、弁護士のとこ行ったら、い

やこれは損害賠償だということで、損害賠償

だということで、10月31日の全員協議会でそ

の方向性を示されたわけですね。11月１日の

新聞にも大きく出た。 

 そういうことを考えると、今第三者云々と

いうこともいいんですけど、町長自身がもう

委員会であろうが会議であろうが議長なりト

ップとして、その関係者、それから第三者集

めて、トップとして自らこのことの過ちにつ

いて、これは私が過ちと言ってるんですけ

ど、このことについて、名誉挽回するために

町長自らがやっぱり陣頭指揮を執ってやって

ほしいと思うんです。 

 このこともやってくださいという確認の質

問はいたしません。もう一問質問があるんで

ね。ぜひそのことを町長、お願いしたいと思

っております。首を縦に振られましたんで、

期待しております。 

 質問の２に移ります。 

 先ほどの質問の１でも触れたとおり、業者

選定の審査委員が全て町職員で構成されてい

る点で、町長は６月議会で審査委員は仕様書

を踏まえて各社のプレゼンを受け、事前に提

示した評価基準と採点表に基づき審査を行

い、業者を選定をしておりますというふうに

おっしゃいました。これは先ほどもありまし

た。つまり業者を選定するのは審査員であり

町長ではございません。 

 ここで関連資料として資料Ｄ、これテレビ

をご覧になってる方、それからユーチューブ

の方もおいでるんですが、この資料がここで

映し出すことが、まだ私の町はできません。

大変申し訳なく思っています。本日の執行

と、それから議員にはこの資料並びに傍聴者

の方にもこの資料行っていると思いますが、

大変申し訳ございません。 

 資料Ｄ、プロポーザル方式の業者選定に関

する町長の答弁として、令和３年３月、一般

質問の議事録、会議録がこの資料Ｄですね。

Ｄにあります。当時の町長の答弁を読み上げ

ます。 

 私は、共立メンテナンスが３年間包括支援

してきた実績を高く評価をし、最終的には判

断しました。業務の中身については、バス運

転手や給食調理など慣れているところのほう

がよいのではないかということで、３年間や

られた実績を評価したものですと述べられて

います。つまり町長は、最終的には私が判断

したと明言をし、さらに慣れているところ

に、慣れているところのほうがいいという事

前の先ほどの評価基準には存在しない要素を

判定理由に挙げられている。 

 プロポーザル方式の要は、事前に定めた評

価基準に基づき、評価委員が点数をつけて、

その結果から客観的に業者を選定するという

仕組みです。それにもかかわらず、評価委員

でもない首長、町長が評価基準にない、いわ

ゆる慣れを理由に最終判断をしたと述べられ

ていることは、この制度の透明性・客観性と

大いに矛盾をしております。 

 矛盾というところでは先ほどの１番と関連

しております。非常に残念なことです。そこ

で伺います。 

 町長のこの発言は、プロポーザル方式の公

平性・透明性を自ら否定するものではありま
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せんか。不適切であったと認められるのか。

また、今後どのような対応を取るのか、町長

の見解を伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 この時点では、この３月議

会ですね、定例議会でしたときには、今まで

５年間、それまで共立メンテナンスが共立メ

ンテナンスでした。共立メンテナンスがやっ

てきた中で、もう失態もリスク的なことも考

えなかったので、プロポーザルでは、この今

共立ソリューションズになりましたけど、ソ

リューションズのほうがいいんじゃないかな

ということで、その辺で判断をしまして、し

たわけですが、上がってくる資料というか、

実際この課の中でというか、こういう将来起

こり得る、将来起こり得る不利益に対しまし

て、このリスクを権限とか補償とか、そうい

った形で本当は確実性を担保したかったわけ

ですが、その辺この起こり得るリスクの現状

について、この組織的なルールの見直しと

か、今感じるのは組織的なことの見直しとか

いろんなことを考えていかないと、いろんな

これから総合計画の中でも出てきますんで、

そういうことを含めて本当にこのリスクを軽

減するための考え方を入れていかなくちゃ駄

目じゃないかなということを思いますし、こ

れについては、当時はなかなか今タブレット

になりました。タブレットはいいかどうかは

なかなか判断の、場を取るとこなんですが、

ただ昔は紙媒体で全部決裁が上がってきて、

それを目に通してということでやっておりま

した。それを今、タブレットに上がってきて

かって決裁に上がるとき、詳しく資料が入っ

てない。ばっと読んでかってぽんてボタンを

押せば、すぐ決裁できるようになってるん

で、本当にこういう重要な案件に関しては、

資料はﾁｸｻﾞにやっぱけ、例えば担当課なり総

務課なり、そこがきちっとやっぱり上げてい

く必要性があるんじゃないかなということを

つくづく思いますので、この体制の見直しと

いうのは、これからやっていかなければなら

ないと考えております。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今、町長いろんな

ことをお話をされました。特に私も共感した

のは、このタブレットで要するに電子決裁で

すよね。町はやってらっしゃいます。 

 この後、時間があればお聞きしたいんです

けど、例えば会計の、会計課ですかね。あそ

こにおいて、いわゆるお金の流れのとりでな

んですよね。あそこで今回の件についても、

いろいろ電話で聞いたり、それから総務課長

に聞いたりしました。 

 ところが今この共立ソリューションズのこ

の決裁について、いわゆる、この後に出てき

ますけども、今日現在、私はよろしからざる

不正な支払いが続いていると思います。なぜ

か。９月から契約不履行なんですよ。契約を

守っとらん業者に490万ずっと払ってるんで

すよ、１年３か月。年間約6,000万。このこ

とはあってはならんこと。この後の質問に入

ってきますけども。それはどういうふうにや

ってるかいったら、全部電子決裁なんです。

電子決裁は早いんですけど、それについては

資料を見るときに、今、町長おっしゃったと

おりですよ。全部確認できるかどうか。それ

から、全部資料が入ってるかどうか。それか

ら、前回のものと比べるときにどうかとか、

いろんなそのジャッジの仕方において、私は

不都合があると思います。もう議会も一緒な

んですよ。タブレットでやってますけど、私

は資料持ってきてます。議長の許可をもらっ

て。大事なものは紙でないと分かりませんか

ら。 

 だから、タブレットはタブレットのよさが

あるんですけど、本当に思考する、それはよ

り俯瞰をするという意味でやるときにタブレ

ットだけでやるというのは、いささか私も疑

問が残ります。 

 ただ、ちょっと本題戻しますと、これだけ
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町長もいろいろおっしゃってらっしゃるん

で、さっきの第三者委員会のときも言いまし

たけども、もう町長自らが今そのことをお気

づきになったとしたら、その問題点を第三者

を招く前にもういろんな会議をやってらっし

ゃるんでお忙しいんですけど、このことに特

化したこの改善、何度も言いますけど、こん

な恥ずかしいことはないです、町長。いや、

この損害賠償、こっちは取るほうだから払う

ほうがソリューションズだからではなくて、

これは同じですよ。法令違反を犯したという

ことに対して犯したのは向こうだという一方

的なことじゃなくて、それに至る状況があっ

たじゃないですか。なぜか。選定において間

違えがあるんですから。そうですね。そうい

う意味で恥ずかしいんです。 

 ですから、そういうことを含めて、ぜひと

も、この場限りに私の質問が終わったら、そ

ういうことで第三委員会を開いて第三者を入

れてやろうぜという単なる済ませ仕事ではな

くて、本当に今回のこのことについて恥ずか

しい、失礼ながら私は恥ずかしいと思いま

す。恥ずかしい事態に至ったことに対して、

これを抜本的に直すためにはどうすればいい

かということを町長自らが開いて、それであ

る程度のものをつくり上げて、第三者委員会

の形式を取るとかいうふうにしていただきた

いと思うんです。 

 そうしないと、もう丸投げになります。そ

れとそれを担当する課長は、また頭いっぱい

になります。ですから、これは町長自らが音

頭を取ってやっていただきたいと思っており

ます。町長、いかがですか。 

○議長（南 昭榮議員） 澤議員、４回目に

なりますが、会議規則第51条、ただいまの会

議の規定により特に発言を許可いたします。 

 そこで議員、質問の途中ですが、ここで11

時25分まで休憩をいたします。 

           午前11時16分 休憩 

 

           午前11時25分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。再開します。 

 ５番、澤良一議員の質問の続きから始まり

ます。残り時間は22分となりますので、よろ

しくお願いします。 

 宮下町長 

○宮下為幸町長 今、澤さん言われたよう

に、これから三役会議なりにしっかり話をし

ながら、ちょっといいです、最後のとこちょ

っと分からん、もう一回言ってもらえます。

最後のほうの今のちょっと言われたことにつ

いて。（「ちょっと止めな駄目です」と呼ぶ

者あり） 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） これ止まらんわ

ね。もう一度説明します。そういうことでし

ょ。（「そうそう」と呼ぶ者あり）要は、先

にお話ししたことと関連するんですけど、今

回のことについても、やっぱりその評価と、

そういう評価内容と評価者というものが必ず

しも町長が答えられてきたと違う方向で今来

てるんで、そのことを見直すべく、社内じゃ

なくて庁内で、庁舎内でそのことをもんでく

ださい。そのまずもむ。それの中心は町長。

そこである程度、内々でつくったものを第三

者を入れて、さらにいいものにして、仕上げ

ていくと。こういうことをやってくださいま

せんかということでお話をしました。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 重々分かりました。課長会

議なり三役会議なりで、そのことに対して今

言われたような形でやっていかなければ、最

後に出てくるものを内部統制的なことも含め

て、もうやっていかなくちゃ駄目やというこ

とを感じておりますので、その辺はしっかり

やっていきたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） ありがとうござい

ます。私がおっしゃったようなことでという
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んじゃなく、町長の口から本当はいただきた

かったんですけども、いわゆる本当にこの改

善に向けて、とにかく遅れてました。それは

今、町長がおっしゃったんで、これ以上あん

まり言っても失礼ですけども、そのことをほ

かの市町は知りません。我が町がやるという

ことです。そんなにほかができてるかどうか

知りません。我が町がやる。そんなことで、

ぜひ今おっしゃったように、進めていただき

たいと、こんなふうに思います。 

 本来ならこの後３番へ行くんですけど、

今、町長のほうからこのことに対して改善を

進めるということでございましたので、３番

の包括契約の弊害とリスク管理の脆弱性、こ

のことについては割愛をして、４番に行きま

す。 

 ４番、さてここまでは、ここまでで浮かび

上がったのは、損害賠償への対応、業者選定

の在り方、契約方式の問題、これらはいずれ

も個別に起きたのではなく、共通する背景が

あるからではないかという点です。 

 それは、行政内部で本来機能すべきチェッ

ク体制、情報の共有、記録と検証の仕組みな

ど、内部統制の根幹部分が十分に機能してい

なかったという、より大きな問題でございま

した。 

 地方自治法は、自治体の規模にかかわら

ず、第150条の２、内部統制の整備、第149

条、適正な財務執行という基本的枠組みを定

めております。 

 今回の一連の問題を振り返ると、内部統制

の仕組みそのものをどのように構築し、日々

の行政運営の中でどう生かしていくのかとい

う、より根本的なテーマを避けて通ることは

できないと考えております。 

 そこで、次の４問では、町政全体を安定さ

せ、再発防止を図っていくために不可欠な行

政内部統制システムとガバナンスの在り方に

ついて町長に具体的なご認識を伺ってまいり

ます。 

 ４番、行政内部統制システムとガバナンス

の欠如。 

 ①地方自治法は首長に対し、次の法定義務

（努力義務）を課しております。１、内部統

制の整備。２、適正な財務執行。３、監査に

基づく是正措置。しかし当町で起きた長期間

の再委託禁止違反、違法状態での公金支払い

の継続、法定監査の不実施。これらはまさ

に、これらの法定義務が履行されなかった結

果です。これらは決して課題や検討事項では

ございません。町長はこれらを行政の規模に

逃げることなく、また現状の受託事業者の契

約不履行や損害賠償請求に至る恥ずべき案件

に鑑みて、適切に責任を持って履行してきた

と言えるのか。 

 ②至急町長自らが率先して実施すべき具体

的事項とその期限を求める。 

 以上、２点で伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 内部統制システムとガバナ

ンスについてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の内部統制の整備、適切な財

務執行、監査に基づく是正措置の履行につき

ましては、ご指摘のとおり適切に履行されて

いなかったと考えております。 

 このため現在、債務不履行による損害額を

算出しているところであり、変更契約の手続

も速やかに行いと考えております。進捗状況

については随時議会への報告する予定として

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、２点目の町長自らが率先して実施す

べき具体的な事項につきましては、今回の事

態を踏まえまして、現在整備されていない内

部統制の整備に早急に着手をしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 前向きな答弁いた

だきました。ただ、ここで私が求めるのは、

先送りするんじゃなくて、もう具体的にこう
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いうことをやるということをお聞きしたかっ

た。 

 例えば、今回のこの反省、今回の件に対し

て名誉挽回、反省をするとすれば、遅くとも

今年度中に私は内部統制の基本方針、それか

ら内部統制監査はやってませんが、新しい監

査の体制、それから行政再構築の計画、これ

らの３点は、町長として今年度中に号令をか

けて作成していただきたいと思うのですが、

町長の見解をお伺いします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 この内部統制につきまして

は、ここにガイドラインがあるんですが、多

分この年度内にちょっとできないかもしれま

せんので、このガイドラインに沿っていく必

要があるということを感じておりますので、

できるだけ早くやりたいなということは考え

ております。本当は年度内にして、一応もう

給食業務も４月から完全にまた元どおりに戻

すというような計画も立てておりますので、

本当はこのガイドラインが本当にこの３か月

ぐらいでできるんかどうか、これ一応やっぱ

り全ての職員もそうですし、課長もそうです

し、最後には監査委員の知見も生かしながら

やっていくというような方法でやっていかな

いと駄目なんじゃないかなというふうに思い

ますので、年度内というのはちょっと一回、

また執行部で三、四日以内で、課長会議内で

ちょっと話をしてみたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 町長も初めてのこ

とかもしれませんけど、この内部統制という

のは、民間じゃ当たり前のことなんです。で

すから、庁舎でもこういう私は何度も内部統

制という言葉を使ったことあるんですけど、

やっぱりそれは自分たちにあんまり関係ない

という、何ていうんですかね、そういう感じ

で受け取られてるんじゃないかと思うんです

よ。 

 今こういう問題が起きて、今こういう経緯

に至ったわけですけども、やっぱりこれは今

までなかっただけのことであって、それから

まだ正直言って大きなそんな大やけどまでし

てない。ちょっとしたやけどしてますけど。

だから、そのうちに今、その間にやられれば

いいと思うんですね。町長がおっしゃるよう

に、今年度というのは、まず町長が難しいな

と思われるから。町長が今年度難しいと、み

んな課長、うんうん、総務課長なんかはうん

うんて言うんですよ。物すごい首振ってまし

たよ。宿題いっぱいあるのに。 

 だから、それは、私はこれ以上言いません

けど、ただ方針くらいはつくられますよ、町

長。ガイドラインの云々見て、どういうガイ

ドラインかちょっと分かりませんけどね。そ

ういうものがあれば、どういう方針をつくる

か、これは町長できますよ。これは町長のお

仕事ですからね。総務課長につくれじゃなく

て。町長がよし分かった、じゃ方針とこれは

俺がつくるよということでいけばいきます

よ。何度も言いますけど、このことでほかの

課長も、課長さんもいろいろ聞いてまた仕事

が増えたな、嫌な質問しとるなと、こんなこ

と思わんといてください。今までなかっただ

けのことなんだ。 

 そしてこういうものができると、町長楽に

なる。町長のマネジメントが楽になる、間違

いなく。総務課長同じです。参事みんな一緒

ですよ。そういう仕組みをつくって、それを

しっかり履行する、ＰＤＣＡを回していく、

このことをやることによって、楽になるんで

す。サボるというんじゃないんですよ。余計

なものが要らなくなるんです。何をやるべき

かが見える。それをここでも貼っておけばい

いんですよ。町長室にも貼っとけばいいん

だ。みんな見える。玄関でもいいんですよ、

町民が来たときに。町長はこんなことを考え

てる。 

 去年九州行って、被災地の云々、何町か知

りませんけど、行かれたときにある町長の何
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かのＰＤＣＡがあったんでしょ。物すごい目

で見てね。目で見て分かるね。そういうもの

を町長やっぱりつくるべきだと思うんで、ぜ

ひそれは基本方針、町長、今年度中にぜひお

願いしたいと思います。そんなに難しくな

い。総務課長、ノーと言ってませんから大丈

夫です。 

 それでは、次、最後の５番に移ります。あ

と10分。 

 庁舎整備は「命を守る投資」か。 

 現在、当町では、庁舎の統合や庁舎整備の

検討が進められております。しかし私は、庁

舎整備を単なる利便性の向上や耐震性能の確

保にとどめてはならないと考えております。 

 庁舎とは、平時の行政事務の場であると同

時に、災害時には町民の命と生活を守る中枢

の機関です。 

 町長は、庁舎整備をどのような性格の投資

と位置づけているのか。命を守る投資という

観点をどの程度重視しているのか、以下伺い

ます。 

 庁舎整備は単なる箱物の利便性や耐震性止

まりではならない。行政機能の持続要件が曖

昧である。中能登町総合計画を待たずとも、

業務継続（ＢＣＰ）中枢としての明確な方針

が必要である。町長の見解を伺う。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 庁舎整備における明確な方

針についてのご質問にお答えします。 

 ９月定例会議の一般質問でもお話ししたと

おり、庁舎再整備に向けた基本計画を現在策

定中であります。庁舎の在り方については、

万一大規模災害が発生した際には、町民の生

命や財産を守るため、災害対策本部を設置し

て迅速な対応ができる態勢が取られることを

第一に考えております。 

 このため、指揮系統や防災機能の統一を図

ること、業務の効率化や住民サービスの向

上、職員間における的確な情報伝達が行える

環境を整備することが重要であると考えてお

ります。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） 今、町長お話しい

ただきました。いわゆるこの大規模災害が起

きたときに、庁舎自体が機能不全に陥れば、

救援の調整とか、避難指示、情報発信、物資

の配給など全てが止まります。 

 耐震性は倒れないための条件であり、ＢＣ

Ｐは動き続けるための条件です。庁舎の整備

は、一度整備すれば、数十年間続ける施設で

す。最初から中枢機関としての具体的にどの

ような要件を念頭に設計をされるか、町長の

さらなる見解をお尋ねします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 先ほど申し上げたように、

やっぱり人命の確保とか、この今早期に復旧

するとか、事業の継承というがは、しっかり

やっていかなければならないんで、もうその

間に万が一ちゅうことがありましたら、何を

優先するかということに対しては、町民の皆

さんが大事なんで、人が一番大事でその次に

物をどうするかということを考えていかなけ

ればならないので、その辺はこれから整備に

対する中で、しっかりとまだ出てきません

が、これから出てくるので、その辺を検証し

ながらやっていきたいなということを思いま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 澤 良一議員 

○５番（澤 良一議員） いわゆる具体的に

は通信であるとか、電源とか、指揮命令系

統、この維持だと思うんです。もう時間がな

いので、町長から今後、このことについて

は、その庁舎整備の中で、念頭に入れてやら

れるというふうなご発言だったと思いますの

で、この後、質問ではございませんが、最後

に少し私の意見を申し述べさせていただきた

いと思います。 

 庁舎整備は、便利さや耐震性だけで評価す

べきものでありません。これらは当然の前提

条件です。 



－44－ 

 庁舎は、平時の行政事務の場であると同時

に、災害が発生した瞬間から避難指示や救援

要請、情報発信を伴う命を守る中枢拠点へと

役割を変えます。建物が無事でも電源や通信

が途絶え、職員が動かなければ行政は機能せ

ず、町民の安全は守れません。 

 だからこそ、庁舎整備は、倒れない建物だ

けでなく、動き続ける拠点として計画すべき

です。電源、通信、人員体制を設計段階から

明確にし、あと回しにしないことが重要で

す。 

 庁舎は数十年間使われます。その間に災害

が起きない保証はありません。将来世代が、

いざというとき、この町には頼れる場所があ

ると信じられることこそが、庁舎整備の本当

の価値だと考えます。 

 我が町の庁舎が命を守り、行政機能を支え

続ける中枢拠点として整備されることをお願

いして、私の一般質問を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 時間ちょっと早い

ですけれども、ここで昼食のため午後１時30

分まで休憩いたします。 

           午前11時44分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 午後からの会議を

再開します。 

 続いて、１番 木下智治議員 

  〔１番（木下智治議員）登壇〕 

○１番（木下智治議員） それでは、通告に

従って質問します。 

 能登半島地震から間もなく２年という節目

を迎えようとしています。改めて被災された

皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

 昨晩と本日未明に震度３の地震が発生した

ことで、災害はいつ起こるか分からないと身

をもって感じ、日頃から危機意識を持って過

ごすことの重要性を痛感しました。 

 この２年間、町民の皆様、そして行政が一

丸となって被災からの復旧・復興に邁進して

こられました。特に被災された家屋の公費解

体が、行政のご尽力により、ほぼ完了したと

の報告を受けました。これは、被災の記憶を

乗り越え、町が新たな未来へと力強く一歩を

踏み出すための大きな区切りとなる出来事で

あると深く認識しております。 

 町内を見渡せば、景色が想像以上に変わっ

てしまった場所も少なくありません。公費解

体がほぼ完了した今、私たちは立ち止まるこ

となく、むしろこれからの中能登町の将来を

より真剣に見据える必要があります。地震か

らの復興は、単に元の生活に戻すだけにとど

まりません。復興の過程で浮き彫りになった

人口減少、少子高齢化、そして産業の担い手

不足といった震災以前からの構造的な課題に

対し、いかに向き合い、いかに手を打ってい

くか。これがこれから問われる中能登町の進

化と考えます。 

 本日の質問では、この厳しい現状認識に基

づき、特に人を呼び込み、人が定着するまち

づくりの観点から、その具体的な施策につい

て質問してまいりたいと存じます。 

 まず、最初の質問です。 

 地域資源を活用した地域活性化についてで

す。２点お伺いします。 

 １点目、中能登町における人口減少問題へ

の現状認識と具体的対策についてです。 

 中能登町の人口は、平成12年から令和２年

までの20年間で2,600人以上減少し、特に直

近の令和２年国勢調査では、５年前から約

６％の急激な減少を示しています。 

 また、石川県全体の予測では、中能登圏域

２市３町は、令和２年から令和27年までの25

年間で約34％の人口減少が見込まれており、

町の持続可能性に関わる非常に深刻な課題で

す。 

 この客観的なデータに対し、執行部として

どのような危機感を持ち、人口減少対策に取

り組んでいるか、見解をお伺いします。 

 ２点目、地域の祭り、文化資源を活用した
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交流人口増加策の具体化についてです。 

 人口減少対策として、定住人口の増加に注

力することは当然重要ですが、その効果を待

つだけでなく、即効性の期待できる交流人口

の増加を並行して推進すべきと考えます。 

 中能登町が誇る豊かな地域の祭りや伝統行

事を交流人口増加の核とする、以下の施策を

提言します。 

 地域の祭りを通じた広域的な人口関係の創

出です。祭りは、多世代交流や郷土愛を育む

力であります。私の地区の獅子舞が今年初め

て富山県氷見市表大野青年団と秋祭りの日に

互いに獅子舞を披露してまいりました。この

交流実績が示すように、地域文化は、地域の

枠、そして県の枠を超えた交流力を持ってい

ます。 

 この成功体験を町全体に発展し、文化への

関心と交流人口の拡大を図るべきです。この

提案について、執行部からの見解を伺いま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 地域資源を活用した地域活

性化についてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の人口減少問題への現状認識

と具体策につきましては、議員ご指摘のとお

り、平成12年国勢調査の人口と令和２年国勢

調査人口を比較すると、2,609人が減少して

おります。このうち、平成22年から令和２年

までの減少が1,995人の減少と顕著で、近年

は年間200人を超えるペースで減少を続けて

おります。 

 また、今後は加速的に深刻さを増すものと

推測をしており、様々な問題が人口減少に起

因して顕在化しており、重大な課題であるこ

との認識を強めております。 

 このことから、今年度の総合計画の改正に

おいて人口減少対策を重点課題と位置づけ、

その対策を町の重点施策として設定すること

を考えており、具体的には、子育て環境のさ

らなる整備による定住促進、労働環境整備に

よるＵターン促進の取組を重点強化していく

ことを検討しておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 次に、２点目の地域祭り、文化資源を活用

した交流人口の増加策の取組はにつきまして

は、町では現在のところ、こういった情報の

発信は積極的に行っていない状況でありま

す。 

 町といたしましては、各地区の祭りや文化

的な伝統行事などを貴重な地域資源と捉えて

おりますので、今後も観光協会などの関係機

関とも協議し、こうした行事への来訪者の増

加が見られるよう、情報を集約し、分かりや

すい情報発信をするなど、町の交流人口の増

加に努めてまいりたいと考えますので、ご理

解のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 地域の祭り、文化

資源を活用した交流人口増加策ということ

で、情報の集約、祭りなどの情報の集約発信

に努めるとのご答弁でしたが、町のホームペ

ージで発信することが推測しますが、例えば

なんですが、地域の祭りの開催日をカレンダ

ー風にポスターで作成し、町内の様々な施設

に掲示するのも一つの手段と考えますが、い

かがでしょうか。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 議員ご提案のカレンダー風

のポスターの作成などを含めまして、今後情

報発信やＰＲの方法について地域の方々や関

係団体の様々と検討してまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 交流人口につきましては、いろんなところ

でお話をしております。これは来年やりたい

と思っておるんですが、東京のほうから40歳

代、50歳代の女性の方が能登のほうへ行きた

いということで、２拠点は行きませんが、２

拠点の近いような形で定期的に東京のほうか

らこちらへ来るというような、こちらへ来て

いろんな史跡とか祭りとか、そういう季節に
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よって来訪したいと。それに当たって宿泊

的・施設的なものがないので、どうするかと

いうことを言っておりますんで、今考えてい

るのは、少年自然の家を利用した交流人口を

したいなということを考えております。こ

れ、また東京へ行った折にその方たちと一回

お話をして、実際今このお話が出ているのは

ＯＵＥＮ Ｊａｐａｎの小林さんから、そう

いう話を言ってきてるんで、40歳、50歳代の

方が、中能登へ来てかって生活していろんな

とこを回ってかって、観光もしてということ

で、うちだけではなくて、羽咋市、七尾市も

ありますので、その移住者協議会も通じまし

て、いろんな交流をやっていかなければなら

ないということを考えております。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 自然の家の活用と

いうのは、とてもすばらしいことだと思いま

す。ぜひそういった方を呼び込んでいただい

て、能登の魅力を思う存分発信していただき

たいなと思います。 

 地域の祭りというのが盛り上がれば、祭り

は楽しいということを子供たちが思ってくれ

れば、大人になっても参加してもらえます

し、いい意味での世代交代という好循環が生

まれて伝統芸能が継承できると考えますの

で、積極的な情報発信を求めます。 

 それでは、次の質問に参ります。 

 戦略的な企業誘致についてです。３点お伺

いします。 

 １点目、戦略的な企業誘致と新たな雇用の

創出についてです。 

 就業人口の減少が続き、町の担い手となる

15歳から24歳の若者の転出超過が顕著である

というデータは、庁内に若年層のニーズを満

たす魅力的な雇用機会が不足していることを

示しています。この現状を踏まえ、従来の枠

を超えた戦略的な企業誘致策を問います。 

 ２点目、若年層のニーズに合った産業の誘

致戦略についてです。 

 従来の製造業誘致に加え、若年層の転出を

防ぎ、定着を促すため、ＩＴ、ソフトウエ

ア、クリエーティブ産業、リモートワークに

対応可能な高付加価値型の企業誘致をどのよ

うに進めていくお考えかをお示しください。 

 また、企業誘致のインセンティブとして、

雇用の創出や地元での若年層、女性の常用雇

用率を要件に組み込むなど、雇用の中身を重

視した優遇制度に見直す考えはあるか伺いま

す。 

 ３点目、サテライトオフィス・ワーケーシ

ョン拠点の整備と活用についてです。 

 町内の空き家や遊休施設を改修して誘致企

業に提供するなど、町の特性を生かした働く

場のインフラ整備を企業誘致の最大のセール

スポイントとしてＰＲしていく考えはあるか

伺います。 

 これらの質問は、中能登町の就業人口の維

持と増加という根幹に関わるべき重要なテー

マです。執行部の皆様には、若者が定着し、

企業誘致が確実に未来につながるための具体

的で即効性のある政策を求め、本件に関する

町長をはじめとする執行部の所見を伺いま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 戦略的な企業誘致について

のご質問にお答えします。 

 まず、１点目の戦略的企業誘致に取り組ん

でいるかと２点目の若年層のニーズに合った

産業の誘致戦略はあるかにつきましては、関

連性があることから併せて回答させていただ

きます。 

 現状の企業誘致に関する取組としては、企

業より進出の相談があった場合への対応と助

成制度があります。 

 今後の施策展開としては、さきの答弁の内

容のとおり、次期総合計画では、労働環境整

備を重点施策として設定することも考えてお

りますので、この観点からも企業誘致の取組

に関しては、若年層のニーズにさらなる把握
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や、当町に合った誘致企業の規模などの分

析、企業誘致に必要な整備の検討を進め、戦

略性のある取組を検討してまいりたいと考え

ております。 

 次に、３点目のサテライトオフィス・ワー

ケーションの拠点の整備と活用に取り組むの

かにつきましては、ニーズの把握や事業規

模、事業の優先度を考慮しながら事業の実施

について慎重に判断してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願い

をいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 当町に合った誘致

企業の規模の分析、誘致企業に必要な整備の

検討を進めるとの答弁がありましたが、環境

整備が整えば、何かしらの形で情報発信は行

うかと思いますが、例えば町と商工会などが

協力し、誘致対象となる企業に直接出向き、

積極的に売り込む、もしくは、町長自らがト

ップセールスを行う考えはあるか伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 当町の進出検討企業への直

接的な働きにつきましては、現在も様々な方

面の関係者を通じて私自身も行っているとこ

ろであります。 

 また、今後は様々な提案などを受け、町等

にとって必要と感じた場合には、私自らがト

ップセールスしてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 町長自らトップセ

ールスを行うという力強い答弁がありまし

た。執行部の方々との意見を参考に強力に推

進されることを期待しております。 

 では、最後の質問に移ります。 

 中小企業の事業承継についてです。 

 地域経済の基盤を支える中小企業の後継者

不足は、そのまま地域の雇用、特に中能登町

が誇る繊維産業などの技術、ノウハウの消滅

に直結する重大な問題です。 

 親族内承継が困難な企業が増加する現状に

おいて、第三者への承継を前提とした行政の

より積極的な関与が不可欠と考えておりま

す。 

 以下の３点について、町としての見解を伺

います。 

 １点目、事業承継に向けた体制整備と潜在

ニーズの掘り起こしについてです。 

 事業承継は時間がかかったり、経営者の思

いが詰まったデリケートな問題です。町とし

て、以下の点で体制強化と行動、アウトリー

チの強化を図る考えがあるか伺います。 

 石川県事業承継・引継ぎ支援センターなど

の外部専門機関並びに税理士会や商工会と連

携を強化した、より専門的な相談窓口を設置

し、経営者の潜在的な承継ニーズを掘り起こ

すためのアウトリーチ活動、企業訪問やセミ

ナー開催などを強化する予定はありますか。 

 ２点目、第三者承継（Ｍ＆Ａ）と外部人材

を活用した後継者マッチング支援についてで

す。 

 親族外の第三者への事業引継ぎ、Ｍ＆Ａを

円滑に進めることは、地域外から新しい資本

や人材の導入につながり、地域活性化の一翼

を担います。この攻めの承継支援について検

討する考えがあるか伺います。 

 ３点目、地域活性化の貢献する人材への支

援についてです。 

 事業承継は、単に企業を存続させるだけで

なく、人口減少対策と地域活性化の観点から

も重要です。町外からのＩターン、Ｕターン

企業家が中能登町の企業を承継する場合に、

定住支援策や事業支援策を優遇するなど、移

住定住政策と連携した事業承継支援を検討す

る考えはありますか。 

 これらの質問は、さきの質問と同様にはな

りますが、町の就業人口の維持と増加という

根幹に関わる重要なテーマです。執行部の皆

様には地域企業が確実に未来へつながるため
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の具体的で実効性のある政策を求め、本件に

関する町長をはじめとした執行部の見解を伺

います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 事業承継についてご質問に

お答えします。 

 まず、１点目の事業承継に向けた体制整備

と潜在ニーズの掘り起こしについてと２点目

の第三者承継と外部人材を活用した後継者マ

ッチング支援につきましては、関連性がある

ことから併せて回答させていただきます。 

 議員ご指摘のとおり、石川県産業創出支援

機構による事業承継・引継ぎ支援センターの

取組があります。当町においても、人口減少

による商圏の縮小や、後継者不足などから、

対策の必要性が増しているものと認識をして

おり、町内事業所の存続に供するためにも、

今後、関係機関と連携するなど、検討してま

いりたいと思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いをいたします。 

 次に、３点目の移住定住政策と連携した事

業承継につきましては、移住者やＵターン者

の労働の受皿として、一定の役割を果たすも

のと考えられます。 

 今後は商工会などの関連機関と連携しなが

ら、ニーズの把握に努め、事業効果なども含

め、支援策を検討してまいりたいと考えます

ので、ご理解のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 商工会とか金融機

関は、もう既にあと数年で廃業を検討してい

る事業者に関する潜在的な情報を把握してい

るかどうかを考えています。 

 町として廃業予備軍データを関係機関と共

有し、事業承継支援の最優先リストとして活

用するための具体的な連携体制を構築する計

画はありますか。 

 そして、特にどのような業種を優先的に事

業承継していかなければならないとお考えで

しょうか。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 商工会において、廃業を検

討している業者に対する潜在的な情報を把握

しているのかは分かりませんが、関係機関と

の連携が具体化する場合には、議員のご提案

するような連携体制の構築も考えられると思

います。 

 また、連携に関わる検討の中で町が求めら

れる役割を整理し、連携体制を検討していき

たいと思います。特定の業者を優先するとい

うことにつきましては、基幹産業である繊維

産業の重要度は高いと思いますが、町民の生

活に直結する小売業などの重要度も同様であ

ると思いますので、特定の業種を優先するこ

とは考えておりません。 

 町には創業支援はありますが、その事業継

承の補助的な要するに継承される方に対して

の補助制度はありません。これいずれは、い

ずれちゅうかつくらなければならないと考え

ております。 

 なかなかこの事業承継する、私も繊維産業

やっとるんですが、今９月30日で辞めまし

た。なかなかこの事業承継が難しかったで

す。いろんな方面で自分の機械を使って、仕

事してくれる人を半年ぐらいにわたって探し

ましたが、１人目、２人目来てかって、覚え

ようとしたんですが、なかなかちょっと体力

もいるし、この人物というか、そういう人の

問題もあるんで、なかなかうまくいきません

でした。今やっとこの10月から承継をしまし

て、今工場で働いていただいております。 

 この承継をする場合、本当に私の承継され

た方は、県外の方です。県外の方に、産業機

構は言わなかったんですが、ちょうど縁あり

まして県外の方に事業承継をさせていただい

て、今工場を移転しまして、そこで今、移転

したというか前の工場をそのままに使って借

りてたところをやっとるんですが、なかなか

県外から来られたんで、いろんな面でこっち
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へ移住しながらやっていこうということで今

来られてやってますが、なかなか覚えるのが

大変でして、従業員も辞めると言うとったん

ですが、そういう方をそのまま入っていただ

いて、みんな70歳代の方が仕事していただい

たんで、本当に人の問題とかこれからのこと

について、やっていかなければならないとい

うことで、本当は私ももう繊維産業は、魅力

がないような形で皆さん思われますが、ニッ

チ産業いうて隙間産業ではあるんですよ。そ

の隙間を縫ってかって私たちが私が47年間仕

事してきたんで、機械もやっぱりそういう機

械も作ってませんし、今うちの親会社にして

も大事なやっぱり機械なので、それを今こう

いう公費解体の時期に一つ、この公費解体の

工場を壊しました。その機械をまた別のとこ

持っていって今稼働しようとしておるんです

が、なかなか承継してくれる人がいない。そ

してその仕事をなかなか覚えられないという

ことで、かなり半年以上かかりましたけど、

一応今そういうプロのサービスする人がおり

ますので、そういう人を頼みながら、やって

いるような状態です。 

 本当に多分中能登町で事業承継する人で商

工会とか私もいろんな場で話ししましたけ

ど、なかなか現れませんでした。繊維産業と

言いながら現れなかったということは非常に

残念だったんですが、何とか来られて今その

仕事をしていただいております。 

 これから本当に繊維産業にかかわらず、や

はり今の食べ物屋さんとか、そういうところ

が衰退していくように聞いておりますので、

飲み屋さんも辞めるといって誰か継承という

ようなとこがありますので、そういうところ

を手厚く、何とかそれを引き継ぐ人を探して

いかなくちゃならないんじゃないかなという

ことを思っております。 

○議長（南 昭榮議員） 木下智治議員 

○１番（木下智治議員） 町長も事業承継に

ご苦労されたんだなと、ちょっと改めて実感

しました。やっぱり簡単にはいかないなとい

うことを重々承知の上で僕も今質問しており

ますが、未来のつながりを確実にしたいの

で、スピード感を持ってこういう事業を進め

ていってほしいなと思います。 

 事業承継は、そこに携わる方々の技術や情

熱、そしてその会社の風土が絡み合って簡単

にはいかないとは重々承知しておりますが、

真正面から取り組まなければならないとも考

えます。皆で知恵を絞って、町の未来を盤石

なものにするために一歩ずつ着実に前進して

まいりましょう。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、８番 土

本 稔議員 

  〔８番（土本 稔議員）登壇〕 

○８番（土本 稔議員） それでは、一般質

問を始める前に、今年を振り返ってみます

と、猛暑、酷暑といった夏が過ぎて、もう12

月となり除雪の準備が始まりました。昨日、

私の黒氏地区で除雪会議が行われ、区民によ

る除雪計画を再確認いたしたところでありま

す。区民の皆様の声では、やっぱり町の除雪

は車に対しての対応であり、子供たちの安全

のため通学路確保のための補助除雪の対応を

確認したところであります。自覚は皆さんな

いですけども、区自体がこどもまんなかサポ

ーターだなと思うのであります。 

 さて、2025年今年の漢字は熊でありまし

た。全国で熊の被害が発生し、大きなニュー

スとなりました。県内の市町では一般質問に

熊対策について質疑のやり取りの記事を拝見

いたします。当町においても現在被害がない

わけでありますが、防災と同じで備えあれば

憂いなしの考えで、対策は必要ではないかと

思うのであります。 

 広報なかのとでは、熊に不意に遭遇した場

合の対処方法が掲載されておりますが、そも

そも熊は襲ってくるわけで、出会わないとい

うのが一番の対策ではないかと単純に思うわ
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けであります。 

 夏は酷暑で熱中症アラートによる不要の外

出は控える。秋は熊に遭遇しないように不要

の外出は控える。そんなことを考えますと、

こどもまんなか宣言をした当町において、安

心な遊び場、屋外遊具施設の新設や児童館の

充実がさらに求められるんではなかろうかと

今年の漢字、熊を見て思うのであります。 

 では質問に入ります。 

 町祭の今後について伺います。 

 今年度、町政20周年記念として、一青窈さ

んなどを迎えた音楽イベントが10月12日に開

催されました。多くの方々が来場されたイベ

ントとなりました。やはり町民の声として、

町祭を復活してほしいという声を聞くのであ

ります。 

 しかしながら、震災の復興を最優先で取り

組んでいる現状から、以前のような大規模な

町祭の開催は難しいことも理解するのであり

ます。 

 中能登町財政計画の取組の中に、町単独事

務事業の抑制とあります。事業名は各行事の

見直しであり、取組内容は町行事の併催や廃

止、規模縮小と記載されています。限られた

財源の中で、住んでよかったと思えるまちづ

くりの実現に向けて、町民の声を形にする工

夫が求められると思います。 

 では、質問です。 

 今年度、町政20周年記念として音楽祭を開

催したが、今後も町祭を望む声もあります。

継続するには工夫が必要だと考えますが、今

後の考えを伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 町祭の今後についてのご質

問にお答えします。 

 町では10月12日に町政20周年を記念した音

楽イベントを開催し、中能登町にとって悲願

でありました歌手の一青窈さんをメインゲス

トとしてお招きし、およそ3,000人が来場さ

れ、コロナ以降で町主催による町民総出でに

ぎわう姿を久しぶりに見ることができまし

た。 

 当日は、姉妹町である三重県紀宝町や津幡

町の物産、各小学校によるおにぎりダンス、

そして５年ぶりの町民の皆様に参加していた

だき、中能登音頭が披露されるなど、復興へ

の祈りと町の魅力が詰まった特別な日となり

ました。 

 今回のイベントでは、復興の願いを音楽で

伝えることをテーマにして、開催の時間や内

容をコンパクトにしたほか、大学生や高校生

などがボランティアとして参加するなど、若

い力も巻き込み、一緒にイベントを盛り上げ

てもらいました。 

 また、当日の参加者へのアンケートにも、

来年以降も続けてほしいという意見が多数あ

ったことは承知をしておりますが、今後は

様々な団体による既存イベントにも連携しな

がら、町民自らが楽しみ、町民の地域が一体

となってつくるイベントにしていきたいと考

えております。 

 町といたしましては、町民や団体、地域の

主体性を大切にしつつ、町の財政状況を見極

めながら、持続可能なイベント開催に向け、

創意工夫を重ねてまいりたいと考えておりま

すので、ご理解のほどよろしくお願いをいた

します。 

○議長（南 昭榮議員） 土本 稔議員 

○８番（土本 稔議員） この今回の音楽イ

ベントでありますが、広報なかのとでも大き

く掲載されております。表紙を飾った一青窈

さんの写真はインパクトがあり、印象的でも

あります。その点はよいのでありますが、21

歳の若者の意見であります。 

 一青窈さんの背景は、能登部駅でありま

す。普通に考えて、人と人との地名の由来か

ら、本来良川駅が背景であるべきじゃないか

と。何か鹿西地区に偏ってないですかと。 

 私にはインパクトが抜群の写真でしか感じ

られなかったんですが、一度東京に出て地元
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に帰ってきた21歳の青年の目に映った表紙に

は、そんな感情が抱いたんだなと。このこと

を私に伝えてくれた青年は直訳すると単純に

地元が大好きなんだということを感じた瞬間

であります。 

 先ほど町長も音楽祭の件の評価はしており

ましたが、今回の音楽イベントについては、

私には厳しい意見がたくさん多くありまし

た。一青窈さんの場面でしか、たくさんの人

がいなかったとか。また、企画運営に対して

厳しい意見も多く聞きました。ボランティア

もいたと、大学生や高校生もいたと町長おっ

しゃっておりますが、ぱっと見、ほとんど町

職員ばかりでありました。女性協議会の中心

の総踊りですか、総踊りの参加者は、帰りの

車中は皆さん愚痴ばかり。どこに主体性があ

るのか。キッチンカーもたくさんいたんです

が、やはりキッチンカー値段も高いし、能登

の復旧に全く関係がないって、ただのイベン

トだと、に感じると。そのほかは地元中心に

開催しとる雨の宮古墳まつりのほうが盛り上

がっていたと。また、生涯学習の集いのほう

が楽しかったと。そんな意見も伺いました。 

 音楽イベントは、そもそも開催日がずれ、

準備不足が否めなく、町民の一体感が薄くて

盛り上がりに欠けたのではないかと思うので

あります。 

 今後、どうすればよいかでありますが、参

考にすべきは、やはり私個人的には姉妹都市

の紀宝町みなとフェスティバルであります。

地元の主催感がにじみ出て、職員も露店も来

場者も皆さん楽しんで、一体感を感じるイベ

ントであります。 

 感心したのは、各ブースでの健康チェック

や防災・防犯コーナーがあり、会場を１周す

るためのスタンプラリーなどを企画しており

ました。 

 帰ってきまして、当町の職員の中で、中に

はやっぱり保健師さんや管理栄養士さん、介

護福祉士さんなど資格所有者が多数いるとも

伺いました。 

 しかしどうでしょう。今回の音楽イベント

では、私が拝見したところでは、保健師さん

がごみ当番を担当する場面を拝見しました。

そういうごみ当番も大事なことなんですけ

ど、何かもったいないような気がするわけで

あります。 

 では、提案であります。予算の関係から、

私も行事の併催を検討した上で、町民も参加

しやすく、町も伝えなくてはならないことを

一緒に行うと。各課がブースを持ち健康保険

課では健康チェックコーナー、長寿福祉課な

ら介護コーナー、もちろん危機管理課では防

災コーナー、各課がブースを持って町民皆さ

ん参加型の企画をしてみてはどうかと思うの

であります。 

 舞台では子供向けのアンパンマンショーも

大切、必要ですが、単価の高いこれが芸能人

を呼ぶというよりも、紀宝町の太鼓とか、広

域連携している七尾市、羽咋市の郷土芸能や

獅子舞、教育長にお願いして、姉妹都市の台

湾基隆市の中学生の演出も面白いのではない

かと思うのであります。これから従来と同じ

ことができないけれども、何か工夫したらで

きるのではないかと。一昔前の旧町時代の文

化祭り的な感じで続けていければなと思うわ

けであります。予算や規模は一旦縮小して見

えるわけでありますが、決して中身は劣らな

いと思うわけであります。 

 復興に向けた取組として大事なことは、助

け合いの精神、自助・共助・公助、そして困

難を乗り越えるという一体感だと思うのであ

ります。 

 再質問でありますが、この提案について率

直な所感を伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 今ご提案いただきました各

課ブースをつくってかってやるのも大変面白

いと思います。ただ、今回の20周年の復興イ

ベントは、本当は夏にやりたかったんです
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が、一青窈さんのスケジュールの都合で10月

にずれてしまいました。本当は８月の終わり

頃にやっとけばよかったんですが、ただ本人

が復興イベントなので、慰問的に行きますよ

ということを言われたので、もうおっぴろげ

に舞台組んでというのは当時考えていません

でした。ただ、この施設慰問してかってきま

すよというような感じで言っておいでたの

で、お姉さんとこんな話をしていってて、慰

問に来てかってやれば、もうゼロ円でします

よというような形でやってたんですが、いろ

んなことで執行部とみんなで話して、せっか

く来ていただけるなら歌も歌っていただい

て、簡素に予算も金もないんさか、従来のイ

ベントの半分以下でやろうということで、ボ

ランティアもそろいましたけど、実際ボラン

ティアは五、六人しか来ておりませんでした

けど、あと大学生とか高校生はちょっと手伝

いしてくれましたが、当日はキッチンカーに

しろ、ほかにもいろんな七尾にしろ、その今

たきお住宅のところにもキッチンカーが10台

ほど行ってましたんで、なかなか集まり方が

悪くって、ちょっとひとつ盛り上げ方が欠け

たとこありますが、今回いろんなことでして

かってよかったねというがで、また来年もや

ってくださいというような声も聞きましたの

で、これからどういうふうにするのか。今、

土本議員言われたこの提案に基づきまして、

何かやらなんなということは感じておりま

す。 

 ただ、この一番残念だったのは、花火皆さ

んご覧になれましたか。麻の花火の10月、ト

レイルランの前の日に花火上がったんです。

それは民間の団体が全国麻フェスティバルと

いうことで、開催していただきまして、これ

は民間の力で全部全てやったんです。うちは

役場に机と椅子とあとこの何やったっけ、ｽｲ

ｼﾝﾀｲの皆さんのちょっとお力を借りたいとい

うことだけでされてたんですが、本来はその

11月の２日の日にラピアを周辺にして、会場

もラピアの中に入れてやる予定だったんです

が、トレイルランとちょうど一緒に合致しま

したので、もう完全に平和堂のほうへ移って

いただいて平和堂の空いてるとこでいろんな

イベントをしていただきました。 

 ２日間で全国から、あのイベントも2,000

人近く来られたということを聞いております

ので、私も見に行きました。 

 本当にいろんな麻を作っとる福井とか富山

とか、そういうところの産地の方が来られ

て、いろんなブースを作ってその郷土芸能も

富山なら八尾の踊りとか、福井なら勝山の見

たことないような踊りとか、獅子舞ではない

んですけど、演舞でした。ああいうような祭

りを本当に民間の皆さんの力を借りて、ぜひ

じっくりと花火も上げていただいて、花火も

全部30分ぐらい上げましたけど、1,000発上

げたそうです。それも全部この花火の協会、

日本麻ﾄｵﾘ協同組合がされて、花火の中、麻

の中に炭で消し炭になるとこがあるらしいで

す。その消し炭を能登煙火で創作しまして、

それを花火を上げたということで、なかなか

きれいさが少し違うような花火だったので、

来年もぜひそのフェスティバルをいつの時期

に来られるか、全国大会ですから回ってきま

すので、またぜひこっちへ来ていただいて、

その花火も上げていただいて、上げていただ

きたいなということで、また、栃木県の大森

さんという方なんで、鹿沼やったっけ。どこ

やったっけ。（「鹿沼」と呼ぶ者あり）鹿沼

やね。鹿沼の方なので、その麻を作って今の

大の里のしめ縄とか、神社のしめ縄を作って

いる人なので、そういう日本麻協会の力をお

借りして、来年、町は力何も入れてあげられ

なんだんで、来年は力入れて、来ていただけ

ればですよ、そういうのもちょっと考えたい

なということで、この間、みんなとちょっと

話をしておりました。 

○議長（南 昭榮議員） 土本 稔議員 

○８番（土本 稔議員） 私、イベントにつ
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いて先ほど申し上げたとおり、一青窈さんの

ときだけ人がたくさんおったと。ほかのとこ

やっぱり寂しかったということやもんで、何

か工夫が必要ではないかという考えでありま

して、私も全国麻振興協議会のイベントにも

行かせていただきました。民間とはいえ、や

っぱり全国大会だけあって、スタッフもよう

けおったでしょうし、いい企画のあれも十分

やっただろうというような思いで、花火につ

いては町民の皆さんから大好評やったのも伺

っておりますし、私自体、自宅からも見えま

した。派手なことはなかなかできなくても、

工夫すれば私はできると思うわけでありま

す。それがやはり参考にしたいのはやっぱり

紀宝町のみなとフェスティバルかなと思うわ

けであります。 

 何せ本当に職員の皆さんも楽しんでイベン

トをしとると、そんなような感じで受け取っ

ておりますので、また、そういったいいとこ

を学んで今後、生かしていただきたいなと思

うわけであります。 

 町の財政計画の中には、やはり事業の縮

減、圧縮、規模の縮小、補助金額の縮減、利

用料の値上げ、手数料の段階的な値上げな

ど、復旧・復興には予算がかかるのは十分理

解するのでありますが、やはり皆さんが我慢

するときは我慢する。しかしながら、求めら

れたことに対しては応えてあげたいと思うわ

けであります。 

 議会活性化委員会の新聞を見た方が、こう

言いました。町民には、将来負担が大きくな

るのは分かっているのに議会ではなぜ、成り

手不足を理由に報酬の見直しを要望している

と。町民の皆さんからそんな指摘も受けてお

ります。皆さん意見や考え方はいろいろあり

ますが、縮小や削減、値上げばかりが先走っ

ては、町民の声を形にできなければ、やはり

音楽イベントのサブタイトルである中能登町

の希望と平和が100年続きますようにとはな

らないと思うと申し上げて、次の質問に移り

ます。 

 温浴施設について伺います。 

 ６月の一般質問をさせていただいた温浴施

設であります。震災からもうすぐ２年たとう

としています。今日今朝４時にも地震が発生

し、フラッシュバックした瞬間でありまし

た。 

 思い起こせば、一番先にはやはり水、食

料、次に暖房の燃料やガソリンなどでありま

す。今でも思うのですが、当町の断水期間は

奥能登よりも期間が短く、水の大切さやお湯

の大切さを痛感したわけであります。 

 現在当町における温浴施設は、健康ハウス

「憩」だけであります。健康ハウス「憩」も

喫茶コーナーの復活や直通バスの運行など、

運営に尽力していることも十分理解しており

ます。 

 しかしながら、復旧・復興まちづくりアド

バイザー会議の提言の一つに、道の駅周辺に

温浴施設、屋内プールの整備とあります。既

存温浴施設の再建につきましては、建物の耐

震性などから再建できないと前回答弁を伺い

ました。 

 私、前回も言いましたが、温浴施設の新設

につきましては、基本構想や計画、工事など

あり、すぐ実現できるものではありません。

まちづくり、将来のまちづくりプランの一つ

であります。 

 ちなみに、宝達志水町の高下町長の公約の

一つである古墳の湯の再建、幾ら町長だと言

え、すぐに実現できないぐらい温浴施設とい

うのは大きなプロジェクトであります。 

 しかしながら、基本、やはりアドバイザー

会議での提言に受けたものに対して、少なか

らず答える必要があると思います。 

 １点目の質問ですが、温浴施設について、

６月の一般質問からの現状を伺います。 

 ２点目であります。 

 震災を経験して、温浴施設のありがたさを

痛感したわけでありますが、その当時、お隣
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の七尾市民から中能登は水が出て羨ましいと

幾度も言われました。当町においては、井戸

水や県水もありますが、とりわけ取水の井戸

水が活躍したのであります。 

 中能登町の特産品は、おにぎりやどぶろく

もございますが、やはり身近な水や震災復旧

に大活躍しているのが二宮の砕石でありま

す。 

 では、水の大切さを痛感したわけですが、

弱点といえば水質（スケール）であります。

この炭酸カルシウムスケールが結晶化して、

温水器内の配管やフィルターに堆積し、故障

の原因となるわけであります。 

 結局、中能登の水はカルキが多く、水質が

悪いとうわさが広まるのであります。 

 ２点目の質問であります。 

 震災を経験し、衛生面やストレス軽減など

あり、温浴施設のありがたさを再認識した

が、家庭の温浴設備に対し、スケール、水質

（スケール）について現状と今後の考えを伺

います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 温浴施設についてご質問に

お答えします。 

 まず、１点目の復旧・復興まちづくりアド

バイザー会議の提言の一つに温浴施設の整備

等がある。６月の一般質問から現在の状況を

伺うについてご質問にお答えします。 

 温浴施設が健康ハウス「憩」の１か所にな

ったことから、今年度町では道の駅織姫の里

なかのとから老人福祉センター「ゆうゆう」

を経由し、健康ハウス「憩」までの無料送迎

バスの運行や、健康ハウス「憩」内に新たな

事業者を迎えて喫茶コーナーを再開するな

ど、利用者の利便性の向上を努めておりま

す。 

 また、さきの６月定例会議において、新温

浴施設の設置については、財政面からも町独

自では難しいため、民間事業者を含めていろ

いろ打診している。今後は健康ハウス「憩」

を大事にしながら、民間事業者を探っていき

たい。能登半島地震から復旧・復興の状況を

見定めながら、しかるべき時期に設置の可能

性や民間の力を活用することも含めて、検討

していく必要があると考えていると答弁をい

たしました。 

 その後も民間事業者に打診を続けています

が、なかなかよい返事がいただけない現状で

あります。 

 また、令和６年11月に開催された中能登町

復旧・復興まちづくりアドバイザー会議にお

いて様々な提言をいただき、その一つに温浴

施設の整備に関する提言があったことから、

復旧・復興プランを踏まえて、町ではこの10

月に関係課で今後の方向性等を協議を行いま

した。その中では、短期的な施策として健康

ハウスについては、その都度その都度に必要

な改修を行い、町民の方が利用しやすい環境

を整えて最大限に活用していくことを優先す

る。そして中期的な展望としては、復興に向

けたまちづくりビジョンについて協議を重

ね、その中で新温浴施設の整備についても、

復旧・復興の進捗状況や人口減少、厳しい財

政状況も勘案し、その可能性を含めてスケジ

ュール感を持って検討していく必要があると

の結果でありました。 

 町としましては、総合計画や公共施設等総

合管理計画の整合性を図りながら、町民の皆

様が健康で生き生きとした生活を送ることが

できるよう、今後も協議を進めてまいります

ので、ご理解のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

 次に、２点目の震災を経験し、温浴施設が

地域住民の心身の健康維持や生活再建におい

て極めて重要な役割を果たすことを改めて痛

感いたしました。 

 この認識を踏まえ、家庭内のエコキュート

施設における水質の現状と今後の対応につい

てお答えします。 

 これまでにもスケール成分に関する質問を
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いただいた際には、説明してまいりました

が、改めて強調いたします。 

 当町の水道水は、水道法に定められた厳格

な基準を確実に満たしており、豊富なミネラ

ル成分を含有する硬度の高い全国的にも誇る

ことができる良質な飲料水であることを自負

しております。 

 しかしながら、エコキュート器の熱い熱伝

導管の中において、硬度の高い水が加熱され

る過程で、水中のミネラル成分が固まり、付

着する現象が発生することは事実でありま

す。この現象は、管の閉塞や機器の故障を誘

発する要因となり得ることについても、町と

して十分に認識をしております。 

 水質改善の具体的な手段としては、新たな

水源を開発することや、水質改善機器の設置

をすることで、硬度の低い水を供給すること

も考えられます。 

 しかしながら、これを実現するためには、

詳細かつ長期的な調査の実施並びに巨額の投

資を要するため、水道事業会計のみで対応は

現実的に困難であると判断しております。 

 このため町としては、給湯器メーカーに対

し、機器の適正な販売及び使用に関する責任

を明確にするよう、強く働きをかけて行って

まいりました。 

 さらに、消費者庁や経済産業省を加えて国

会議員への要望事項を通じ、具体的かつ実効

性のある対応策の提案を続けているところで

あります。 

 今後も町としましては、国及び県に対し、

継続的かつ積極的に要望活動を展開する方針

であり、あわせて他自治体の動向を先進的施

策を参考にしつつ、検討を重ねてまいりたい

と思います。 

○議長（南 昭榮議員） 土本 稔議員 

○８番（土本 稔議員） １点目の質問です

が、短期的・中期的の考え方が分かりまし

た。私が言いたいのは、ちょっと中期的なこ

とかなと思うわけであります。 

 健康ハウス「憩」の後釜というか、その後

の温浴施設についてであります。６月の一般

質問で温泉という話もございましたが、私も

いろいろ調べてみると、温泉での運営という

のは、大きな予算が必要であります。ならば

温泉にこだわらず、今の「憩」のような水を

温水に変える設備でよいのではなかろうか

と。そして、道の駅周辺なら防災拠点や避難

所としての役割や憩いの場、交流の場として

も機能が兼ねられると。想像するだけでまち

づくりプランが見えてくるような気がするわ

けであります。 

 昔の人は関東や関西に行き、豆腐屋や銭湯

を経営していたという歴史もございます。こ

ういった古きよき文化を継承する意味でも、

温浴施設の在り方を深く考えさせられるわけ

であります。 

 また、まちづくりアドバイザー会議の提言

と同じく、震災後、小学校や中学校で町長が

出向いて行われた懇談会、子供たちが想像す

る未来へよりよいまちづくりの意見に対して

は、何らかの形を示さなくてはならないと思

います。町長が学校に行って子供たちに聞く

だけ聞いて何もしないということは、あまり

にもちょっと教育上よろしくないなと僕は思

うわけであります。 

 ２点目の質問ですが、今後、国・県に働き

かけていくということであります。でも以前

から当町における炭酸カルシウムスケールに

おける温水機器の故障は問題視されておるわ

けであります。 

 この問題に対して田中参事におかれては、

上下水道時代からこの問題に取り組んでいた

課題であります。ポットややかんなどで実証

実験をされていたことも覚えております。な

ので、私としては、そろそろ何らかの施策を

打ち出してもいいのではと思うわけでありま

す。 

 この問題というのは物すごい難しい問題だ

からこそ、次の世代に先送りしてはいけない
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ような気がするわけであります。 

 再質問でありますが、下水道や上水道のラ

イフラインの復旧が最優先でありますが、将

来また温水器の故障問題が発生すると予想し

ますが、担当所管部署である生活環境課の所

見を伺います。 

○議長（南 昭榮議員） 田中参事兼生活環 

境課長 

  〔田中 智参事兼生活環境課長登壇〕 

○田中 智参事兼生活環境課長 土本議員の

再質問にお答えをいたします。 

 このスケール問題につきましては、もうか

れこれ十数年前に議員各位からご質問を受け

まして、実証実験等々繰り返しながら対策を

考えてきておるところではございますけれど

も、やはり先ほど町長が申し上げたとおり、

この対策については、新規で新たな施設を造

るなり、新たな井戸を掘るなり、いろんな方

法はございましたけれども、どれも多額の費

用が発生するということで、対策については

現在のところ対応はしていない状況です。 

 なおかつ、この水道会計のみでの対応も、

これは料金の引上げ等々にも絡みますので、

なかなか踏み込んでの対策は講じておりませ

ん。 

 上下水道課の所見といたしましては、これ

からいろんな事業者もございますので、いろ

んな方面でいろんな聞き取りをしながら、最

善の改善ができるものがあれば、また検討も

していきながら、進めていきたいというふう

に考えております。 

 以上であります。 

○議長（南 昭榮議員） 土本 稔議員 

○８番（土本 稔議員） 物価高の現在、温

水器の故障というのは、やはり家庭に対して

大きな出費というか打撃であります。復旧・

復興と並行して問題を克服していく必要があ

ると思います。 

 年末年始、出費が多くなる時期でもありま

す。現在、物価高騰対策を検討している自治

体や実施している自治体もあるそうでありま

す。 

 当町においても検討されておるとは思いま

すが、隣の七尾市では、全市民に対し3,000

円の商品券を配るとも伺いました。国政で

は、高市政権が発足され、支持率が高い水準

であります。評価の一つは、対応が早いとい

うことであります。復旧・復興と並行しなが

ら、未来のまちづくりのため共に町民の声を

形にしていきましょうと申し上げて、私の一

般質問を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） ここで、14時45分

まで休憩をいたします。 

           午後２時38分 休憩 

 

           午後２時45分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ９番 笹川広美議員 

  〔９番（笹川広美議員）登壇〕 

○９番（笹川広美議員） それでは、通告に

従い質問をいたします。 

 まず、「重点支援地方交付金」の活用につ

いて質問いたします。 

 長引く物価高騰が国民の生活を圧迫してお

ります。今回、自治体が独自の物価高騰対策

として、柔軟に活用ができる重点支援地方交

付金が拡充され、２兆円が計上されました。

日々の暮らしに苦しんでいる住民のもとへ、

できるだけ早く届けることが重要でありま

す。県内でも、この12月議会に間に合わせる

対応を図った自治体も見られます。 

 当町では迅速な給付ができる体制は整えて

いるのでしょうか、対応をお聞かせくださ

い。 

 そして何よりも物価高騰対策の本丸は、即

効性ある食料品高騰への対策です。当町の具

体的な対応をお聞かせください。 

 以上、２点についての答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 



－57－ 

○宮下為幸町長 重点地方交付金の活用のご

質問にお答えします。 

 １点目の迅速な給付ができる体制につきま

しては、現在、国から重点支援地方交付金に

関する通知が届いており、対象事業の取りま

とめを行っている段階であります。今後、国

の補正予算可決後に国より正式な交付金額が

示され、町では具体的に事業内容と事業費を

協議し、議会にお示しをする予定としており

ます。 

 次に、２点目の食品高騰への具体的な対応

策についてでありますが、住民生活に関する

即効性のある支援としましては、商品券の配

布やキャッシュレス決済ポイントの還元など

が考えられます。 

 町といたしましても、国の方針に寄り添う

ような支援策として、町内でも使用できる商

品券の配布を現在検討しております。 

 今後、できるだけ町民の皆様に迅速にお届

けできるよう進めてまいりますので、ご理解

のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） しっかりと今対応

図っていただいておるという答弁だと受け取

りましたので、ぜひできるだけ早く、また当

町のこの中能登町議会も通年制でいつでも招

集できる体制となっておりますので、ぜひ早

急に住民の皆さんのもとに、町民の皆さんの

もとに届くように、しっかり推進していただ

きたいと思います。よろしくお願いをいたし

ます。 

 次に、「子どもにやさしいまちづくり」へ

の取組について質問をいたします。 

 ユニセフでは、みんなが幸せになれるまち

をつくるために、子供にやさしいまちづくり

事業（ＣＦＣＩ）を推進しています。ＣＦＣ

Ｉとは、子供と最も身近な行政単位である市

町村等で子どもの権利条約を具現化する活動

です。その特徴は、町の人々がみんなのまち

をつくっていくこと。とりわけ子供たちも、

まちづくりの主体、当事者として位置づける

ことです。そして今、日本の自治体でもこの

取組が広がっております。 

 子供にやさしいまちとは、子供の最善の利

益を図るべく、子どもの権利条約に明記され

た子供の権利を満たすために取り組むまちの

ことです。 

 2023年４月に施行されたこども基本法に基

づき、2023年12月に閣議決定されたこども大

綱では、こども・若者は権利の主体であり、

今とこれからの最善の利益を図ること、こど

も・若者とともに進めていくことといった子

供施策に関する基本的な方針を掲げ、こど

も・若者が権利の主体であることを社会全体

で共有していくことを重要事項としておりま

す。その実現のために、子供たちの住む自治

体での取組が一層重要になっています。 

 宮城県富谷市では、子どもにやさしいまち

づくりは、担当課だけではなく、市役所全体

で取り組まなければいけないと、2018年５月

に富谷市子どもにやさしいまちづくり推進庁

内連携会議を設置し、同年11月には、富谷市

子どもにやさしいまちづくり宣言を行ってお

ります。この宣言により、市民一人一人に子

供の権利を大切にするという考えが広まり、

町全体で子どもにやさしいまちづくりへの機

運が醸成されているとのことです。 

 そして毎年度の事業評価がこども向け版と

しても示され、さらなる事業の推進が発信さ

れています。 

 子供の権利についての教育や啓発活動を積

極的に行い、子供たちが自分の権利を理解

し、自分の権利を守るための行動を促す社会

環境の整備は大変重要であります。 

 子供が１人の人間として大切に扱われ、安

全に安心して暮らせる環境整備なくして、持

続可能な地域の未来はありません。子どもに

やさしいまちづくりは、ひいてはお年寄りや

女性をはじめとする全ての人に優しいまちづ

くりへとつながります。 
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 北海道の安平町では、子どもにやさしいま

ちづくりを、１、子どもが当たり前に意見で

きるまちづくり、２、子どもが安心して遊べ

るまちづくりと捉え、子供たちが主人公の町

を目指しています。 

 地域育成会などと連携しながら、子供の意

見を尊重し、遊ぶ場づくり、遊ぶ機会づくり

に取り組んでいます。この遊び場づくり、遊

ぶ機会づくりを通して、その主役である子供

たちが、意見や考えを表明する協議の場をつ

くることは、子供の自己肯定感や主体性など

の人間力を育むことにつながっています。 

 また、まちづくりの方針を決定する場に、

地域の未来を担う子供たちを積極的に参加さ

せることは、自分の思いを整理し、友達や大

人の意見を尊重するなど、一人一人のコミュ

ニケーション能力を磨く絶好の機会になって

います。 

 中能登町では先月11月４日にこどもまんな

か応援サポーター宣言を行いました。今後、

町として子どもの権利条約を具現化する活動

が推進されることと大いに期待をしておりま

す。 

 そこで、その具体的な取組として、２点に

わたりお聞きをいたします。 

 まず、１点目としては、全庁挙げて子供と

全ての町民に対する子供の権利についての教

育や啓発活動を積極的に推進すべきではない

でしょうか。 

 ２点目は、子供のための事業等をはじめ、

まちづくりの方針を決定する場などにも当事

者である子供たちが積極的に議論に参加でき

る仕組み、制度を整備すべきではないでしょ

うか答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 子どもにやさしいまちづく

りへの取組のご質問にお答えします。 

 まず、１点目の全庁挙げて子供と全ての町

民に対する子供権利についての教育や啓発活

動に積極的に推進すべきではないかについて

ですが、国連の総会で採択された子どもの権

利条例には４つの原則を示しております。 

 １つ目は、全ての子供はどんな理由でも差

別されないこと。２つ目は子供にとって最も

よいことは何かを第一に考えること。３つ目

は子供の命が守られ、それぞれの能力を伸ば

し、成長できること。４つ目は、子供が自由

に意見を述べ、尊重されることとうたってお

ります。 

 また、今年度４月に策定した第３期中能登

町子ども・子育て支援事業計画では、３つの

基本目標の第一に、すべてのこどもの権利が

守られる地域づくりを掲げ、さらに、11月に

行ったこどもまんなか応援サポーター宣言で

は、子供たちのために何が最もよいことかを

常に考え、子供たちが健やかに幸せに成長で

きる社会を実現することを宣言しておりま

す。 

 このこどもまんなかの理念の下、全庁挙げ

て子供の権利に関する教育や啓発活動を積極

的に推進することが求められていると受け止

めております。今後は学校教育での取組や、

町人権擁護委員による保育園や小中学校での

人権教室のほか、広報誌やパンフレット、ホ

ームページなどを活用した啓発活動を通じ

て、子供や保護者、地域の皆様に子供の権利

の意義を分かりやすく伝えられるとともに、

子供たち自身が自分の権利を理解し、それを

日常生活や学びの中で生かすことができるよ

う環境づくりに取り組んでまいります。 

 次に、２点目の子供たちのために事業等を

はじめ、まちづくりの方針を決定する場など

でも、当事者である子供たちが積極的に議論

に参加できる仕組み、制度を整備すべきでは

ないかについてお答えします。 

 まちづくりにおいて、未来を担う子供たち

はまさに当事者であり、その意見やアイデア

を反映させることは、より子供に配慮した施

策を実現するため、欠かせないものと認識を

しております。 
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 次期総合計画の策定に当たりましては、町

内在住の高校生を対象としたアンケートを実

施したほか、鹿西高校の総合的探求の時間

や、中能登中学校の総合的な学習の時間での

取組を通じて寄せられたまちづくりに関する

意見も参考としているところであります。 

 今後は子ども会議など他の自治体の先進事

例も参考にしながら、将来のまちづくりの当

事者である子供たちの意見がより一層反映さ

れるよう、意見を聞く場や機会の充実に努め

てまいります。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） 大変町長から力強

い答弁をいただいて、本当に期待をしており

ますが、今、町長のほうからも、子どもの権

利条約、４つの権利をご紹介いただきまし

た。これらは、こども基本法にも取り入れら

れ、子供を守る重要な土台となっておりま

す。 

 昨年、こども家庭庁が実施をした調査によ

ると、この子どもの権利条約とこども基本法

について、内容を知っている成人、18歳以上

になりますが、その成人は17％と少なく、半

数が聞いたことがないと回答しております。 

 また、子供の最善が第一に考えられるこ

と、子供の意見が尊重されることを子供の権

利であると理解している人は４割以下である

ことも分かりました。 

 制度が整ってきた一方で、子供を取り巻く

環境は依然として厳しく、競争社会や親との

関係に悩み、自己肯定感のない子も少なくあ

りません。権利の土台さえも崩される現状が

続いております。 

 日本の虐待件数は過去最高を更新し続けて

おり、子供の自死も高止まりをしておりま

す。こうした課題解決の第一歩は、まず私た

ち大人が子供の権利を知り、子供への向き合

い方を変えることではないでしょうか。そし

て、一人一人がかけがえのない存在であるこ

とを子供に伝え、信じ共に生き抜くことが大

人の責務だと思われます。 

 今、町長のほうからもまた教育、学び、啓

発活動を行っていくという答弁いただきまし

たけれども、再度こうした私たち大人自ら学

ぶという、この子供の権利の重要性、宮下町

長のご所見、また教育長、林教育長のご所見

をお伺いをさせてください。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 応援のサポーター活動をこ

れから進めていくわけですが、私は第一に、

役場で今やっておりますノー残業デーという

のがあるんですよ。ノー残業デーですぐ帰れ

と。仕事を５時15分になったら帰りましょう

というようなノー残業デーとか設けておりま

す。そのほかに地域の見守り活動、防犯と

か、今の登下校時の見守り隊とか、そういう

こともやっぱりやっていく必要があるんじゃ

ないかなということを思いますし、地域全体

で子供たちを見守っていくという必要性があ

りますので、これからできれば子ども会議な

り、また子ども議会のほうで、また子ども議

会なりをしていただいて、子供たちのまた来

ていただく子供たちのやっぱり意見を聞きな

がら、またいろんな町のことに生かしていき

たいなと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 笹川議員の再質問にお答

えいたします。 

 教育委員会といたしましても、この４つの

権利、生きる権利、育つ権利、守られる権

利、参加する権利を人権教育ですとか、啓発

活動を展開して子供や保護者、地域の皆様に

子供の権利として知らせていく必要があろう

かと思っております。 

 特に参加する権利、これが大事だと思って

ますので、子ども議会、いろんな方法あると

思います。こちらで子供たちが来て、議員の

皆さんとお話をする。小中高校生の代表者が

ここに集まって議論をして、それを議会な
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り、町長にお届けする。いろんな方法を考え

ながら、子供の意見がまちづくりに反映する

ようなことを考えていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） ありがとうござい

ます。この子供たちという存在、１人の人間

として尊重され、子供たちの意思が反映され

る、そういった中能登町、社会であることを

望んでおります。 

 そのためにも、私ども町民の皆様ととも

に、子供の権利をしっかりと学び合って、共

に考え、また語り合って、しっかりと子供た

ちにやさしいまちづくりを、中能登町として

目指してまいり、皆さんと一緒にまいりたい

と思っておりますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 次に、災害支援体制の促進について質問を

いたします。 

 中能登町では、平成30年、2018年、中能登

町防災士連絡協議会が結成がされ、本年11月

現在で129名の会員が登録をされていると伺

いました。 

 今回、能登半島地震を経験し、もっと地域

の防災対策や災害支援に貢献できたのではな

いかと防災士の活動の在り方に思いを巡らし

た方、また新たに防災士を志してくださった

方がたくさんおられます。 

 コロナ禍の影響などもあり連絡協議会とし

ての活動が低迷をしておりましたが、防災士

の皆さんが、いま一度連携を強化しながら、

各地域での活動に励めるようにと立ち上がっ

ておられます。 

 昨日もちょうど防災士会の皆さんがセミナ

ーを開催していただいて、大変私も参加をさ

せていただきましたが、有意義な本当に地域

に密着した皆さん、防災士の連携が図られな

がらの大変有意義なセミナーだったなと感じ

ました。 

 令和８年度からの事業計画も検討がなさ

れ、来年５月の総会からの新出発を目指して

おられます。防災士の皆さんには、地域の自

主防災組織を牽引していただく力として、そ

の活躍を町としても期待しているところでは

ないでしょうか。 

 その司令塔となる町防災士連絡協議会が活

動継続のため、必要となる予算問題に直面を

しております。町として支援を図るべきでは

ないでしょうか。 

 また、全国各地では、避難生活支援リーダ

ー／サポーターの育成が行われております。 

 今回の能登半島地震による災害関連死は、

12月12日現在で469名となり、直接死228名の

２倍を超え、今も増え続けております。中能

登町も３名おられます。大変残念でありま

す。避難生活支援リーダー／サポーター研修

とは、近年、災害の激甚化、頻発化等により

避難生活が長期化する中、地域のボランティ

ア人材に避難生活環境改善のための知識、ノ

ウハウを身につけてもらうためのモデル研修

です。こうした取組を通じて、地域のボラン

ティア人材の発掘・育成を図り、発災時には

行政職員や支援者等と連携し、良好な避難生

活の確保を図ることにより、災害関連死ゼロ

の実現を目指していきます。 

 今回の庁内各所での避難所運営の在り方を

振り返ると、当町においても必要とされる取

組ではないでしょうか。災害支援体制の促進

において２点にわたりお聞きをいたします。 

 １点目は、中能登町防災士連絡協議会への

財政支援について、２点目は、避難生活支援

リーダー／サポーター研修の取組について町

長の見解を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 災害支援体制の促進につい

てのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の中能登町防災士連絡協議会

の活動継続のための財政支援についてです

が、中能登町防災士連絡協議会は平成30年９
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月９日に設立され、防災士同士の連携や情報

交換を通じて、スキルアップを目的として活

動を開始されました。ただし議員のご指摘の

とおり、ここ数年は自主的な活動が十分に展

開されてこなかった背景があります。 

 今年度から活動方針として、各地区の自主

防災組織に積極的に参加すること、庁内で実

施された防災訓練で、防災知識の普及啓発を

行うなどの目標を掲げ、自立した活動が始ま

ろうとしていると認識をしております。 

 このような方針が着実に実施され、中能登

町防災士連絡協議会が、地域の自主防災組織

と連携しながら、具体的な活動を実行してい

けば、町全体の防災体制強化に寄与する重要

な役割を担う組織であると考えております。 

 町内の地域防災力向上の観点から、その活

動継続を支える仕組みとして、財政支援が必

要かどうかについては、協議会の具体的な活

動内容のヒアリングを重ねる中で、活動の実

態とその効果を慎重に見極めていく必要があ

ると考えております。その上で協議会の自主

性や主体性を尊重しながら町としてどのよう

な支援が必要であるかを判断してまいりま

す。 

 したがいまして、現時点では財政支援の在

り方に関する結論を出すことは控えますが、

今後、協議会との意見交換を通して具体的な

支援策を検討してまいりまいりますので、ご

理解をお願いをいたします。 

 次に、２点目の当町での避難生活支援リー

ダー／サポーター研修の取組が必要ではない

かについてお答えします。 

 避難所運営においては、避難者が主体的に

関わることが、円滑な運営や生活環境の向上

に寄与する重要な要素であると考えていま

す。ただ、避難者や自主防災組織、行政職員

だけでは避難所運営を支えるのは十分だとは

言えない現状があります。 

 そのような課題を踏まえ、避難生活支援リ

ーダー／サポーター研修の活用は、災害時発

生時における避難環境の改善や、継続的な地

域支援を可能とする新しい人材育成の一助と

なる有益な取組であると認識をしておりま

す。 

 今後、町の地域防災計画の修正や各地区の

防災計画策定の促進と併せて、この研修の取

組についても具体化できるよう検討を進める

とともに、町民への啓発活動を積極的に転換

してまいりたいと考えております。 

 防災は町民一人一人が積極的な参加が重要

であり、そのような体制づくりの一助とし

て、この研修を必要な施策の一つとして位置

づけたいと考えております。 

 本町の災害支援体制のさらなる充実と地域

防災力向上に向けて、防災士連絡協議会や各

自主防災組織、町民の皆様とともに、防災意

識の向上に熟成をしつつ歩みを進めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解とご協力

をお願いをいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） ２点目のサポータ

ー研修等もしっかりとまた取組をしていただ

けるご答弁だったかと思います。また、こう

したサポーターとして活躍される方は、多分

防災士の皆さん、またそういった形で活動も

されるかなとも思いますし、本当にこれから

町内誰一人取り残さない、そういった支援体

制取っていく上で、防災士の皆さんは欠くこ

とのできない大切な存在となってくると思い

ますので、ぜひまたこれから防災士会の皆さ

んとも意見交換等また様々な連携を取ってい

ただけるということなので、しっかりまた予

算的なことも今後、ぜひよろしくお願いをし

たいと思います。 

 それでは、最後に、成年後見制度の推進に

ついて質問をいたします。 

 認知症高齢者の推計人数は600万人を超

え、軽度認知障害の高齢者は約400万人と推

定がされております。さらに判断能力が不十

分な人には、認知症高齢者に加え、精神障害
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者が約460万人、知的障害者が約110万人、こ

れらの人たちを合わせると、全国でおよそ

1,200万人に上ると推計されています。 

 近年の高齢化の進展に伴い、認知症高齢者

の増加は社会的課題となっており、これに伴

って成年後見制度の需要も一層高まると見込

まれております。成年後見制度は、本人の生

活や人権、財産を保護するため、契約や行政

手続等において支援を行う重要な仕組みであ

り、その利用拡大は、地域包括ケアの推進に

不可欠であります 

 しかし、私たちの周りでは、成年後見制度

に対する認知や理解はまだまだ浸透しており

ません。そうした中でも、全国的に特に親族

以外の一般市民が後見人として活動する市民

後見人制度は、地域に根差した支援体制の強

化に資する有効な手段であり、その活用促進

が求められております。 

 一方で、成年後見人や被後見人は、市税、

国民健康保険、障害福祉、高齢者福祉など多

岐にわたる手続を各窓口で個別に行う必要が

あり、手続の煩雑さや負担が大きい現状があ

ります。 

 こうした負担は、市民後見人の担い手確保

や活動継続にも影響を及ぼしかねません。行

政側においても、これらの手続を個別に受け

付けることによる事務負担は少なくありませ

ん。 

 そこで、成年後見制度の推進に向け３点に

わたりお聞きをいたします。 

 １点目は、当町における成年後見制度の補

助金、数年間の利用者数と、今後の見通しを

どのように捉えておられるのでしょうか、お

聞かせください。 

 ２点目は、制度のさらなる周知と、市民後

見人の育成に向けた取組が必要とされている

のではないでしょうか。見解をお聞かせくだ

さい。 

 ３点目は、全国的に成年後見人等が各種通

知等の送付先変更を一括して登録・変更でき

る仕組みが求められていますが、当町の今後

の対応をお聞かせください。 

 以上、３点にわたり答弁を求めます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 成年後見制度の推進につい

てのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の成年後見制度の直近数年間

の利用者と今後の見通しをどのように捉えて

いるのかについてお答えします。 

 成年後見制度の直近数年間の利用者数は、

毎年８月１日時点で、令和５年及び令和６年

は17人、令和７年は20人で微増傾向でありま

す。今後の見通しとしましては、高齢化の進

展に伴い、認知症高齢者が増加している現状

から、成年後見制度の重要性が高まるととも

に、制度を必要とする方も増加すると考えて

おります。 

 現在、町の取組としましては、成年後見制

度の利用促進を図ることを目的に、令和４年

１月に長寿福祉課内に中核機関を設置してお

ります。中核機関とは、成年後見制度を必要

とする方が安心して制度を利用できるよう、

地域で支える体制を構築する地域連携ネット

ワークの核となる機関であります。 

 具体的には、成年後見制度に関する相談の

対応や利用支援、普及啓発などの取組を行っ

ております。また、専門職団体である金沢弁

護士会、県司法書士会、県社会福祉士会、金

沢家庭裁判所との連携を図り、成年後見制度

の利用に向けた助言等を得られるよう体制を

構築をしております。 

 次に、２点目の制度のさらなる周知と市民

後見人の育成に向けた取組が必要とされてい

るのではないかについてお答えいたします。 

 成年後見制度の利用促進には、その内容や

意味を広く住民に理解していただくための普

及啓発が不可欠であると認識をしておりま

す。町ではその取組として、出前講座の開催

や広報への掲載、窓口におけるパンフレット

の設置などを行っております。 
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 また、12月14日にはラピア鹿島において町

民の方を対象に、弁護士を講師に迎え、成年

後見制度の基礎知識を学ぶセミナーを開催を

いたしました。 

 成年後見制度については、まだまだ認知度

が低いと感じておりますので、今後もこれま

で以上に相談窓口の周知や制度の普及啓発に

取り組んでまいります。 

 次に、市民後見人の育成についてですが、

市民後見人は親族以外の一般住民の方が家庭

裁判所から選任され、成年後見人として活動

することになります。育成するためには、市

民後見人養成研修の開催が必須であり、これ

に携わる職員のスキルアップや市民後見人の

活動へのバックアップ体制の構築などが必要

であります。現在の規模や成年後見制度の利

用状況などの地域特性を考えますと、まずは

住民に対する普及啓発の取組を強化していき

たいと考えておりますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いをいたします。 

 次に、３点目の成年後見人等が各種通知等

の送付先変更を一括して登録・変更できる仕

組みが求められている。当町の今後の対応を

伺うについてお答えします。 

 現在、町では介護保険、後期高齢者医療、

国民健康保険等の各種通知の送付先変更につ

いては、これらを担当するいずれかの課に申

請書を提出していただくことが関係各課で共

有し、一括して変更できる仕組みを運用して

おります。これは成年後見人等に限るもので

はなく、本人の同意を得た上で、離れて住む

家族の方も申請できるものであります。 

 当面この運用を継続していくことといたし

ますので、ご理解のほどよろしくお願いをい

たします。 

○議長（南 昭榮議員） 笹川広美議員 

○９番（笹川広美議員） 昨日のラピアでの

セミナー、私も参加をさせていただきまし

た。大変昨日は悪天候で、こんな難しい成年

後見人って皆さん、耳にすることも珍しくっ

て、あんまり関心もないのかなと思っていま

したら、大変多くの皆さんが集われていまし

て、私も逆にびっくりしましたし、関心も高

い制度なんだなということを改めて実感をい

たしました。 

 市民後見人に関しましては、これは多分、

ちっちゃな町として取り組むのは、なかなか

ハードルも高く、また石川県、この市民後見

人に対する関心が低いということも昨日弁護

士の先生からもお聞きをしましたし、まだま

だ課題は多いのかなと思いますが、これから

もっともっと皆さんにこの成年後見制度とい

うものを知っていただいて、また利用もして

いただきながら、多分需要が高まるとそうい

った動きも必要になってくるのかな、市民後

見人という形も必要になってくるのかなと思

いますし、また今ちょうど法改正のさなかで

もありますし、いろんなどんなふうに変わっ

ていくのかもしっかり見極めていかなければ

いけない段階でもあるかなと思います。 

 また、担当のこの中間機関ですか、地域包

括センターのほうになると思うんですが、ま

たしっかりと地域の実情を捉えながら、住民

の皆さんが、必要としている方々がしっかり

とまた安心して制度の利用ができるように県

また関係機関と連携を図りながら、さらなる

推進をお願いをいたしたいと思います。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、４番 角 

久子議員 

  〔４番（角 久子議員）登壇〕 

○４番（角 久子議員） それでは、通告に

従い質問を始めます。 

 先ほどの笹川議員が質問されたものが一部

重複するところがありますが、ご容赦願いま

して、秋のこどもまんなか月間に合わせて、

我が町もこどもまんなか応援サポーターを宣

言していただき、感謝申し上げます。 

 子供たちや健やかで幸せに成長できるよう

な社会を実現するための宣言で、この趣旨に
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賛同し、自らもアクションを行う個人・団

体・企業・自治体などがこどもまんなか応援

サポーターと呼ぶようです。子供や若者の意

見を聞き、その意見を尊重し、子供や若者に

とってよいことは何かを考え、自分でできる

アクションを実践していく。これまでは、あ

まり子供たち、あるいは若い方たちの意見を

聞くことなく、様々なことが決められてきま

した。そのような中、こども基本法の制定が

どれほど大きな意味があるかということで

す。 

 今、子供たちは様々な大きな課題を抱え苦

しんでいます。いじめ、不登校、虐待、自殺

などなど、そんな子供たちは自分の言葉で自

分の抱えている課題や悩みを私たち大人に伝

えることができない。そして、その子供たち

の悩みを聞くことなく、いろいろなことが進

められて今日に至っているように思います。

しっかりと子供たちと向き合い、子供たちの

声に耳を傾け、子供たちの心に寄り添うこと

が大切であるということを忘れていたように

思われます。 

 令和５年４月に施行されたこども基本法で

は、今後の子供政策についての基本理念が示

され、さらに施策の立案と実施を担う行政機

関であるこども家庭庁も創設され、こどもま

んなか社会の実現を目指すということで、こ

の設置の背景には、社会の様々な課題がある

ようです。 

 少子化は予想より速いペースで進んでいる

ほか、先般のニュースでは残酷極まりない赤

子の放棄でこれには強い憤りを感じました。 

 また、児童虐待、これは県内３か所の児童

相談所が昨年ですが、過去10年間で最多の

1,645件となったこと、その虐待を行ったの

は、実の父親、母親が９割を占めたそうで

す。 

 そうした虐待増加とともに、貧窮問題の加

速化であったり、家族の介護、世話を日常的

に担うヤングケアラーなど、幅広い問題が重

くのし上がっています。 

 このような子供、あるいは若者がＳＯＳを

発信できればよいのですが、仕方がないと自

分自身を納得させているやもしれず、そうし

た子らは少しでも早く見つけることができな

いものか。子供や家庭の抱える多様な課題に

対し、漏れのない適切な対応が期待されま

す。 

 また、第３期中能登町子ども・子育て支援

事業計画における意見の概要と、町の考え方

を見ますと、意見の概要でひとり親家庭の自

立支援の推進、障害のある子供に対する支援

の充実であったり、児童虐待の防止とヤング

ケアラーへの支援であったり、子供貧窮対策

などが挙げられております。 

 そうした子らが確実に増えている中、国は

子育て世帯が全世帯の20％を割るのは、初め

てのことだそうで、その上、地域のつながり

の希薄化や共働き家庭、独り親家庭増加が進

み、家庭における子育ての孤立化など、そう

した厳しいときだからこそ、こういう思いも

あるのでしょうか。当町では、かなり子育て

に力を入れていますが、そこで改めてお聞き

します。 

 こどもまんなか社会の実現に向けて、町民

の周知はできているか。子ども・若者の意見

を取り入れていく計画はあるのか。子ども・

子育てにやさしい社会づくりの意識改革を町

としてどう考えるか。不登校やいじめ、虐待

など子供を取り巻く困難な状況に対して、学

校、家庭、地域が一体となって対応するため

の連携体制などの機能や子供から若者に切れ

目ない支援が大切だと思いますが、今後どの

ような取組を考えているのか、お聞かせ願い

ます。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 こどもまんなか社会の実現

に向けてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の11月にこどもまんなか応援

サポーター宣言をしたことについてですが、
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この宣言は、こどもまんなかの趣旨に賛同す

る個人、団体、企業などと町が一体となって

地域全体で子供と子育て家庭に温かく支え合

うまちづくりに取り組むことを趣旨であり、

全ての子供たちが笑顔で成長できるまちを目

指す決意を新たにしたものであります。 

 中能登町の未来を担う子供たちのために何

が最もよいかを常に考え、子ども・若者の意

見を聞き、その意見を尊重した上で社会全体

で子供たちの健やかな成長を応援していきた

いと思います。 

 次に、２点目のこどもまんなか社会の実現

に向けての取組についてお答えします。 

 今年度４月に策定しました第３期中能登町

子ども・子育て支援事業計画では、基本理念

にみんなで育むこどもが主人公のまちを掲

げ、すべてのこどもが健やかに成長し、誰一

人取り残されることのない地域社会の実現を

目指すものとしております。 

 今後は、こどもまんなかの趣旨の周知に努

め、意識啓発を図るとともに、子ども会議な

ど、他の自治体の事例を参考にし、どのよう

な形で意見聴取ができるかを検討していきた

いと考えております。 

 また、虐待を受ける子供たちや家族の介護

とその他の日常生活の世話を過度に行ってい

ると認められる子供や若者、いわゆるヤング

ケアラーなど、様々な困難を抱える子供や家

庭の相談に関しては、こども家庭センターが

中心となり、関係機関と連絡を図りながら、

子供のＳＯＳをキャッチし、それぞれの状況

に応じたきめ細かな支援を行ってまいりま

す。 

 その他、計画の具体的な取組に掲げた施策

を着実に実行することで、子育て家庭を応援

し、子供たちが健やかに成長できる環境づく

りを推進してまいります。 

○議長（南 昭榮議員） 角 久子議員 

○４番（角 久子議員） 少しでも子供の意

見を取り入れて、これからもどんどんいろん

な子供たちが活躍できる場を設けてあげてほ

しいと思います。 

 次に、児童の健全育成について。 

 児童の放課後の過ごし方で、放課後児童ク

ラブや児童館がありますが、その利用度はと

いうことでお聞きします。 

 第３期中能登町子ども・子育て支援事業計

画（案）に対する意見募集における意見の概

要と町の考え方で、児童館の充実、屋内交流

施設の整備検討、放課後児童クラブの充実が

挙げられております。これまでも話が出てお

りました屋内施設の充実が、あちこちから聞

こえてきます。屋内での遊び場が不足してい

ることは、以前から言われており、早急に整

備を進めてほしい。整備をするに当たり、未

就学児と小学生を分けるなど、安全面に気を

つけてほしいとの意見であったり、放課後児

童クラブの充実では、ニーズの高まりが予想

されるに当たり、利用時間を延ばしてほしい

などの意見が上がっております。このような

意見は、今始まったことではないのでありま

す。特に屋内施設は隣の羽咋にできたことか

ら、うちの町にも欲しいねと事あるごとに言

われます。ましてや、これからの時期は寒い

のと、日暮れが早いので、おうちの方が迎え

に来てくれればよいのですが、そうもいかな

いとなると、日の暮れないうちに家に帰らな

ければならない。そうなると少ししか遊べな

い。それだったら心配だから家にいてねとい

うことで、留守番組になるということになる

わけです。最近、元気あり余っている子供た

ちの遊んでいる姿は見かけなくなりました。 

 そこで改めて放課後児童クラブ、児童館の

利用度、また課題等があればお聞かせ願いま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 児童の健全育成についての

質問にお答えをします。 

 児童の放課後の過ごし方で放課後児童クラ

ブや児童館がありますが、その利用度や課題
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について。 

 まずは放課後児童クラブの利用度ですが、

登録人数は12月１日時点で、とりや放課後児

童クラブでは138人、かしま放課後児童クラ

ブで141人、ろくせい放課後児童クラブで65

人、合計344人となっており、加入率は小学

校低学年が66％、高学年が31％となっており

ます。実際の利用数につきましては、今年度

の平日の１日平均で、とりやでは85人、かし

まは66人、ろくせいは45人となっておりま

す。 

 また、放課後児童クラブの運営における課

題といたしましては、児童数の減少に反し

て、利用者数は増加傾向にあり、クラブ施設

が手狭となっている点であります。クラブ内

の整頓を行うとともに、隣に接する体育館を

活用するなど、活動スペースを確保し、安全

面への配慮を行いながら、対応しているとこ

ろであります。 

 次に、児童館につきましては、とりや、か

しま、ろくせいの３館とパルみおやキッズコ

ーナーを運営しており、日曜日、祝日の開館

や各種イベントの開催、チラシなどの周知に

より、昨年度は年間に延べ１万人を超える多

くの児童に利用されました。 

 今年度につきましては、昨年度と比較する

と、利用者数はやや減少しており、児童数の

減少のほか、学校や地域行事、習い事など

様々な要因が影響しているものと考えており

ますが、児童館の利用促進に向け、スタンプ

カードの導入など、子供たちが楽しみながら

継続して利用できる工夫を行っております。

今後も放課後児童クラブや児童館が子供たち

の放課後の居場所として安心して過ごせ、子

供同士の健全な交流が育まれる場となるよう

環境整備に努めてまいります。 

○議長（南 昭榮議員） 角 久子議員 

○４番（角 久子議員） 今年の夏、暑かっ

たときに町からエアコンを入れていただい

て、そのときは、物すごくたくさんやっぱり

来ておりました。この前ちょっと見てきたん

ですけれども、ちょっと寂しかったもんです

から、でもこの年間のこれを１万人というす

ごい人なので、子供たちもそれぞれに忙しい

子たちが多いので、やっぱり習い事とか、そ

ういったこともやっているので、忙しいは忙

しいんでしょうけども、できるだけ子供同

士、お互いに遊ばれる、そういうわいわいに

ぎやかにやっていただきたいなということ

で、この質問をさせていただきました。 

 以上、終わります。ありがとうございまし

た。 

 

 ◎散   会 

○議長（南 昭榮議員） 以上で、本日の日

程は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時38分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） おはようございま

す。 

 12番 坂井幸雄議員から自宅療養のため、

また、５番 澤 良一議員から通院療養のた

め、それぞれ欠席届が提出されていますの

で、報告をいたします。座らせてもらいま

す。 

 ただいまの出席議員数は10名であります。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一般質問 

○議長（南 昭榮議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は答弁を含め60

分以内であります。質問回数は、質問事項ご

とに３回までとなっております。また、通告

以外の関連質問は控えるようお願い申し上げ

ます。 

 以上を踏まえ、執行部におかれましては、

簡潔・明瞭で的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ３番 合田 宏議員 

  〔３番（合田 宏議員）登壇〕 

○３番（合田 宏議員） 改めておはようご

ざいます。通告に従いまして、一般質問を行

いたいと思います。 

 まず、１点目、私は２年前の９月に一般質

問で、こどもまんなか応援サポーターの宣言

をしないかとお伺いしました。そのときの答

弁は、「検討したい」でありましたが、本年

11月４日にこどもまんなか応援サポーター宣

言がされたことがとてもうれしく思いまし

た。 

 こどもまんなか応援サポーター宣言は、子

供を単なる支援の対象ではなく、まちづくり

の主人公と捉えるものです。その理念を真に

具現化するためには、子供の意見を具体的に

行政へ反映させる仕組みが不可欠です。特

に、令和６年11月27日に中能登中学校３年生

が総合的な学習の時間で発表した内容など、

個別の機会で示された子供たち自身の切実な

声や提案を持続的かつ効果的に行政へ反映さ

せるための公式な仕組み（子ども会議など）

が現在、存在しないことは、宣言の精神に照

らして大きな課題であると認識しておりまし

たが、11月の教育民生常任委員会で、教育長

が子ども会議やワークショップ会議などの開

催も考えているとおっしゃったことは、とて

も心強く思いました。 

 町が挙げた主要施策、屋内施設、ヤングケ

アラー支援、保育所再編などが、子供の意見

を反映した結果として導き出されたものなの

か、その他プロセスを含めて町長の意見を伺

い、子供の声を行政施策の基盤とする具体的

な行動を求めたいと思います。 

 質問の１つ目、第３期中能登町子ども・子

育て支援計画と子供の意見の反映体制、具体

的な宣言推進策についてお聞きします。 

 １点目、子供の意見を行政施策に反映させ

る仕組みの構築について伺います。 

 その１、子供の意見聴取と現状。子ども会

議の開催提案について。 

 現在、当町には子供たちの意見や提案を継

続的かつ効果的に聴取し、町の施策に反映さ

せるための公式な仕組み（子ども会議など）

が整備されておりません。こどもまんなかの

理念を具現化するため、小中高が参加する町

の公式な意見聴取、政策提案の場として、子

ども会議を定期的に開催してはいかがでしょ

うか。昨日の答弁にもありましたが、改めて

町長の意見をお伺いします。 

 その２、既存の意見と施策への反映状況。 

 令和６年11月27日の総合的学習の時間にお
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ける中能登中学校３年生の発表などで示され

た具体的な意見、提案を町はどのように収

集・整理し、第３期子ども・子育て支援計画

や具体的な施策検討に生かしているのか、そ

のプロセスと具体的な反映事例をご説明くだ

さい。 

 その３、主要施策における子供の意見の反

映有無と検証。 

 当町が重要施策として掲げている以下の事

項は、子供の声を具体的に反映した結果とし

て決定されたものなのか、それとも行政主導

で計画されたものなのか、その判定根拠を明

確にご説明ください。 

 こどもの居場所づくりの推進や屋内交流施

設の整備・検討、ヤングケアラー支援の推

進、町立保育園の再編検討、以上３点です。 

 次に、２点目の質問として、こどもまんな

かを具現化する具体的な提案と導入検討につ

いてお伺いします。 

 子供の声をまちづくりの起点とするという

宣言の精神を具現化するため、以下の具体的

な施策導入を求めます。町長の見解と導入に

向けた検討を伺います。 

 その１、地域参加型の子育てポイント制度

の導入。 

 地域住民がサポーターとして活動すること

でポイントが付与される制度を導入し、地域

貢献を可視化することで、地域全体で支え合

う実効性を高めるべきと考えますが、見解を

伺います。 

 その２、地域資源を活用した子ども食堂・

居場所ネットワークの構築。 

 町内全域の既存公共施設や遊休資源をこど

もの居場所として登録、開放し、町が活動保

健等運営補助を行うことで、点ではなく面で

こどもの居場所を確保するネットワークを構

築するべきと考えますが、見解を伺います。 

 その３、子ども政策提案会議の定期開催。 

 全校で提案した子ども会議をさらに発展さ

せ、そこで採択された提案を町長が必ず予算

案に組み入れる仕組みを導入すべきです。こ

れにより、子供たちをまちづくりの真の主人

公として位置づけるべきと考えますが、見解

を伺います。 

 最後に、３点目の質問です。 

 保健衛生事業の在り方について伺います。 

 フッ化物洗口の拡充や５歳児健診の導入

は、行政の義務的かつ専門的な保健事業とし

て重要ですが、地域全体で温かく支え合うと

いう宣言の理念を具現化するためには、これ

らの事業を通じて地域のサポーターや民生委

員など、行政職員以外の住民参画をどのよう

に促し、地域全体への啓発へとつなげていく

のか、具体的な推進策があればご説明願いま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 子ども支援についてのご質

問にお答えします。 

 まず、１点目の子供の意見を行政施策に反

映する仕組みの構築につきまして、議員の提

案の子ども会議の開催は、子供たちの率直な

意見を町の施策に反映していく上で、有意的

な取組の一つであると認識をしております。 

 子供たちの意見が十分に取り入れられるよ

う、対象となる年齢層や意見聴取の方法につ

いては、他自治体の先進事例などを参考にし

ながら、どのような形で実施できるか今後検

討してまいりたいと考えております。 

 次に、既存の意見と施策への反映状況につ

きましては、中能登中学校３年生の総合的学

習の時間で取組などを次期総合計画の策定に

おいて、若い世代の貴重なご意見として参考

にさせていただいております。 

 また、第３期中能登町子ども・子育て支援

事業計画につきましては、直接子供の意見を

聴取したものではありませんが、就学前の児

童及び小学生の保護者を対象にウェブアンケ

ートを実施するとともに、子育て支援に携わ

る各種団体の代表者などを委員とする子ど
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も・子育て会議を図り、パブリックコメント

を実施した上で策定しております。 

 次に、主要施策における子供の意見の反映

有無の検証につきましては、子ども・子育て

支援事業計画において、具体的な取組として

掲げましたこどもの居場所づくりの推進や屋

内交流施設の整備検討については、保護者の

アンケートで望む声が多くあったもので、ヤ

ングケアラーについては実態を把握し、支援

の提供に努める必要があると町が判断したも

のであります。 

 町立保育園の再編につきましては、町立保

育園運営検討委員会の答申に基づき、民営化

及び統廃合を推進するとしたものでありま

す。 

 子供のために何が最もよいかを考え、それ

ぞれの事業の性質により執行する中で、子供

の意見を聞いて反映させるもの、行政主導で

反映・判断するものがあると考えておりま

す。 

 次に、２点目のこどもまんなかを具現化す

る具体的な提案と導入検討についてのご質問

にお答えします。 

 地域参加型の子育てポイント制度につきま

しては、地域住民の皆さんがサポーターとし

て活動し、地域全体で子供と子育てを支え合

う仕組みの一つとして理解できます。 

 しかしながら、応援サポートは、その趣旨

を理解し、賛同する個人・団体等が自分たち

には何ができるかを考えていく行動をする取

組で、地域の皆さんによる自主的な活動とし

て進めていただくことが理想であり、ポイン

トを付与する制度とすることは考えておりま

せんので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 次に、地域資源を活用した子ども食堂・居

場所ネットワークの構築につきましては、公

共施設等をこどもの居場所として活用するに

当たり、安全で安心な活動を支えるための人

材の確保が不可欠であると認識をしておりま

す。 

 今後は、人材確保の方策も含め、子供たち

や保護者の皆さんにニーズを踏まえながら、

地域の実情に応じた居場所づくりを検討した

いと考えております。 

 次に、子ども政策提案会議の定期開催につ

きましては、子供たちの意見をまちづくりや

施策により一層反映させる取組であります

が、まずは子ども会議がどのような形で実施

できるかを検討し、その上で段階的に制度を

発展させていくことが望ましいと考えてお

り、今後、先進事例を参考に検討していきた

いと考えております。 

 また、合田議員がおっしゃる会議の提案を

町長が必ず予算に組み入れるということにつ

きましては、提案や意見を最大限に尊重いた

しますが、町として総合的に判断し実行して

いくことになるものと考えております。 

 最後に、３点目の保健衛生事業の在り方に

ついてのご質問にお答えします。 

 未来ある子供たちには、高齢になっても健

康でいてほしいと願っております。特に虫歯

や生活習慣病などは子供の時期から予防保健

教育が大切であります。その中でも、虫歯予

防としてのフッ化物洗口は子供たちの歯を守

りたいとの思いから、子供たちのために何が

最もよいかを考え、保育施設や学校が協力し

て取り組んでいく事業であります。 

 また、乳幼児健診や赤ちゃんの遊び場ａｌ

ｋｕなど、母子健康保健事業は、地域住民か

ら成る健康づくり推進団体である母子保健推

進協議会の協力を得て実施をしております。 

 そのほか、広報11月号で周知しました子育

て世帯訪問支援事業も地域住民の協力による

家事・育児支援であり、まさに子供を真ん中

に、子育て世帯を地域の全体で温かく支え合

う体制であります。 

 今後はさらに子供たちが誰一人取り残され

ず、健やかに成長できる地域づくりを推進し

てまいりたいと考えておりますので、皆さん
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のご理解とご協力をお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 答弁ありがとうご

ざいます。たくさんの質問して、たくさんの

お答えをいただきました。どれをとってもこ

れからなのかなと思いました。 

 あと、先ほどの答弁の中でお伺いして、子

供の意見が何一つ今のところは取り入れてい

ないということも分かりました。でも、これ

は、これからこの会議等を通じて、反映して

いただければいいかなと思います。 

 あと、私もこのウェブアンケートというの

をちょっと読ませていただきました。大変ペ

ージ数が多くて、すごく細かく意見集約され

ているなと思いました。その中でもやっぱり

意見の中には、屋内遊び場が必要であるとい

う、要望するという意見がたくさんありまし

た。ぜひ、この屋内施設、遊び場というもの

は早急に実現できるようにお願いしたいと思

います。 

 先般、北國新聞の記事に羽咋のＬＡＫＵＮ

Ａが50万人を達成したという記事がありまし

た。オープンしてまだ２年ほどしかたってま

せんよね。それなのに50万人という人が来場

するという、すごい施設があるんですが、そ

れに負けないような施設を考えていただきた

いなと思います。 

 また、ポイント制度には考えてないという

ことなんですが、これについては早急かなと

私自身も思っているんですが、ある程度のこ

どもまんなか応援サポーターのその中身が皆

さんに知れてきたら、ポイント制度というも

のも必要じゃないかなと私はずっと思ってま

す。ぜひ、今すぐではないんですが、またそ

のまま検討していっていただきたいなと思い

ました。 

 最後に、こどもの居場所づくりとして、人

材育成ですね。それについては大変大きい課

題だと思うんですが、私、前もお話ししたと

思うんですが、公民館を使った居場所づくり

というのはとっても大事じゃないかと思って

います。 

 再質問させていただきますが、公民館を使

った居場所づくりというのも検討はできるの

か、できないのか。考えていただきたいと思

いますので、町長のご意見をお聞かせくださ

い。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 居場所づくり、公民館を利

用した居場所づくりというのは、町の施設で

ありますので、その辺ちょっと例えばそこに

子ども食堂をするとか、そういうなとは違う

んですね、子ども食堂。子ども食堂も含めて

ですか。なるほど、なるほど。そういう例え

ば公民館だけじゃなく、例えば私思うがで

は、その学校と連携しながら、子ども食堂を

するとか、どっかの学校の施設の中で子ども

食堂するとか、あとは今だんだんだんだん飲

食店がなくなりましたんで、飲食店さんと一

緒にコラボしながら、子ども食堂を民間の力

を借りながらやっていくというような方法が

ありますので、実際は今皆さん各自で予算的

には大変な思いしてやっていると思いますの

で、そういうやっぱり何か団体を利用してか

って、民間を利用してかっての居場所づくり

にその子ども食堂なりをしていただきたいな

と思います。 

 このこども居場所づくりに対しては補助金

的には、国の調べてみたらいろんな国の予算

がありましたけど、採択するまでには、結構

難しいようなことも書いてありますので、ま

た町としても、いろんな意味で公民館にでき

るかどうかということをまた含めてまた検討

したいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） ありがとうござい

ます。公民館の検討ということで、またちょ

っと難しいということなんですが、なぜ私が

公民館かというと、小学校には、小学校とい

うか小学校が学校が終わってからは、放課後
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児童クラブがあります。それ以外に各旧町に

は旧町というか、その３つの児童館があると

いうことは存じてますが、児童館にしても、

例えば、滝尾地区の子供たちが児童館へ行こ

うと思うと越路まで行かなくちゃいけないん

ですよね。低学年は絶対難しいと思うんで

す。そうした場合に近くにある公民館で居場

所づくりとしてやっていけばいいんじゃない

かなと私は思ったので、公民館を活用したい

ということをお話ししました。また、公民館

の活用というのもまた検討していただきたい

なと思います。 

 次の質問に入ります。 

 中能登町におけるフェーズフリー防災公園

の整備と財政負担の軽減策及び全世帯防災教

育の推進について伺います。 

 私は、令和６年能登半島地震の経験を踏ま

え、本町の防災対策の備えと日常が一体とな

った高次のレベルへと引き上げる必要がある

と考えました。特に能登半島地震で得られた

教訓は、災害が予測不可能な非日常に起こる

ことを改めて示しました。 

 そこで重要になるのが、フェーズフリーと

いう考え方です。フェーズフリーとは、平時

（日常）と有時（非常時）のフェーズ局面を

隔てなくし、ふだん使っているものが災害時

にも役立つという概念です。この視点を導入

することで、住民は特別な訓練や準備なしに

自然と防災行動が取れることになります。 

 中能登町地域防災計画の精神に基づき、こ

のフェーズフリーの視点から防災機能の強化

と財政負担の軽減策について、以下のとおり

質問いたします。 

 １点目、まず、防災公園の整備についてで

あります。日常の憩いの場が、いざというと

きには、命と生活を守る拠点へとシームレス

に切り替わる（仮称）中能登町フェーズフリ

ー防災公園の整備を以下の具体的な機能を提

案します。 

 その１、独立電源の確保として、小水力発

電による照明の導入。平常時は公園の照明と

して活用し、災害時には送電停止の影響を受

けない独立した非常用電源として機能させ、

夜間の活動を支えます。 

 当町には河川や水路が多く存在するため、

小水力発電の導入は、環境負荷も低く、持続

可能な非常用電源として特に有効であると考

えますが、水利権や設置場所の適正、治水計

画との整合性を含めた具体的な調整の必要性

について町長のご意見を伺います。 

 その２、災害用トイレの整備。ふだんは施

錠管理し、災害時にはすぐに開放できる本格

的なマンホール直結型などの防災トイレの整

備です。 

 その３、かまどベンチの設置。ふだんは休

息用のベンチとして利用し、災害時には座面

を外してかまどとして活用できる設備を設置

します。 

 その４、全世帯対応の遊具と格納庫。高齢

者向けの健康遊具と子供向けの遊具を配置

し、全世帯が交流できる場としつつ、遊具の

一部を防犯・防災資機材格納庫として活用す

るなど、機能を持たせます。 

 その５、広大なオープンスペース。ヘリコ

プターの臨時着陸場や緊急支援隊、支援物資

の集積基地、野外仮設住居建設用地としても

活用できるよう設計します。 

 以上の５点を提案いたします。 

 ２番目の質問になります。 

 このような防災公園の整備には、一定の財

政負担が伴いますが、国の制度を最大限活用

することで軽減を図るべきと考えます。例え

ば都市公園事業における防災公園整備や国土

強靱化に関する各種補助制度がその対象とな

り得ます。 

 一般的に防災機能を付加する整備、具体的

には防災倉庫、非常用トイレ、非常用電源、

ヘリポートなどの設置は補助金の対象要件と

なる可能性が高いです。これらの補助事業

は、整備費の最大でおおむね３分の１から２
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分の１程度が国費で賄われるケースがあり、

当町の財政負担を大きく軽減できる手段だと

思ってます。 

 町として、これらの補助制度の対象要件を

精査し、最大限に活用することで財政負担を

軽減し、早期の整備を実現するべきと考えま

すが、町長のご意見と具体的な財政軽減策へ

の取組についてお伺いいたします。 

 ３点目の質問です。 

 全世帯対象の遊び防災訓練の実施につい

て。 

 整備された防災公園を核とした全世代対象

の防災訓練の実施についてであります。 

 隣接する志賀町では、先月11月30日に能登

半島地震の教訓を生かした防災・世代間交流

イベントが開催され、世代を超えた交流と遊

びを通じた防災啓発を図られました。 

 本町にもこのような事例に倣い、以下の要

素を取り入れた遊び防災訓練を３点提案しま

す。 

 その１、全世帯参加の促進。全世帯が参加

しやすい防災フェスティバル形式を採用し、

防災訓練への参加率向上を目指します。 

 その２、フェーズフリー機能の体験。かま

どベンチを使った調理や防災トイレ設営、小

水電力の照明が点灯している様子などを実際

に見て、体験する機会を提供し、フェーズフ

リーの概念を住民に定着させます。 

 その３、遊びと学びの融合。子供向け遊具

を活用した避難・救助ゲームや健康遊具エリ

アでの高齢者向け防災体操などを導入し、楽

しく防災知識を習得できる訓練とします。 

 全町民の防災意識と行動力を高め、全世帯

対象の画期的な訓練実現に向けたご答弁を期

待するものであります。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 フェーズフリーという考え

は、今後はもう重要なことだと私は思ってい

ます。問題は、これから人口減少、高齢化社

会になっていく中で、その財源が厳しくなっ

ていくわけですね。その分今までは国の公費

を使って対策を講じてきたわけですが、今後

はやっぱりこの公費のみでやるということは

非常に難しい形だと思います。このフェーズ

フリーが本当に今自助・共助・公助のある中

で公助がなかなか今、職員も少なくてなかな

かできないという中で、やっぱり共助という

か民間とか町民の皆さんの力を借りてかっ

て、いろんな災害対策にしていかなければな

らないということをこのフェーズフリーのい

ろんな今、平時から物を大事にして、それを

災害時にもすぐ使用できるようなこの仕組み

づくりというのは非常に大事だと私は思いま

す。 

 詳しいことは、今、危機管理課長に答弁さ

せますので、よろしくお願いします。 

○議長（南 昭榮議員） 清酒危機管理課長 

  〔清酒秀樹危機管理課長登壇〕 

○清酒秀樹危機管理課長 それでは、まず１

点目の当町におけるフェーズフリー防災公園

の整備について、議員からの具体的なフェー

ズフリー機能の提案に対してお答えをいたし

ます。 

 当町において防災公園として特化した整備

を行ったところはありませんが、分かりやす

いフェーズフリーの具体例で申し上げます

と、道の駅織姫の里なかのとであります。 

 ご承知のとおり、当道の駅は、そもそも防

災拠点整備としての整備を行っており、議員

からの提案につきましても、おおむねの機能

を有しております。 

 しかしながら、町内全ての公園にこのよう

な機能を設置することは、費用面からしても

難しいと考えられます。 

 現在、策定中であります防災拠点、防災支

援拠点における整備方針策定業務において、

具体的にどの場所にどのような機能がふさわ

しいのか、また避難所、避難場所の役割な

ど、さらに地域防災計画の見直しや石川県が

示しました新たな被災想定、その他諸計画と
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の整合性、連動など、基礎・基本から様々な

計画を順次見直す必要があります。その上に

おいて、具体的な機能配置計画を進めてまい

りますので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、財政負担の軽減策への取組について

お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたとおり、フルスペッ

クな整備を行えば、それだけ事業費も必要と

なるのは当然であります。しかしながら、財

政負担を軽減する施策といたしましては、当

町の地の利を生かすことが肝要であると考え

ております。 

 当町は大きな特徴として町のほぼ中心に道

の駅、そして前面道路は道路閉塞率の低い第

一次緊急輸送道路である国道159号、その向

かい側には駐車台数が2,000台を超える駐車

場を持ち、今回の地震対応でも、避難所物資

の協力をいただいたアル・プラザ鹿島、平和

堂様をはじめ、複数の商業店舗、ガソリンス

タンドがあります。そしてラピア鹿島、レク

トピアパーク、中能登中学校など、連続して

町の重要な災害時の指定避難所、避難所、避

難場所が点在しております。 

 今回の災害対応で、皆様も実際にご覧にな

られたかと思いますが、自衛隊や電力事業者

などが、様々な団体が発信拠点として、それ

ぞれの得意分野でのご協力もいただいており

ます。 

 町といたしましては、このゾーン全体を防

災拠点として捉えるとともに、民間事業者と

有効な協定を図りつつ、災害時の相互補完を

構築し、巨額な財政負担を伴わないフェーズ

フリー対策を検討することが当町にふさわし

いオンリーワン施策となることと考えており

ます。具体には、先ほど申し上げました計画

策定の中で検討してまいります。 

 また、財政負担などの予算対策につきまし

ては、国庫補助金、また有利な起債などを活

用し、一般財源の抑制を念頭に予算確保に努

めてまいりますので、ご理解をお願いいたし

ます。 

 次に、２点目の全世帯対象の遊び防災訓練

の実施についての提案につきましては、関連

がありますので、まとめてお答えをさせてい

ただきます。 

 まず、ご承知のとおり、去る11月24日には

２年ぶりの町防災一斉訓練と併せて、石川県

原子力防災訓練が行われ、当町では６年ぶり

に住民避難も行われました。町の訓練につき

ましては、大きく２つの訓練を実施してお

り、一つは町職員に係る安否確認、参集訓

練、それから本部設置、運営訓練を行うとと

もに各部局課における被災想定に対応したタ

イムラインを計画、作成し、詳細な内容を明

かさないブラインド訓練を実施しておりま

す。 

 一方、町民の皆様方におかれましては、自

助・共助対策をメインとした訓練を実施して

いただき、29地区が地区避難訓練や避難所開

設運営訓練などを実施しております。 

 また、町民向けの実践訓練会場としたラピ

ア鹿島では、土のう積み、倒壊家屋救出の体

験、起震車体験、防災車両や資機材の展示、

さらに子ども会主催の防災親子体験も行わ

れ、多くの方々に参加をいただいておりま

す。 

 今ほど議員からのご提案に関しましては、

参加率の向上をはじめ、必要な施策であるこ

とは重々承知をしております。 

 また、最終的なステップといたしまして

は、ご提案のあった訓練の実施を検討したい

と思いますが、現時点では先ほど申し上げた

計画策定を踏まえつつ、最も重要な各地区の

防災計画を構築する必要があります。これに

は地区役員の方だけが関わるのではなく、民

生委員の方々や防災士の方々が主体的に関わ

っていただくことはもちろんのこと、区民全

員の総意でつくり上げることが重要でありま

す。 

 このことから、町といたしましては、諸計
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画策定のめどがつき次第、各地区の方々と直

接関わりながら、自主防災組織の構築と地区

防災計画策定を進めてまいりたいと考えてお

りますが、そうした基礎固めを図っていく延

長線上において、ご提案のあった事業の検討

を進めてまいりたいと考えておりますので、

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 大変心強いご答弁

ありがとうございます。私も先ほど課長もお

っしゃられたラピア鹿島、レクトピアパー

ク、平和堂、道の駅、中学校、つばさ、それ

から鹿寿苑、その一帯を一つの防災公園とし

て整備できればいいなと思ってました。全く

同じ意見だったので、大変うれしく思いま

す。ただ、レクトピアパーク、それから運動

公園には、今遊具はありません。それも含め

て、私は子供たちが遊べる遊具もその防災用

として何かできないかなということがありま

したので、そこは再検討していただきたいな

と思います。 

 ほぼほぼ思っていたことは全部言われたの

で、何を再質問しようかなと思って考えたん

ですけどないので、レクトピアパークと運動

公園の遊具に関して、何かその考えはある

か、ないかだけ１点お伺いします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 レクトピアパークは、あの

遊具は撤去したんけ。なかなかレクトピアパ

ーク等をするということ、どういうふうにし

ていけばいいんか分かりませんが、町が今さ

っき中学校の子供たちの提案でも出ておりま

すけど、そういう中で本当に遊びも含め避難

するところもやっぱり非常に大事なので、そ

れを今、ただ公園でいいのかどうかというこ

とは、まだちょっとはっきり具体的には出て

おりませんが、遊具的には置くことはいろん

な宝くじの事業で申請すれば、多分当たるか

どうか分かりませんけど、当たる確率的には

高いと思うので、またその辺も考えまして、

また検討してみたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） ありがとうござい

ます。また、検討していただくということ

で、よろしくお願いいたします。 

 フェーズフリーの概念に基づいた防災公園

の整備を国の補助を活用し、財政負担を軽減

し、早期に実現することを期待します。 

 また、公園を核とした全世帯対象の防災訓

練を実施することで、当町の防災対応能力を

飛躍的に向上させることを強く要望し、次の

質問に入ります。 

 中能登町おにぎりの日条例の深化と推進で

す。 

 私は、中能登町が平成27年６月に制定した

おにぎりの日に関する条例を旧町の意識を超

え、町民の心を一つにする縁結びのシンボル

と確信し、中能登おにぎり縁むすびの会の活

動を通じて、その推進に努めてきたと思って

おります。 

 条例制定後、約10年が経過し、今は特にお

にぎりの歌とダンスが町内の小中学校のほぼ

全員に浸透するという大きな成果を得ている

と思います。この成功を土台として、今後、

条例の理念である地域活性化、農業振興、そ

うして地域ブランド育成をいかに具体的な行

動として全庁的に展開するのか、その推進策

について、町長にお伺いいたします。 

 これまでのおにぎりの日の普及啓発活動の

成果と評価です。 

 国民文化祭2023を契機に生まれたおにぎり

の歌とダンスが町内の子供たちの間に広が

り、広く深く浸透したことは、旧町域を越え

た一体感の醸成という条例の隠れた目的達成

に大きく貢献したと思っています。 

 この活動に対し町はどのように協力・支援

し、極めて希有な成果をこれまでの条例推進

活動の中でどのように評価し、活用してきた

のか、その戦略的なご意見をお伺いします。 

 一方、条例のもう一つの柱である農業振興
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と地域ブランド育成について、制定後、町が

主導し、米農家や特産品生産者と連携した具

体的な販売促進やブランド構築の取組は、ど

のような規模と効果で展開されてきたのでし

ょうか。具体的な実績とそれによる中能登町

産米の需要や価値向上への波及効果について

お示しください。 

 次に、おにぎりの日を核とした今後の具体

的な推進策です。条例を単なる記念日として

終わらせず、真の地域振興の核とするため、

私はおにぎりの歌とダンスの成果を最大限に

生かした全庁的な実践を提案します。 

 毎年11月18日のおにぎりの日に、町が主導

し、町内の小中学校及び保育園において、以

下の政策を定例化する考えをお聞きします。 

 その１、おにぎり給食、おやつの実施。11

月18日は、給食やおやつに中能登町産米を

100％使用したおにぎりを提供することを義

務化する。 

 その２、体験型給食の導入。小中学校では

衛生管理を徹底した上で、子供たちが自分で

具材を選び、おにぎりを握る手作りおにぎり

体験を導入する。具材は当町特産品を複数用

意し、食を通じて地域の多様性と一体感を学

ぶ機会とする。 

 ３、生産者との交流。給食に使用したお米

の生産農家を学校に招き、子供たちとの交流

や食育事業をセットで実施するです。 

 次に、おにぎりを通じた地域ブランドの戦

略の強化であります。 

 この町民実践の取組を、対照的なブランド

へと昇格するための統合のロードマップにつ

いてお伺いします。 

 その１、おにぎりコンテンツの活用。おに

ぎりの歌とダンスを町の公式ＰＲ動画や観光

プロモーションに積極的に活用し、中能登町

イコールおにぎりの聖地としてのイメージを

定着させる計画はあるか。 

 ２、観光特産品の連携強化。地元農家や商

工会と連携し、町産米や特産品の具材とした

中能登オリジナルおにぎりを開発・販売する

支援策を講じ、道の駅や観光施設での体験型

おにぎりづくり体験などを年間を通じて実施

する計画はあるか。おにぎりは、私たち中能

登町の誇るべき米文化、そして町民の温かい

心を象徴しています。この条例の理念を具体

的な行動と結びつけ、持続可能な地域活性化

と未来の農業につなげるため、町長の力強い

答弁を期待いたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 おにぎりの条例の深化と推

進についてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目のこれまでのおにぎりの日普

及啓発の成果と評価につきましては、町では

合併10周年を機に地域活性化や農業振興並び

に地域ブランド育成のため、平成27年６月定

例会議にて議員からの発議により、中能登町

おにぎりの日に関する条例を制定しておりま

す。 

 条例制定後は、町内の公共施設など、日本

最古のおにぎりのレプリカの展示を通じての

情報発信やおにぎりの日に合わせて町内の保

育園や小中学校の給食でおにぎりを提供した

り、鹿西高校の生徒が考案したレシピを商品

化し道の駅で販売するなどの取組を実施して

おります。 

 また、合田議員も携わってこられた中能登

おにぎり縁むすびの会の活動についても、歌

やダンス、イベントを通じておにぎりの普及

啓発に努めていただいていることで、おにぎ

りの活動に対し自発的に関わっていただける

方が町内外に増え、地域活性化につながって

いると感じており、大変意義のある活動であ

ると考えております。 

 一方、農業振興につきましては、地元の農

家などと連携し、道の駅でおにぎり週間など

を設けながら、おにぎりにちなんだメニュー

の提供や栄養価のある野菜などを味わってい

ただける取組も実施してきております。 

 このこうした取組が農産物への関心がいろ
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いろ世代で広まり、健康への意識も高まり、

中能登町産のお米を買い求める姿が見られる

など、農業振興と地域ブランド育成の波及効

果が町内に広がっていると評価しておりま

す。 

 町といたしましても、今後、おにぎりの日

に合わせた取組の支援や普及啓発に努めてま

いりたいと考えておりますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 次に、２点目のおにぎりの日を核とした今

後の具体的推進として、食育地産地消推進の

具体策につきましては、引き続きおにぎりの

日に合わせ、町内の保育園や小中学校の給食

でおにぎり提供をして、普及啓発を努めてま

いりたいと考えております。 

 また、高校入試の直前には地元農家が生産

したイセヒカリのブランド米を合格祈願米と

して提供するなど、おにぎりの日以外でも地

産地消に触れる機会を積極的に設けておりま

す。 

 一方、合田議員から今ほど提案をいただき

ました内容につきましては、魅力的でありま

すが、農家との連携や食材の衛生管理、お世

話していただく方の確保など、検討すべき課

題も多くありますので、今後の研究課題とし

て関係機関と協議をさせていただきたいと思

いますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 次に、おにぎりを通じて地域ブランドの戦

略の強化につきましては、議員からのご提案

は魅力的ではございますが、各種団体との連

携や人材確保、情報発信も含め、年間を通じ

た総合的なプロモーションやマネジメントも

必要になってまいりますので、現在おにぎり

や特産品開発で委嘱している地方創生アドバ

イザーの助言もいただきながら、検討してま

いりたいと考えております。 

 なお、おにぎりのダンスにつきましては、

2023年に開始された、いしかわ百万石文化祭

で当町の日本最古のおにぎりの普及や情報発

信の取組の一つとして制作され、現在も町の

動画チャンネルで配信しておりますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 答弁ありがとうご

ざいます。いろいろ取組されてきたというこ

とを理解しました。 

 先ほど、いろいろ取り組んできたというこ

とと、今取り組んでいることとしてアドバイ

ザーによる物の開発とかというのをちょっと

お聞きしたんですけど、さらに踏み込んで私

ちょっとご提案というか、ちょっと言いたい

ことがありますので、また答弁願いたいと思

います。 

 それは何かというと、今、地域創生アドバ

イザーとして契約されてます一般社団法人お

にぎり協会の中村さんの主催でやっているお

にぎりサミットですね。そのおにぎりサミッ

トが来年１月の27日に東京ミッドタウンで東

京で開催されます。 

 私は、このサミットに２回行ってきまし

た。そしてこの活動に、活動というかそのサ

ミットに行って、その協会に加入している12

団体の自治体との交流もしてきました。その

交流していた団体さんとの連携もあり、昨年

おにぎりの日に各市町村、各町の特産品も少

し頂いて、町民の方に配ることもできまし

た。 

 このおにぎり協会に加入するということを

前々からちょっとお願いはしていたんです

が、今現在14地域が加盟しております。中村

さんのお話によりますと、15団体をめどに募

集はやめようかなとかという話もちらっと聞

きました。そういうこともあり、早急に当町

として、そのおにぎり協会に加入するという

ことも必要じゃないかなと私は思います。そ

して、その加入することによってその14の団

体の特産品を活用し、新たに中能登町でおに

ぎりの具材としての開発をすればとてもいい

んじゃないかなと。それが、ひいてはふるさ
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と納税のお品になるんじゃないかなと思いま

す。 

 また、地域交流や関係人口の増加にもつな

がると思います。また、そのほかに、その14

団体の招待した中能登町のおにぎりフェスみ

たいなものを開催していければいいんじゃな

いかなと思います。６月18のおにぎりフェス

もありますし、11月の18日のおにぎりの日で

もいいです。どちらかに何かそういうお祭り

というかイベントというか、その14団体の皆

さんをお招きしフェスをすれば、お金もそん

なにかかるもんではないかなと思うので、ま

た検討してほしいと思っております。 

 その各種団体を巻き込んだ町祭を定例化し

ていくという考えはあるか、それとおにぎり

協会に加盟するか、しないかということもち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 今いろんな意味でコーディ

ネーター中村さんが来ておいでますが、この

加盟するかどうかについては、この14市町は

結構ノリとかいろんな具材あるんですね。う

ちは、例えば日本最古の発祥の地というこの

ブランドで、発祥の地ということでここへ招

かれてかって、先般、去年かおととし、うち

の課長が行ってそこでプレゼンをしてかって

話を、私行かれなかったので課長がプレゼン

をしてかって話をされたと聞いてますので、

これそういうことを言ってられないので、今

後何が、中能登町がこの15市町に交じるとき

に、何が例えば具材は、具材にするんか、米

でいくのか、それはやっぱり考えていかなけ

ればならない。米と言ったら、小千谷とか、

小千谷じゃない、もう新潟県村上市とか南魚

沼産だいてますので。村上市は鮭か。魚沼産

は米なので、そういうだいてますので、ただ

私が思うのは、このおにぎりの皆さん、この

縁むすびの会で、ぼんごというところで、お

にぎりを、幾度なくぼんごのお母さんも２回

か３回ほど中能登町おいでとるので、そのぼ

んごさんを利用というか、そこへ米を納め

て、新潟の米じゃなくて、石川県のこの地元

の例えば後山か花見月か、どっかおいしい米

をして、例えば月々100キロとか200キロとか

送って、それで石川県の米も作っとるよとい

うような形でやってもらえば面白いんじゃな

いかなと思います。 

 今、大谷翔平がファミリーマートのぼんご

のおにぎりを監修してかって、それ今ＰＲし

てるので、ぼんごのおにぎりは、やっぱりフ

ァミリーマートから買ってきてやっぱりうま

いですよ。あれ、どういうふうに作ってるの

か分かりませんけど、おいしいという評判な

ので、できるだけ、何かこのぼんごさんとの

やり取りでお米を買っていただいて、中能登

産の米を買っていただいて、結びつけてあわ

よくば大谷翔平にも結びつくかも分かりませ

んので、その辺もこう考えるのが面白いんじ

ゃないかなということを思いますので、向こ

うの自治体に入るが、14自治体の中、15自治

体のことになるのは、これからちょっとまた

早急に検討していきたいと思います。 

 やっぱりサミットするときは、これ１地区

におっても駄目なんですよ。その地区地区14

地区でサミット行って回ってきてかってサミ

ットはやっぱり現地を見てかってサミットを

やって来るということが私は一番であると思

うんで、私は40歳のとき、商工会の青年部長

をしとったときに、そのおにぎりサミットと

いうのはやりました。そのときは新潟県と福

岡とうちの町と青森の今、藤崎町、今、藤崎

町、昔、常盤村ですけど、藤崎町でサミット

で回してかってやってました。それはジャン

ボおにぎりを作るのを競ってやってたんで

す。だけど、それは今は藤崎町だけがジャン

ボおにぎり毎年作ってるみたいで、１メート

ル88ぐらいのジャンボおにぎりを作ってるっ

ちゅうことでギネスには載ってるらしいん

で、それをまだ超えるとこはありませんけ

ど、せっかくするんやったらやっぱりサミッ
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トも含めて、全国的な市町村の、14市町村お

りますので、できればそういうことも提案と

して、私からの提案としてかって、していた

だけるかどうか１回聞いといてください。 

 それとこの14市町の方には、本当に災害時

のときにも、この魚沼、村上、柳川、愛媛県

の今治とか５市の町に本当にいろんな面で物

資も送っていただいておりますので、そのと

きのご縁でおにぎりの皆さんがやっていただ

いたご縁ありますんで、ぜひ加入せんちゅう

わけにはいかないと思っておりますので、ま

た今これ執行部の方、みんなとちょっと三役

会議でも話出したいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 合田議員、時間が

経過しておりますので、まとめて一言だけで

お願いします。 

 合田 宏議員 

○３番（合田 宏議員） 時間が来てました

ので、まとめてということなので、先ほど町

長おっしゃられたとおりのことを踏まえて、

また、ちょっと後で提案していきたいなと思

います。 

 本当はまだいっぱい言いたいことあったん

ですが、これで私の一般質問を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） ここで、11時10分

まで休憩をいたします。 

           午前11時04分 休憩 

 

           午前11時10分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ２番 三浦克欣議員 

  〔２番（三浦克欣議員）登壇〕 

○２番（三浦克欣議員） それでは、質問し

たいと思います。今回は２件ということで、

落ち着いてしっかりと質問したいというふう

に思っています。 

 それでは、通告に従ってというところなん

ですが、その前に過去の質問で私、肌で感じ

る行って聞いてきたシリーズをやっておりま

して、今回の質問にそれないので、とても残

念なので、少しだけ、少しだけ１分だけ時間

いただいてお話ししたいと思います。 

 ９月の一般質問で、ＴＫＢ48、48時間以内

に質の高いイタリア式の避難所設営の提案を

しましたが、先日13日と14日土日にかけて長

野県の松本市でその実働訓練があったので、

現地に行ってまいりました。 

 松本、肌で感じる、とっても寒かったで

す。一応避難所視察ということで車中泊も決

行したんですが、夜中寒くて寒くて大変でし

た。 

 そのＴＫＢ48実働訓練は、ほぼ私のイメー

ジに近いものでした。一人一人を尊重する信

州型避難所システムということで、主催する

長野県のＮＰＯの方、この信州型を全国型に

していきたいというふうに熱く語っておられ

て、内閣府肝煎りの国家基盤の整備というこ

とでした。もう私の中では、もう防災支援拠

点としてのカルチャーセンターの芝生のとこ

ろに松本市と同じ光景が浮かんでおりますの

で、今回時間がないのでここまでにしておき

ますが、次回一般質問でまたご提案したいと

いうふうに思っています。 

 それでは、通告に従い質問を始めます。 

 今年、令和７年、西暦2025年は戦後80年を

迎えました。私、議員として、この４年間で

一度だけこの今回の質問をしたいと考えてい

て、この４年目、そして戦後80周年という節

目でさせていただきます。 

 この中能登町から争いのない世界のメッセ

ージを発信しないかという、とてつもない大

きなテーマですが、争いがないというのは、

言い換えると平和への願いであり、まず、す

ぐ横、身近なところから始めようというメッ

セージで、まず自分を大切にする、そして横

にいる人、周囲の人たち、地域・国・世界の

人々、全ての人たちをリスペクトし、争いの

ない世界、誰も傷つけない平和な世界を願っ

て子供たちと一緒に考え、発信していかない
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かという提案です。 

 町の議会、しかも限定された時間内での質

問には大き過ぎるテーマなので、先ほど述べ

たように、私たちはこの町、この地域で何が

できるのか、この町の未来を築いていく子供

たちとともに考え、思いを共有していくとい

う意味を込めて質問いたします。 

 まず、平和とは何か。言い換えると、戦争

のない世界はどうしたら築けるのか。 

 ①まず、町の教育の長である教育長に平和

観について、平和とは何かについての思いを

お聞きしたいというふうに思います。一言で

平和を語るとしたら、何を語るか。ちょうど

今年前期のＮＨＫの朝ドラ、あんぱんがモデ

ルとなったアンパンマンの生みの親である、

やなせたかしさんは、著書やドラマでもあっ

たように、自らの壮絶な戦争体験から逆転し

ない正義とは何かを考え続け、その答えはお

なかがすいている人たちにパンを与えるとい

うことでした。 

 私は、ずっと大学生の頃ぐらいからの疑問

で、武器という人を殺す道具を作って平和を

築けるのかという純粋な疑問であります。子

供みたいなことを言うとるなと言われるんで

すが、子供でも分かるこの矛盾を説明してほ

しい。やなせさんの言葉を借りれば、現在の

平和はすぐに逆転されてしまう正義ではない

でしょうか。私の中では、40年以上考え続け

ておりますが、まだ答えは見つかっておりま

せん。本当誰か教えてほしいくらいです。 

 そして②それでは、町の平和教育として、

これまで子供たちに対し、平和についてどの

ように教えられてきたのかをお聞きしてみた

いと思います。 

 また③戦後90年、100年に向けて子供たち

とともに何か平和に向けてのメッセージを小

さくても世界に発信していけないかというこ

とで、以上３点について質問いたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 中能登町から争いのない世

界へのメッセージを発信していかないかにつ

きましては、教育長より答弁をさせますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 三浦議員のご質問にお答

えいたします。 

 私の平和観は、争いのない世界であると思

っています。差別やいじめ、貧困や孤立とい

った争いもなくすことが大切であると考えて

います。相手の置かれている状況を理解し、

その思いをも理解しようとすることが大切で

はないでしょうか。私たち人は、その理性と

知性において、平和とか道徳とか人権、そう

した崇高な考えを創ってきました。日々こう

いったことを実践していくことが大切である

と思っています。 

 戦後80年になりますが、今年は特別なこと

はしておりません。日々のこういったことを

考えながら、我々は生きていく、そういった

ことを子供に伝えていきたいと思っておりま

す。 

 ２点目の当町ではどのような平和教育が取

り組まれてきたかにつきましては、特に鹿島

郡中能登町では、戦後から今日まで学校教育

の中で平和学習を大切にしております。今年

も夏休みの登校日、小学校では８月６日、中

学校では北辰祭がありましたので、別日に行

いましたが、平和集会を行い、日常のこの平

和の尊さをお互いに考えました。 

 また、過去に実施してきた修学旅行、今は

２泊３日で行けませんが、３泊４日の頃は広

島の原爆資料館に行き、千羽鶴をささげ、平

和を維持することの大切さを学んできまし

た。 

 今後は、町内にある戦没者を慰霊する忠魂

碑を反戦の象徴として実際に訪れることで、

歴史を自分事として感じ取れるようなことも

していきたいと思っております。 

 また、子供たちはもちろんのこと、若い教
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員も戦争体験者の声を聞く機会が少なくなっ

ていることや、証言や映像といった機会に、

置かれる機会を設けていければと考えており

ます。 

 私たちの町は、大きな戦火を招いておりま

せんが、それでもこの戦争で多くの犠牲者を

出しております。そういった方々のお話もこ

の平和集会の日に聞ければいいなというふう

に思っております。 

 最後に、３点目の戦後90年、100年に向け

ての当町からの平和への願いを込めた発信と

いうことですが、戦後80年を迎えた今、自ら

争いのない世界を願うことは、大変意義が深

いと考えております。 

 繰り返しになりますが、私の平和観は、争

いのない世界でありますので、日々の生活の

中で実践している平和が、この先の10年、20

年と続くような平和教育を一過性の行事では

なく、日常の学びとして根づかせていきたい

と思っております。ご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦克欣議員 

○２番（三浦克欣議員） 今、日々の争いの

ないという意識が大事だというお話をされま

した。それから戦没者慰霊式というお話もあ

りました。なぜ私がこの今回質問しようと思

ったのには、２つ理由がありまして、今年の

お盆、今あった戦没者慰霊式で約900名の御

霊という話をお聞きして、そういう慰霊式に

も出たことはなかったんですが、今年の慰霊

式には子供さんも来られていたのがすごく意

義があるなというふうに感じました。身近な

ところで900名近くの何の罪もない命が奪わ

れたのかと思うと、本当に心苦しいというか

思いますし、それから関連すると９月の議会

で、甲部議員が忠魂碑の改修をしていただき

たいと強く訴えた話も、私のとってもこの胸

に刺さってこの質問をしたいという契機にも

なりました。 

 私にとってのリアルな戦争にまつわる話

は、1904年、明治37年日露戦争の年に生まれ

た祖父、おじいちゃんの話です。家の座敷に

筆で書いた長い文章の横いっぱいの紙が貼っ

てある額みたいなものが飾ってあり、今も飾

ってあるんですけども、私がまだ小さい頃、

とても何か薄気味悪い印象だったんですが、

じいちゃんがある日、ちょっと来いと言われ

て、その額の前に座らされて、その文章を読

み始めたのです。実はそれはじいちゃんの弟

が戦争で亡くなったときの様子を綴った軍隊

の上官からの手紙だったのです。土砂降りの

中、攻撃中、やられたと倒れ、見ると右顎か

ら左顎にかけて散弾が貫通とか、滝のように

流れる血とか、看護兵おらんのかと叫んだと

か、その後天皇陛下万歳と私の手を握り死ん

でいきましたとか、そういう本当にリアルな

話をゆっくりとおじいちゃんは語りかけるよ

うに読んでくれました。10歳くらいの私にと

って、とっても衝撃的で、もうその日から50

年以上たっていますが、はっきり明確に脳裏

に焼きついております。それが、私の一番の

戦争リアル体験です。 

 その手紙を額にきれいに表装し飾ったじい

ちゃんの思い、そして孫である私に何を伝え

たかったのか、時々その額を読み返すことに

しています。昭和12年と記してありまして、

日中戦争のあたりなのか、その時代はまだ手

紙で遺族に伝えていたというか、まだ道徳と

いうか、最低限の秩序が保たれていたのかな

という印象があります。また、じいちゃんの

言葉で印象に残っているのは、戦争中食べる

物ないがなったら、本当何もないねんぞみた

いな言葉です。 

 そんな全くリアルな戦後ではないかという

ふうに思います。何を言いたいかというと、

この地域は田舎で、教育長も言われたよう

に、原爆も落ちていないし空襲もなかったけ

ど、こんなリアルな戦争の傷痕があって、身

近な戦争を後世、つまり子供たちに伝えてい

きたいというふうに思いました。 



－83－ 

 戦後80年、父のように90歳はまだ子供、

100歳は二十歳、リアル体験を語れるぎりぎ

りで今しかない、それが無理なら私のじいち

ゃんの言葉のように60年ワープしたリアル戦

争を今の子供たちに伝えていく取組を、この

10年、20年でできないかということで、じい

ちゃんの話を私は60歳なので、61歳、あと20

年ぐらいは伝えていけるというふうに思って

います。 

 中能登で語れる中能登の戦時体験を、中能

登の子供たちにリアルに伝え、継承できない

か。その中で子供たちが自分オンリーの一生

続く平和観を持って生きていく子供たちを育

てていきたいというのが私の気持ちです。 

 そこから自分、横にいる人、周囲、国、世

界へとその広い意味での平和をつくり上げて

いってほしいという願いです。 

 何かこの具体的に取り組んでいくことがで

きませんかという問いです。教育長、ご答弁

お願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

○林 大智教育長 三浦議員の再質問にお答

えします。 

 戦後80年を迎え、直接語られる方が少なく

なり、議員が今おっしゃられたご祖父様の体

験や額に残された手紙の話は、戦争の現実を

身近に伝える大変貴重な証言であります。こ

うした証言を子供たちに伝え、過去を学び現

代に生かし、未来へつなぐ営みが争いのない

社会を導く基盤となると考えており、今でき

ることは地域の方々が持つ記録とか証言など

を直接聞いたり話したりする機会を設けてお

き、そしてその証言や資料を読み、映像や文

章でこれから子供たちが残していく、そうい

った活動をこれから検討していきたいと考え

ております。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦克欣議員 

○２番（三浦克欣議員） 私もその額を持っ

て話しに行ってもいいというふうに思ってい

るので、ぜひ中能登で中能登にしかない平

和、全世代で語り合っていく機会をつくって

いければよいかというふうに考えます。 

 再々質問の予定はなかったんですが、昨日

私の父親も軍隊にというお話をお聞きして、

町長のリアルな平和観というか、その思いも

ちょっとお聞きしたいんですが、よろしいで

しょうか。簡単でいいです。お願いします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 昨日ちょっと父親のことを

話しましたけど、私の親もシンガポールの戦

争へ行っておりました。あの辺はみんな玉砕

されたというところで、今言われるように、

鉄砲撃っておったら横の人が貫通していった

というような場面に遭ったということを言っ

ておりましたけど、やはりうちのこのおやじ

は多分17ぐらいのときに志願兵で行ったんで

すよ。やっぱり使命感とこの愛国心という

か、それだけで行ってかって、もう何とか帰

って来られました。そのときに元帥というの

は寺内元帥って南部司令本部長の元帥とい

う、寺内さんという元帥さんが。さっき言わ

れたように、床の間にこう長い何かちょっと

読んどっても分からんがですけど、そういう

ようなあります。 

 やっぱり生きてきた人に対しては、ずっと

何人か帰ってきたんで、全国に七、八人しか

帰ってこんのﾂﾁｶﾞって帰ってこられなかった

ということで、ずっと何年か一遍にそういう

同窓会的なことをやってましたけど、本当に

戦争だけは絶対してはならないということ

は、死んでいった人に対しても、その家族に

対しても、やっぱりもうつらい思いをさせる

ということで、戦争だけは絶対にできないと

いう私は使命感を持っております。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦克欣議員 

○２番（三浦克欣議員） 80周年でよくテレ

ビで、本当に90歳ぐらいの方がよく今しかな

いからというふうに言われて、本当は言いた

くなかったけどみたいなところでお話しす

る、話によると絶対にもう戦争は嫌だという
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ことだったので、それはどうやって伝えてい

くかというふうに思います。 

 最後になりますが、教育ってすごく大切で

す。修学旅行に広島へ行っているという話も

ありましたが、アメリカの教育では原爆投下

を戦争を早期に終わらせたと肯定的に捉えら

れているというふうに聞いています。 

 そして、その子供たちが、アメリカの子供

たちが大人になって広島の原爆資料館を訪

れ、衝撃を受けるわけです。まさに正義が逆

転する瞬間ではないかというふうに思いま

す。やなせたかしさんのアンパンマンのよう

に、逆転しない正義を子供たち、それから大

人たちも一緒に考えていけるような町になっ

たらいいなというふうに思います。 

 アンパンマンのマーチ、何のために生まれ

て何のために生きるのか、この究極的な問い

を子供たちと一緒に考えていくような教育が

できればいいなというふうに強く思います。

ということで次の質問に移ります。 

 中能登に移住されて約20年になる知り合い

の方からある相談をいただきました。その方

は70歳代の方で縁があって関西からこの中能

登に移住されてきた方なのですが、この町の

身寄りのない高齢者に対する支援はどうなっ

ているのか。人生の最期をよりよく生きるた

めの終活、終わりの活動の支援はどうなって

いるのか知りたいというものでした。 

 ということでまず、この中能登町に一人暮

らしの高齢者の方がどれくらいおいでるのか

というところから確認していきたいのです

が、聞くところによると、800名ほどおられ

るとのことで、私の予想を大きく上回る方々

が一人暮らしをされているということで、大

変驚きました。と同時に、皆さんはどんな日

常生活を送っていらっしゃるんだろうかと少

し不安を抱きました。 

 多くの方は何らかの理由で一人暮らしを余

儀されていると思います。若いときであれば

自由に、気ままにというのもありかと思いま

すが、年齢を重ねるにつれ、少しずつ体も頭

も思うように働かなくなりつつある中で、一

人が孤独に、そして孤立に変化していくよう

に思います。私個人的なお話で申し訳ないの

ですが、家には91歳と85歳の両親がおります

が、もし私がどこか遠くに住んでいて両親二

人暮らし、もしくは一人暮らしだったらどう

なるんだろうという心配になります。家の中

のことは危なっかしいですが、何とかやって

おりますが、例えば買物、通院等、私たちの

家族の助けがないと成り立たないというふう

に思いました。本人たちも不便で不安だと思

います。私自身も心配でならないというふう

に思います。 

 そこで、約800名のうち、まだまだ元気で

地域とのつながりがあり、健康的に過ごして

おられる方々はまだ時間的な猶予があると思

いますが、ご家族、親類縁者が遠くにお住ま

いの方、さらに先ほど言いました精神的にも

身体的にも、そして社会的にも孤独を感じて

おられる方がどのぐらいおいでて孤立されて

いないか、どのような生活をされていて、

町、福祉、地域でしっかりと支えられている

仕組みができているかどうか確認したいと思

います。 

 さらに、人生の最期をよりよく生きるため

の終活が最近注目を集めておりますが、人生

最後として一番悲しい孤独死という結果を招

かないよう、また身寄りのない高齢の方が自

分が亡くなったらどうなるんだろうという不

安を払拭する仕組みを築けていけないだろう

かという提案です。 

 私へ相談された方も、民間の終身サポート

事業もあるが、高額であったり、まだ信用で

きるまで至っていない。そして、身寄りのな

い高齢者の終活への支援も全国的にもいわゆ

る公的な支援があるということで、例えば今

年度厚労省は身寄りのない高齢者支援を拡充

する方針として、葬儀や納骨、遺品の整理な

ど、死亡後の事務手続を社会福祉事業として
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位置づけるとしていて、中能登でもそのよう

な体制をつくってもらえないかということで

した。 

 私、先日「ぼけますから、よろしく。」と

いう映画を見まして、主演男優になりますけ

んね。お父さんの演技というか、すごい演技

じゃないな、あれは。感銘を受けました。そ

の中で、奥様の認知症、そして脳梗塞という

流れの中で、映画監督の娘さんの母の胃ろう

は母が望んだんだろうかというシーンがあ

り、これも厚労省が推奨する人生会議の必要

性を強調しておりました。人生会議というの

は、人生の最終段階で受ける医療やケアなど

について、患者本人と家族など身近な人、医

療従事者が事前に繰り返し話し合う取組のこ

とですが、この人生会議というものに、終活

支援を加えて、中能登独自の人生会議の普及

を進めていけませんかという提案です。 

 ということで、①一人暮らしの高齢者の

方々の当町における現状はどうなっているの

か。 

 ②高齢者の孤独、孤立を防ぐ体制は整って

いるか。 

 ③残りの人生をより豊かにする終活支援を

加えた人生会議を推進していただきたいとい

う点について質問いたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 一人暮らしの高齢者への終

身サポートの充実等についてのご質問にお答

えします。 

 まず、１点目の一人暮らしの高齢者の現状

についてですが、国勢調査によりますと町の

65歳以上の単身世帯数は、20年前の平成17年

では483世帯でしたが、令和２年には856世帯

となり、年々増加をしております。また、身

寄りのない高齢者の現状については、本人や

民生委員などの相談により把握することはあ

りますが、全数を把握することは難しい状況

であります。 

 次に、２点目の高齢者の孤独、孤立を防ぐ

体制は整っているかについてお答えします。 

 現地域では75歳以上の一人暮らしの高齢者

などで見守りが必要な方に対し、民生委員や

地域福祉推進チームにより見守り活動が行わ

れております。また、高齢者が地域の方々と

つながりが持てる場として、地区の集会所な

どで活動している地域つながりサロンやいき

いき百歳体操、シルバーリハビリ体操教室な

どがあり、日頃から住民同士による声かけや

見守りなど行われております。 

 町では引き続き地域全体の高齢者を支える

意識の熟成を図り、孤独や孤立による不安が

解消されるよう努めてまいります。 

 次に、３点目の残りの人生をより豊かな人

生会議の推進についてお答えします。 

 人生会議とは、将来の医療やケアについて

本人、家族、医療や介護の専門職と話し合う

取組のことをいい、病気などで自分の意思が

伝えられなくなったときに備えて、どんな治

療を望むか、どこで過ごしたいのかといった

希望を信頼できる人たちと共有しておくもの

であります。 

 三浦議員提案の人生会議に終活的な要素を

取り入れた支援体制の構築については、町と

しましても住民１人の人生において重要な価

値を持つものであり、意思決定支援の一環と

して大切にすべきものであると認識していま

すが、人生会議や終活は個人ごとの人生観や

健康状態などが大きく異なる中で行われるも

のであり、町が画一的な体制として整えるこ

とは難しいと考えております。 

 しかしながら、住民に対し人生会議の理解

を促進するための啓発活動は重要であると考

えておりますので、引き続き現在行っている

出前講座などによる普及啓発に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 現在、国では身寄りのない高齢者等への対

応について新たな支援体制の検討などを進め

ておりますが、町といたしましても今後の国

の動向を注視しながら、引き続き身寄りのな
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い方の生活に関する相談窓口の周知や個別の

相談に対応し、町の事情に合った支援を行っ

てまいりたいと思いますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 三浦克欣議員 

○２番（三浦克欣議員） 再質問はいたしま

せん。まとめというか、最後にお話しさせて

いただきます。 

 ご答弁をまとめると、現在身寄りのない高

齢者の存在は認識しているが、その実態はし

っかり把握できていない現状がある。また、

その方々に対する支援に関しては、公的には

介護保険を中心にした福祉分野からの支援、

共助的には社協での取組や民生委員等の活動

である有償ボランティア組織の活用というこ

とでした。 

 この質問のまとめとして、先ほど述べたよ

うに、いわゆる誰も取り残さないという観点

から、全ての高齢者の皆さんの安心して残り

の人生を送るための人生会議を行えるような

体制、先行きの安心できる、見通しが持てる

ということはとっても大切だというふうに考

えます。また、民生委員さん等の活動の重要

性を再認識しまして、民生委員の活動の抜本

的な支援体制の強化を希望したいというふう

に思います。 

 公的支援と共助・自助の間の隙間を埋める

共助的な支援が必要だと私は考えますが、地

域で地域でと旗を振っているだけではなかな

か状況は変わっていかないというふうに思い

ます。 

 最近やっぱりＮＰＯとかという、そういう

団体があって、その辺、この地域、その存在

とか薄いなというふうにいつも感じているん

ですけども、その共助を支えるための公的支

援ですね、支えるための公的支援、でもしか

しながら、いつも行き着くところはその費用

ですね。つまり、自主財源の確保というとこ

ろにあるというふうに思います。 

 公的と自助の間に存在する共助、防災部門

でも同じ課題が存在しているというふうに思

います。その共助を強化していくために、財

源確保ですね。盛んに言われているを念頭に

置きながら、取り組んでいくということだと

思います。 

 本当にあったらいいなというのは、無尽蔵

に存在します。そのための財源をどうやった

ら確保できるか、大きな大きな課題でありま

すが、みんなで知恵を絞って、取り組んでい

きましょうということで、今回の私の質問を

終わりたいと思います。 

○議長（南 昭榮議員） 続いて、６番 古

玉いづみ議員 

  〔６番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○６番（古玉いづみ議員） それでは、令和

７年、2025年最後の一般質問をさせていただ

きたいと思うんですけど、その前に震災から

そろそろ２年ということになります。今年の

１月１日も昨年の１月１日を思い出して、本

当に体がこわばったり、やるせない気持ちを

抱えながら迎えたこの今年の初めだったわけ

ですけれども、町では町制20周年であったり

ですとか、また宮下町長の２期目もスタート

したという様々なことが起こりました。そう

した中において、宮下町長においての今年の

１年間はどうであったのか、ぜひ漢字一文字

でお答えいただきたいなと思いますので、許

可をよろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 漢字一文字で今日朝ちょっ

と習字の練習してきました。なぜかという

と、明日のこの市町の町長が寄ってかって今

年の一字というのを書いてくれということ

で、今日習字朝練習して色紙に書いてきまし

た。それは健康の「健」です。 

 健康の「健」とは、やっぱり皆さんもそう

ですが私もそうですが、やっぱり健康でおる

っちゅうことが一番なので、私、町政運営し

ていく中でみんながやっぱり健康で、人口減

少、高齢化を迎える中でやっぱり健康でいて
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ほしい。やはり一生懸命今保健のほうで、子

供たちの乳幼児から思春期までの手厚い子供

たちに対してのやっぱり人口減少をｸﾑための

施策をやっております。そういう中で、その

子供たちがいかにやっぱり今これから元気に

健康に暮らしていけるかがやっぱりこれから

の20年先、30年先、一番のやっぱり今扶助費

というか、社会保障費などがたくさん変わっ

ていく中で、健康であるということが、やっ

ぱり町の財政的にも医療とか、そういう後期

高齢者の費用とか、そういうものが助かりま

すので、本当に今健康で70以上になっても75

以上になってもやっぱり働いていただくとい

うような環境には少しずつこの町、日本全体

が整ってきていると思うので、やっぱり何よ

りも、健康で運動することです。運動してス

ポーツに対する必要性というがをじっくり考

えていただきたいということで、皆さんが来

年１年健康でいてほしいということで、健康

の「健」といたしました。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） ありがとうござ

います。私も今年11月にトレイルマラソンで

15キロコース、実質17キロほどあったんです

けれど、雨の中、走らせていただきました。 

 やっぱり健康でないとあれはできないです

ね。町長も以前一緒の大会で参加されていま

したけれども、やっぱりみんなが健康で、こ

ういった町の大会であったり、イベントにも

楽しく参加できるような、そういった元気な

町にぜひしていっていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

 それでは、一般質問に入ります。 

 ハラスメントの根絶に向けての取組を。 

 今月12月は職場のハラスメント撲滅月間と

なっています。年末の繁忙期ということもあ

り、人々はせわしなくなり、心に余裕が持て

ない時期で、ハラスメントが起こりやすくな

るということだそうです。 

 この時期には、集中的な啓発活動、相談窓

口の周知など、ハラスメントのない職場づく

りを目指し、いくものです。 

 ここ最近、メディアやＳＮＳ、ニュースで

は、自治体の首長のハラスメントが取り上げ

られ、議会解散や不信任決議による議会や首

長選挙の実施が相次いでいます。驚くほど矢

継ぎ早に日本全国どこかの自治体でこうした

事例が起こっており、いつから日本はハラス

メント大国になってしまったのか、本当に嘆

かわしく感じています。 

 子供に説明のできないような事象を大人が

つくっている社会であってはならないとの強

い思いから、今回はこのハラスメントについ

て取り上げさせていただきました。 

 本年６月より労働施策総合推進法が改正さ

れ、企業によるカスタマーズハラスメント防

止措置が義務化されました。今までの努力目

標から義務へと強化され、組織的な対応、そ

して啓発が推進されることが期待されます。 

 コンビニや小売店でもポスターが掲示さ

れ、今まで泣き寝入りしていた、弱い立場で

我慢を強いられてきた、そうした案件におい

てもポスターが貼られていることで、言動へ

の認識が高まり、迷惑行為への抑止へとつな

がっているように感じます。 

 また、令和２年より施行されているパワー

ハラスメントやセクシュアルハラスメント、

いわゆるパワハラやセクハラなどと合わせて

多様な労働者が活躍できる職場環境の整備が

求められている時代となってきています。 

 ではハラスメントとは何なのか。一般的に

は、相手に対する嫌がらせや迷惑行為により

不快感や不利益を与え、尊厳を傷つける行為

のことを指します。 

 厚労省では三、四年に一度、ハラスメント

に関する実態調査が行われているようであり

ます。令和５年度の調査では、実際過去３年

以内に相談があったと回答した企業のうち、

64％がパワハラ、39％がセクハラ、27％がカ

スハラであるとのことでした。カスタマーハ
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ラスメントです。ハラスメントは、種類とし

ては40種類を超えるものがあるとされてお

り、中にはハラハラというものもあるそうで

す。ハラスメントハラスメント、過剰にハラ

スメントだと主張することにより、相手を攻

撃、そして萎縮させるというようなものまで

あるということで、本当に社会的な問題とな

ってきています。 

 議会でもこうした行為に対して、自分たち

が当事者になってはいけないとの思いから、

今年の３月に初めて専門家の先生をお招きし

て研修を行いました。まさに自分事ですの

で、皆こういった行為は当てはまるのかと真

剣に質問をしていました。 

 そうした経緯から、事あるごとに委員会等

で職員間での研修などについてお願いし、認

識度向上を促してきているわけですけれど

も、今現在、当町における企業においてのハ

ラスメント防止への啓発状況、そして役場内

での環境整備についてをお聞きいたしたいと

思います。 

 １点目、町内の事業主へのハラスメント対

策、防止策はどのようにして推進されている

のか。 

 ２点目、中能登町役場内でのハラスメント

報告件数、認知件数はどのようであるのか。

また、実態把握のために行っていることは何

なのか。 

 ３点目、役場内でのハラスメント防止研修

実績、特に管理職以上の研修実績はどのよう

になっているのか。 

 ４点目、今後のハラスメント根絶に向けて

の取組は、条例制定等を考えているのか。 

 以上、この４点でお聞きいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ハラスメントの根絶に向け

ての取組についての質問にお答えします。 

 まず、１点目の町内の事業所へのハラスメ

ント対策、防止策の推進についてですが、12

月は職場のハラスメント撲滅月間であり、石

川県石川労働局から周知の依頼に基づき、町

ホームページに広く周知を行っております。 

 また、中能登町商工会ではハラスメント防

止について、石川県商工会連合会からの通知

や商工会会報を通じて、その都度会員へ周知

を行っているとのことであります。 

 次に、２点目の役場内でのハラスメント報

告件数、認知件数及び実態把握につきまして

は、これまでハラスメントの報告件数はあり

ませんが、相談や問合せは数件あったと聞い

ております。 

 令和５年に中能登町ハラスメント防止要綱

を策定し、職場内におけるハラスメント防止

及び排除、ハラスメントに起因する問題が生

じた場合の適切な対応に関する事項を定め、

課長会議を通じて全職員へ周知をしておりま

す。 

 職員からのハラスメントに関する相談につ

きましては、相談窓口及び相談員を役場内に

設置し、電話や面談、メール等による相談を

受け付け、問題解決ができる体制を取ってお

ります。社会的にハラスメントが取り沙汰さ

れている昨今において、職員を守る上で引き

続きハラスメントの対応を行ってまいりたい

と思います。 

 次に、３点目の役場内でのハラスメント防

止研修につきましては、未実施でありますの

で、職員会での研修や人事研修などを活用し

て、今年度中に実施できるよう努めてまいり

ます。 

 また、管理職以上の研修実績につきまして

は、石川県市町村職員研修会が主催する新任

課長研修におけるハラスメントの講義やその

他ハラスメントに関する研修が実施されてお

り、その都度受講をしております。 

 今後も管理職としてのハラスメントの理解

と意識向上のため、引き続き受講を推進して

まいります。 

 最後に、４点目の今後のハラスメントの根

絶に向けた条例等の取組につきましては、ハ



－89－ 

ラスメントに対する認識や理解は人によって

様々であると思われますので、ハラスメント

の定義と判断基準を明確にし、周知を図るこ

とが重要であると考えております。 

 条例の制定につきましては、誰を対象とし

て、どのような内容にするかを踏まえ、前向

きに検討したいと思いますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） ありがとうござ

います。町の事業主への周知ということでし

たが、１点目。こちらのほうは商工会を通し

て行われているというのは重々私も商工会員

として承知しているんですけれども、なかな

かこの周知のみ伝達だけになっているので、

実際にそういったような、どういったものが

そうなのかというような情報共有をするよう

な場というのがなかなかないのが現実であり

ます。そのお店やその業態によってもやはり

捉え方も違うと思いますし、お客さんの層も

違うと思いますので、そういったことをやっ

ぱり事業主同士が話し合っていけるような場

ができればいいなと思いますので、また引き

続き商工会のほうにもそういった場をつくっ

たりですとか、そういった育成、そういった

場づくりをつくっていくということに対し

て、また積極的に後押ししていっていただき

たいなと思います。 

 庁舎内でのハラスメント報告件数はゼロだ

けれど、相談が数件あるということでした。

報告と相談でどのように捉えられているのか

というのが、ちょっと分からないんですけれ

ども、相談があった時点でそれはもう報告に

当たるのではないのかなと、私としては捉え

ています。相談があるという時点でやっぱり

その方はすごく深刻に捉えておられて、誰か

に聞いてもらわないと前に進めないというよ

うな思いで相談されていると思います。それ

を報告として捉えていないというのであれ

ば、やはり認識というか重要度に対しての認

識というのが、まだ浅いのではないかなとい

うふうに私は思いますし、実際誰からとか、

何人からとは言いませんけれども、私のほう

に耳に入ってきています。やっぱりそういう

ような皆さんが苦しい思いをされている、な

かなか相談してもそれが解決に向かっていな

いんじゃないかと思われるようなケースがあ

るというのが現状なのかなというふうに捉え

ています。 

 そういう意味でも、今、町長が言われまし

たこういった窓口ですとか面談、もちろん知

っている人間に相談するというのは心を開く

というのはすごくハードルもあるので、方法

としては、こういった相談ホットラインです

とか、気軽にいつでもこういう場面ってどう

なんですかと聞けるような、そういったチャ

ットですとか、そういったオンライン相談チ

ャットみたいなのありますよね。私もこの間

自治体ＥＸＰＯ行って、そういったことをア

プリとかでやっていますよ、ぜひどうですか

というような企業さんもあるというのを知り

ました。やっぱり内々だけで済ませようとな

ると、正直言い方はちょっとあれかもしれな

いですけれど、上から抑圧して、なかなか本

当のこと言えないというような、組織内だけ

で片づけようとしても難しい部分もあるかと

思います。そういったことも踏まえて、やっ

ぱり外部からの力も借りるというようなこと

もどうかなと思うんですけれど、副町長、や

っぱり外部から来られて半年、中能登町の役

場を見られた立場でどのように捉えておられ

ますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 池田副町長 

  〔池田正明副町長登壇〕 

○池田正明副町長 古玉議員のご質問でござ

いますけれども、こちらのほう中能登町に来

まして半年過ぎました。ハラスメントについ

て具体的な事例というのは、特に聞いてもい

ませんけれども、職員間の間というのは非常

に近しいというところも感じておりまして、
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相談とかそういったもの、近しいからこそ伝

えやすい部分もあるんですけれども、逆に伝

えにくいという部分も確かにあるのかなとい

うふうには思います。今お話がありましたチ

ャットであったりとか、外部の方を通じてそ

ういった相談を受けるということがあっても

いいと思いますので、少しちょっとその辺に

ついては検討してみたいなというふうに思い

ます。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） ありがとうござ

います。８月末に中能登町役場カスタマーハ

ラスメントに対する基本方針というものが策

定されまして、皆さんの見えるところに掲示

するということで、職員の皆さんも安心して

そういったことが対象にならないように皆さ

んに広く掲示していくというような形が取れ

たのも一つ大きな一歩じゃないかなと思って

います。 

 ハラスメントのない職場風土にするために

は、今、副町長も前向きに検討していただけ

るようなお話でしたけれど、やっぱりこうい

ったいろいろな相談の窓口体制の強化であっ

たりですとか、もちろんまだ未実施であるこ

の研修の実施、これ私、春からずっと言い続

けてるんですよね。今までできたんじゃない

かと思いますけど、そういったところもやっ

ぱり強化していただきたいですし、やっぱり

トップからのメッセージですよね。中には、

首長による宣言の発信によって、もう絶対に

この町ではそういったことをしていかないぞ

という、例えば和光市のようなハラスメント

を「しない、させない、許さない、そして見

過ごさない」ハラスメント撲滅宣言を実施し

ているような自治体もあります。 

 県議会でも今回ハラスメント防止条例の制

定検討に向けて実態調査に乗り出すというの

は、今月の議会でも知事が話しておられまし

た。 

 このように本当に条例が制定が大きなきっ

かけとなって皆さんに、一般の方々にこれは

駄目なことなんだ。そして、駄目なことをさ

れている人間は泣き寝入りするんじゃなくて

声を上げてしっかりと訴えていいんだという

ことをやっぱり皆さんに周知していく。そし

てそのための体制をしっかりと整えていくと

いうことを早急に行っていただきたい。そし

て、職員の皆さんが安心して、やっぱり職務

に当たれるような、皆さんがやっぱり安心し

てここに来て相談できるような、そういった

体制をぜひとも築いていっていただきたいと

いうふうに思います。 

 松本市ではチャットやメールで副市長が直

接職員の悩みを聞くというような取組を実施

しておられるというところもあります。 

 うるま市というところは、私これ見ててい

いなと思ったんですけど、とっても分かりや

すいポスターを作っておられました。どこ行

ったかな。こんな感じでしたね。「相談窓口

における６つのお願い」というので、職員複

数名で対応するよとか相談内容の回答こうい

うふうにするよとかというような分かりやす

いもので、来られた町民の皆さんにこういう

ふうにして窓口では対応しますよというのを

示しているようなところもあります。 

 こういったように、工夫できるところをぜ

ひしていただきまして、安心の安全な窓口対

応ができる職場環境をつくっていっていただ

きたいという思いです。 

 それでは、２つ目の質問に入っていきま

す。 

 コミュニケーション力をつけて自信の持て

る英語教育を。 

 女性の総理大臣誕生しました。日本の憲政

史上初めてですね。大きな時代の変革期に来

ているということを感じます。高市総理は総

理就任５日目で、ＡＳＥＡＮやＡＰＥＣ首脳

会談を行い、その抜群のコミュニケーション

力で日本の存在感を世界に示してくれまし
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た。海外での経験を生かし、英語で次々と各

国首脳に英語で話しかける姿に同じ日本人と

して、そしてまた女性として本当に誇らしく

感じました。 

 また、世界に目を向けると、日本人スポー

ツ選手が世界一になり、特にドジャースの大

谷選手や山本選手が英語でインタビューを受

ける様子に多くの野球少年は刺激を受けたこ

とと思いますし、我らが石川の誇り、横綱大

の里関が秋のイギリス巡業で日本の伝統文化

の発信に大きく貢献したこともうれしく思い

ます。そして、10年ぶりにノーベル賞をダブ

ル受賞という快挙も成し遂げ、多くの日本人

が活躍した１年となりました。 

 こうした明るいニュースに希望と日本人と

しての誇りを感じるとともに、これからも世

界で活躍する日本人の育成に関わる英語教育

の重要さを再認識しているところです。 

 我々、教育民生常任委員会では、９月にお

隣福井県の大野市へ英語教育と室内遊戯場の

視察に行ってまいりました。英語教育に関し

ては、一昨年の子育て日本一の福井県の取組

を自治体ベースで見たいということで大野市

を選びました。 

 実際に国が求める中３で英検３級相当の英

語力は、福井県では中３の約８割がその英語

力を達成し、これは７年連続全国１位となっ

ています。これは県の施策なんですが、ＧＴ

ＥＣ、英語のテストの受験料を全件全額補助

したり、ＡＬＴが授業以外でも学校活動や部

活動に参加したり、そしてまた教員の英語力

向上のために、育成や研修、勉強会も活発に

開催しているとのことでした。 

 私は自分の経験も踏まえて、子供たちにた

だ英語を楽しく学ぶことを目的とするのでは

なく、英語を利用して世界を広げていっても

らいたい。そして夢を実現していってほしい

との思いから、度々英語教育について取り上

げさせてもらっています。 

 自分自身の英語学習での挫折や苦しみを経

験して、子供たちには楽しく、そしてより向

上心を持って英語に触れていってほしいとい

う思いがあり、図書館での英語の本の読み聞

かせボランティアや小学校での読み聞かせボ

ランティアなどを通してでも、英語のクイズ

や本の紹介など、世界の真ん中で咲き誇る日

本人の育成のほんの少しでもいいから助けに

なればなという思いで活動を継続していって

います。 

 こういった中、コミュニケーション能力を

育む英語教育で子供たち一人一人に自信を持

って羽ばたいていってほしいというふうに考

えますが、英語教育の現状と課題について、

教育長にお伺いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 古玉議員のコミュニケー

ション力をつけて自信の持てる英語教育をに

ついてお答えします。 

 平成29年より小学校の中学年では、外国語

活動をして英語活動になれ親しむこと、高学

年では読むこと書くことが加わり、中学校に

行きまして文法的な理解を交えて体系的にコ

ミュニケーションを図る力をつけることとい

った学習過程となっております。 

 当町の英語学習の現状としましては、今年

の４月に行われた石川県基礎学力調査の正答

率については、県平均より高いのですが、質

問調査において小学校４年生、外国語活動が

好きですか、小学校６年生、英語の勉強が好

きですかという質問に対して、当町では肯定

的な回答が県よりも10％上回っています。し

かし、中学校３年生の同様の質問では、県平

均から若干下回るといった結果が出ておりま

す。 

 こうしたことから、中学校では教師も生徒

側も英語を使って自分の考えや気持ちを伝え

合う言語活動が十分ではないということが要

因として考えられております。 

 こうした課題を解決するために、具体的に
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は、１つ目には、英語を使ったやり取りやス

ピーチプレゼンテーションなどの英語活動を

中学校では確実に実施していきたい。 

 ２つ目は、オンライン学習での交流やＡＩ

ツール等を現場に現状に応じて取り入れて、

実用的な場面で英語を使う経験を増やしてい

く。これはＡＬＴの活用もあると思います。

例えば、お昼休みにイングリッシュカフェと

かいった、そういった活動を増やしてみると

かということも必要かと思っています。 

 ３つ目は、これに関係しておりますが、小

さな成功体験を積み重ねる授業を行って、子

供たちが英語で伝えられたという達成感を得

られるようなことを考えていきたいと思って

おります。 

 今後は、英語で自分の考えを伝えるコミュ

ニケーションをより重視し、効果的なＩＣＴ

の活用や教員の意識向上、指導力向上を図り

ながら、子供たち一人一人がこれからの未来

社会を生きるための必要な英語力と自信を育

んでいけるような教育を展開していきたいと

思っております。 

○議長（南 昭榮議員） 古玉いづみ議員 

○６番（古玉いづみ議員） ありがとうござ

います。今、教育長が言ったように、まさに

小４、小６、小学校のうちは外国語活動でと

ても楽しいんですよね。それが中学校になっ

て勉強になってくる。そして受験勉強になっ

てくると途端にやっぱり苦しくなってくるん

ですよね、どんどんと。そういったところを

やっぱりギャップを埋めていって、もちろん

お勉強なので、楽しいだけではないです。苦

しいこと、つらいこともたくさんありますけ

ど、それを乗り越えて使えるものとなったと

きの喜びというものをぜひ味わせていってい

ただきたいなというふうに思います。 

 今のＡＬＴのイングリッシュカフェなども

すごいすばらしい案だなと思いますし、以前

もまた提案、私がさせていただいて、サマー

キャンプ、サマースクールみたいなことも始

まるのかなと思っていたら、なかなかやっぱ

りこの当町の子供たちがそこまで積極的にそ

ういったことに参加しないということで、参

加者がなかなか集まらないということで何か

立ち消えになっていったような、こういった

イベントもあったんじゃないかなと思います

けれど、私、先ほども言いましたけど、英語

の本の読み聞かせもう７年ぐらいやってるん

ですよ。正直皆さん、あまり知らない方もた

くさんいるので、そんなのやってたのとは言

われるんですけど、本当にリピーターのよう

に来てくださる方もいますし、本当に誰もい

ないような悪天候の中で来た人捕まえて今か

らやるんだけどどうというような形もありま

す。やっぱり継続は力なりじゃないですけれ

ど、やり続けることによってここに来れば何

かあるんだなと思ってもらえるような場をつ

くりたいなと思って私はやってるんですね。

なかなかこういったものを新しいものであっ

たり、特にこの町で英語教育となると、なか

なか皆さん、そんな飛びつかないとは思うん

ですけれど、やっぱり何かを決めて継続して

行っていくということをして、皆さんに知っ

てもらうということも一つ大事じゃないかな

と思っています。 

 前もちょっと話、私、触れたことあるんで

すけど、こういう本があるんですけど、子ど

もの未来が変わる英語の教科書、これは教育

界のノーベル賞、グローバルティーチャー賞

トップ10を受賞した立命館小学校教諭の正頭

先生という方のお話なんですけど、教育は知

識から経験重視へシフトしていると。大切な

のは知識ではかる学力よりも経験を生み出す

行動力であり、英語が経験につながる行動力

に火をつけてブーストしてくれると語ってい

ます。 

 英語を身につけると自信が生まれ、失敗を

恐れずに行動し経験値を高められる。そして

出会いが広がり、そこから得られる情報が変

わってくる。英語は知識であり、スキルであ
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ると同時に、行動力、問題発見能力を高めて

くれる重要なツールとなります。問題発見能

力は、問題解決が得意なＡＩが決してできな

いことであり、それは人間の持つ好奇心から

来ているということだそうです。 

 ぜひ子供たちの好奇心を引き出し、真剣に

計画的に子供たちの真の知識とツールとなる

英語を身につけさせて、社会に貢献できる大

人として送り出せるような教育を期待しま

す。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（南 昭榮議員） 以上で、本日の日

程は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後０時12分 散会 
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令和７年12月18日（木曜日） 

 

 

  ○出席議員（10名） 

    １番  木 下 智 治  議員     ７番  尾 田 良 一  議員 

    ２番  三 浦 克 欣  議員     ８番  土 本   稔  議員 

    ３番  合 田   宏  議員     ９番  笹 川 広 美  議員 

    ４番  角   久 子  議員     10番  南   昭 榮  議員 

    ６番  古 玉 いづみ  議員     11番  甲 部 昭 夫  議員 

 

  ○欠席議員（２名） 

    ５番  澤   良 一  議員     12番  坂 井 幸 雄  議員 

 

  ○説明のため出席した者 

    町 長 宮 下 為 幸     税 務 課 長 土 屋 金 蔵 

    副 町 長 池 田 正 明     長寿福祉課長 田 畠 洋 子 

    教 育 長 林   大 智     健康保険課長 山 本   貴 

    参事兼総務課長 横 井 正 之     土木建設課長 藤 岡 桂 一 

    参事兼生活環境課長 田 中   智     農 林 課 長 前 田 吉 光 

    危機管理課長 清 酒 秀 樹     会計管理者兼会計課長 宮 川 清 美 

    企画情報課長 岩 田   正     学校教育課長 木 幡 嘉 広 

    住民窓口課長 辻 口   要     生涯学習課長 笹 谷   学 
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  ○職務のため出席した事務局職員 

    議会事務局長  山 邉 浩 久     書    記  北 野 勝 之 

    議会事務局長補佐  神 保 悦 子 

 

  ○議事日程（第４号） 

    令和７年12月18日  午後３時00分開議 

 

   日程第１ 議案第31号 中能登町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

              る条例の制定について 

 

        議案第32号 中能登町印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第33号 中能登町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第34号 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関 

              係内閣府令の整備等に関する内閣府令等の施行に伴う関係条例の 

              整理に関する条例の制定について 

 

        議案第35号 中能登町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

              用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を 

              改正する条例について 

 

        議案第36号 令和７年度中能登町一般会計補正予算 

 

        議案第37号 令和７年度中能登町後期高齢者医療特別会計補正予算 

 

        議案第38号 令和７年度中能登町介護保険特別会計補正予算 

 

        議案第39号 令和７年度中能登町国民健康保険特別会計補正予算 

 

        議案第40号 令和７年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 

 

        議案第41号 令和７年度中能登町水道事業会計補正予算 

 

        議案第42号 令和７年度中能登町下水道事業会計補正予算 

 

        議案第43号 小字の区域の変更について 

 

        請願第３号 『ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書』の提出を求める 

              請願 

 

        請願第４号 能登半島地震被災者の医療費の一部負担金免除の再開のための財 

              政支援を求める「意見書」の提出を求める請願 
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        請願第５号 地方の福祉人材確保の取組に向けた財政措置を求める請願書 

 

                          （委員長報告・質疑・討論・採決） 
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   （追加日程第１） 

 

        発議第３号 ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書 

 

        発議第４号 地方の福祉人材確保の取組に向けた財政措置を求める意見書 

 

                          （提案理由説明・質疑・討論・採決） 
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           午後３時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（南 昭榮議員） ご苦労さまです。 

 12番 坂井幸雄議員から自宅療養のため、

５番 澤 良一議員から入院治療のため、欠

席届が提出されていますので、報告をいたし

ます。 

 ただいまの出席議員数は10名です。 

 よって、会議の定足数に達しておりますの

で、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 
○議長（南 昭榮議員） 日程第１ 

 これより、本定例会議から付託をしており

ました議案第31号から議案第43号まで及び請

願第３号から請願第５号までを一括して議題

といたします。 

 以上の案件に関し、各委員会における審査

の過程及び結果について各常任委員会委員長

の報告を求めます。 

 最初に、総務建設常任委員会 甲部昭夫委

員長 

  〔総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫 

   議員）登壇〕 

○総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫議

員） 総務建設常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

２件であり、説明を求め、慎重に審査をいた

しました。 

 付託されました議案についての質疑、意見

などは、特にございませんでした。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案第35号及び第43号の２件について

は、全会一致で可決いたしました。 

 なお、今回、報告いたしました結果につき

ましては、お手元に配付済みの委員会審査報

告書のとおりであります。 

 以上で総務建設常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、教育民生常

任委員会 古玉いづみ委員長、報告願いま

す。 

  〔教育民生常任委員会委員長（古玉いづ 
   み議員）登壇〕 

○教育民生常任委員会委員長（古玉いづみ議

員） 教育民生常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

４件、請願３件であり、説明を求め、慎重に

審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものについて申し上げます。 

 まず、付託されました議案４件についての

質疑、意見などは、特にございませんでし

た。 

 請願第３号 『ひきこもり支援基本法の制

定を求める意見書』の提出を求める請願につ

いて、ひきこもり状態となる背景は、地域社

会の変化や精神的な要因や就労環境等々、

様々な社会的な課題が関係している。ひきこ

もりを個人や家庭の問題にとどめるものでな

く、社会全体で支え、包括的な支援体制の構

築が不可欠であり、本人の意思を尊重しつ

つ、より望ましい方向性で目指していくよう

に支援の整備を求めるものとの説明を受けま

した。 

 請願第４号 能登半島地震被災者の医療費

の一部負担金免除の再開のための財政支援を

求める「意見書」の提出を求める請願につい

て、医療費の一部負担金免除が廃止された理

由は各自治体の財源の負担の解消であるが、

関連死のことも考えた場合に医療は絶対必要

であるため、医療費の一部負担金免除の再開

のための財政支援を国・県に求めるものとの

説明を受けました。 
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 委員からは、免除することにより保険料が

上がることが想定されること。また、各自治

体、国においても財源が限られていることか

ら、免除期間の期限は必要であるとの意見が

ありました。 

 請願第５号 地方の福祉人材確保の取組に

向けた財政措置を求める請願書について、令

和７年４月に国家公務員の地域手当改定によ

る地域区分の変更により、児童入所施設措置

費等及び保護施設事務費等が引き下げられた

自治体に対し、見直し前の水準に戻すために

必要な財政措置を講じることで、今回見直し

の対象とならなかった保育所等の公定価格や

介護障害福祉サービスの報酬等の地域区分に

ついて、国家公務員の地域手当に準拠するこ

となく、今後の賃金水準や国における処遇改

善の取組を踏まえた適切な水準となることを

求めるものとの説明を受けました。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案４件については、全会一致で可決、

請願第３号及び５号については、全会一致で

採択、請願第４号については、賛成少数で不

採択となりました。 

 なお、請願３件につきましては、本会議で

採択された場合は、意見書を提出したいと思

います。 

 今回、報告いたしました結果につきまして

は、お手元に配付済みの委員会審査報告書の

とおりであります。 

 以上で教育民生常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、予算決算常

任委員会 笹川広美委員長、報告願います。 

  〔予算決算常任委員会委員長（笹川広美 
   議員）登壇〕 

○予算決算常任委員会委員長（笹川広美議

員） 予算決算常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました補正予算に係

る案件は、議案７件であり、執行部からの説

明を求め、慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものについて申し上げます。 

 議案第36号 令和７年度中能登町一般会計

補正予算について、歳入、第15款県支出金、

能登創造的復興支援交付金3,219万円がどの

ような事業に使われるか説明を求めたとこ

ろ、地域コミュニティ施設等の再建支援事

業、民間建立慰霊碑等再建支援事業及び耐震

シェルター設置補助事業など、震災の復旧・

復興に伴う事業に充てる交付金であると説明

を受けました。 

 次に、歳出、第３款民生費、保育園運営費

の工事請負費3,388万円の増額補正につい

て、３つの保育園の遊戯室に空調設備を設置

するものであり、つくし保育園に６台、あお

ば保育園に６台、こすもす保育園に５台であ

るが、その費用の差について質疑があり、執

行部からはエアコン本体の費用は変わらない

が、電気工事などの附帯工事費で差が生じる

ものであると説明を受けました。 

 次に、第６款農林水産業費、農業振興費の

渇水対策事業補助金240万円の増額補正につ

いて、来年度以降も続けていく継続事業か、

また、高温に強い稲作の開発について質疑が

あり、執行部からは令和７年度限りの事業で

高温に耐えられる品種も出てきており、県や

ＪＡなどと取組について協議をしていると説

明を受けました。 

 次に、第７款商工費、商工振興事業の創業

支援補助金686万7,000円の増額補正につい

て、どのような事業が創業に当たるか、ま

た、これまでに創業として認められないもの

はあったかと質疑がありました。執行部から

は中能登町創業支援補助金交付要綱に基づき

支出するものであり、町商工会において、こ

の要綱に基づいているかや銀行からの借入れ

等も相談に乗った上で、最終的に町へ補助の

申請があると説明がありました。 

 また、創業として認められないものは現在
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のところないが、対象外の事業としてはフラ

ンチャイズなどは該当しないと説明を受けま

した。 

 また、委員から議案書説明資料について、

内容のポイントなど、議案の必要性や効果な

どが、より分かりやすいものとなる資料の作

成を求める意見がありました。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案７件は、全会一致で可決いたしまし

た。 

 報告をいたしました結果につきましては、

お手元に配付済みの委員会審査報告書のとお

りであります。 

 以上で予算決算常任委員会からの報告を終

わります。 

○議長（南 昭榮議員） 以上で各常任委員

会の委員長報告が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（南 昭榮議員） これより、各委員

長報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑のある方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（南 昭榮議員） これより、議案第

31号から議案第43号まで及び請願第３号から

請願第５号までについて一括して討論を行い

ます。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ８番 土本 稔議員 

  〔８番（土本 稔議員）登壇〕 

○８番（土本 稔議員） それでは、請願第

４号 能登半島地震被災者の医療費の一部負

担金免除の再開のための財政支援を求める請

願について、反対討論をいたします。 

 経緯と状況を整理しますと、医療費の一部

負担金、いわゆる窓口負担分の免除は、半壊

以上の罹災判定を受けた方が対象で、経済的

に支払いが困難な方に対し支援するのが目的

であり、被災状況により免除期間をその都度

計５回延長し、最終的に今年６月まで延長

し、終了いたしました。 

 その理由として、国民健康保険特別会計の

状況として、団塊の世代が後期高齢者にな

り、国民健康保険制度の被保険者が大幅に減

り、保険税の収入も減っているにもかかわら

ず、医療費は現状維持から増大する傾向が挙

げられます。 

 中能登町においても、令和６年国民健康保

険特別会計を見ますと、令和５年度末の被保

険者数は2,960人から令和６年度では2,796人

の164人の被保険者数の減少にもかかわら

ず、保険給付費について、令和５年度で12億

3,600万円から令和６年度では13億7,600万円

と、逆に１億4,000万円も増加している状況

であります。 

 県内の７割の市町が保険税を引き上げてい

る中、当町では国民健康保険財政調整基金を

取り崩しながら、保険税を据え置いている状

況であります。 

 そのため、近い将来、保険税の引上げが必

要になってくることから、これ以上の期間延

長は一部負担金の免除の恩恵を全く受けてい

ない世帯にさらに負担を強いることになりま

す。 

 さらなる期間延長についての反対理由とい

たしまして、被保険者数のうち、免除の対象

となる半壊以上の判定を受けた方は約２割の

被保険者のみで、残りの８割の方は何らかの

被害を受けたにもかかわらず、医療費の援助

を受けられない状況であります。 

 こうした方々に同じ保険に加入しているの

にもかかわらず、何の手当もなく、罹災証明

の区分による不公平感だけが被災地能登半島

に一層増すばかりであるからであります。 

 以上の理由により、請願第４号の反対討論
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といたします。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。 

 ２番 三浦克欣議員 

  〔２番（三浦克欣議員）登壇〕 

○２番（三浦克欣議員） 私は、請願第４号 

能登半島地震被災者の医療費の一部負担金免

除の再開のための財政支援を求める「意見

書」の提出を求める請願に対し、賛成の立場

で発言させていただきます。 

 能登半島地震からあと２週間で丸２年とな

ります。中能登地域では公費解体も進み、ほ

ぼ完了に近いと聞いています。皆さん口々

に、スカスカになってもたな、この後どうし

ていくんやろななど、復興に向けて期待と不

安が入り交じった声をよく耳にします。 

 その一方、より被害が大きかった奥能登地

域の現状を見てみると、昨年の豪雨被害もあ

り、まだまだ復旧の状況のまま２年間が過ぎ

たとしか言えない状況が続いています。 

 先日、輪島市役所のほうに行ってまいりま

したが、職員の方が「職員１割いなくなりま

した。しかも若い人が。」という言葉でし

た。それが全てを物語っているというふうに

思います。 

 地震以後、人口減少、高齢化の加速度が増

し、残されているのは、その土地を離れられ

ない、離れたくないという高齢者の方々、言

い換えれば今まで能登を背負ってこられた功

労者の皆さんです。この方々を守らないで誰

を守るのでしょうか。その方々が今も奥能登

を支えているのです。ただでさえ、医療環境

が悪化している中、最も医療ケアを必要とす

る方々に、そのケアを受けられなくなるよう

な事態を人為的に起こすべきではないという

ふうに私は考えます。我々議員として何がで

きるのか。この請願に対し賛同し、幾ばくか

の力になることしかできないというふうに考

えます。 

 この医療費免除の終了の理由の一つとし

て、先ほどお話があったように当該市町の財

政負担ということであれば、その負担を県・

国に求めるというのは至極当然と言えるので

はないでしょうか。そのための保険であると

私は思います。 

 東日本大震災のとき、宮城県では一旦終了

したものの、また再開された例もあり、恐ら

くこのような活動というか動きがあったから

だというふうに思います。 

 ぜひ、この請願に対しご賛同いただけます

ようによろしくお願いいたします。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に反対

者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、採決を行います。 

 議案第31号から議案第35号までの条例関係

の議案５件について一括して採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第31号から議案第35号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第36号

から議案第42号までの補正予算関係の議案７
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件について一括して採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第36号から議案第42号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、議案第43号 

小字の区域の変更について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第43号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、請願第３号 

『ひきこもり支援基本法の制定を求める意見

書』の提出を求める請願を採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り採択であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、請願第３号は、原案のとおり採択

されました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、請願第４号 

能登半島地震被災者の医療費の一部負担金免

除の再開のための財政支援を求める「意見

書」の提出を求める請願を採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、不採択であ

ります。 

 したがって、本件は原案について採決を行

います。 

 請願第４号について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立少数でありま

す。 

 よって、請願第４号は、不採択となりまし

た。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、請願第５号 

地方の福祉人材確保の取組に向けた財政措置

を求める請願書を採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り採択であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、請願第５号は、原案のとおり採択

されました。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（南 昭榮議員） お諮りいたしま

す。 

 ただいま、提出者、土本 稔議員及び賛成

者４名から、発議第３号 ひきこもり支援基

本法の制定を求める意見書及び提出者、笹川

広美議員及び賛成者４名から、発議第４号 

地方の福祉人材確保の取組に向けた財政措置

を求める意見書がそれぞれ提出されました。 

 これを日程に追加し、直ちに議題としたい
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と思います。 

 これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、発議第３号から発議第４号を日程

に追加し、直ちに議題とすることに決定しま

した。 

 議事日程を配付しますので、暫時休憩いた

します。 

           午後３時27分 休憩 

 

           午後３時28分 再開 

○議長（南 昭榮議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（南 昭榮議員） 追加日程第１ 

 発議第３号及び発議第４号を一括して議題

とします。 

 発議第３号について、提出者の土本議員か

ら趣旨説明を求めます。 

 ８番 土本 稔議員 

  〔８番（土本 稔議員）登壇〕 

○８番（土本 稔議員） それでは、ひきこ

もり支援基本法の制定を求める意見書につい

て趣旨説明いたします。 

 2023年内閣府の調査で、全国でひきこもり

状態の方は推計146万人を超えるとされてお

ります。 

 その背景には、地域社会の変化、精神的要

因や就労環境など様々な社会課題が関係して

おります。 

 ひきこもりは既に個人や家庭の環境にとど

まるものでなく、社会全体で支え、包括的支

援体制の構築が不可欠であります。 

 よって、国においては、このような状況を

踏まえて、ひきこもりを社会全体で取り組む

べき重要な課題として捉え、ひきこもり支援

に特化した法整備を設け、支援体制等を明文

化し、年齢や所得の状況にかかわらず、誰も

が全国どこでも必要な支援を受けることがで

きるよう、ひきこもり支援基本法を制定する

ことを強く求めるものであります。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出するものであります。 

 以上です。 

○議長（南 昭榮議員） 次に、発議第４号

について提出者の笹川広美議員から趣旨説明

を求めます。 

 ９番 笹川広美議員 

  〔９番（笹川広美議員）登壇〕 

○９番（笹川広美議員） それでは、地方の

福祉人材確保の取組に向けた財政措置を求め

る意見書についての趣旨説明を行います。 

 令和６年人事院勧告を受け、国家公務員の

地域手当が令和７年４月から改正がなされま

した。 

 保育所等の公定価格や児童入所施設措置費

等、介護・障害福祉サービスの報酬、保護施

設事務費等については、国家公務員の地域手

当に準拠した地域区分に応じて算定がされて

おります。 

 今回の地域手当の改定に伴い、多くの対象

施設が人材確保に苦慮しており、処遇改善が

求められている状況であったにもかかわら

ず、事前に自治体との調整が何ら行われるこ

となく、通知・事務連絡により、令和７年４

月から国家公務員の地域手当に準拠して見直

しすることとされました。 

 この見直しで引下げとなった自治体におい

ては、対象施設の人材確保にさらに大きな支

障が生じるおそれがあり、施設入所者に対す

る支援の質の低下にもつながりかねない状況

であります。 

 対象となる施設関係者はもとより、他の社

会福祉分野の関係者からも多くの不安の声が

上がっております。 

 よって、地方におけるこの福祉人材確保の

取組に支障が生じないよう、以下の事項につ
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いて国に対して取り組むことを強く求める意

見書であります。 

 一、令和７年４月からの地域区分の変更に

より、児童入所施設措置費等及び保護施設事

務費等が引き下げられた自治体に対して、見

直し前の水準に戻すために必要な財政措置を

講じること。 

 一、今回の見直しの対象とならなかった保

育所等の公定価格や介護・障害福祉サービス

の報酬等の地域区分について国家公務員の地

域手当に準拠することなく、今後の賃金水準

や国における処遇改善の取組を踏まえた適切

な水準となるよう、必要な財政措置を講じる

こと。 

 以上であります。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（南 昭榮議員） 説明が終わりまし

た。 

 

 ◎質   疑 

○議長（南 昭榮議員） 発議第３号及び発

議第４号について一括して質疑を行います。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（南 昭榮議員） これより、発議第

３号及び発議第４号について一括して討論を

行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） 次に、原案に賛成

者の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ほかに討論はあり

ませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（南 昭榮議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、発議第３号 ひきこもり支援基

本法制定を求める意見書を採決します。 

 お諮りします。 

 発議第３号は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、発議第３号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（南 昭榮議員） 次に、発議第４号 

地方の福祉人材確保の取組に向けた財政措置

を求める意見書を採決します。 

 お諮りします。 

 発議第４号は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（南 昭榮議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、発議第４号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎散   会 

○議長（南 昭榮議員） 以上で、本定例会

議に付議をされました議案の審議は全て終了

いたしました。 

 これをもって、令和７年度中能登町議会12

月定例会議を散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時36分 散会 
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